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研究要旨：海外では多くの国・地域で受動喫煙防止法・条例が成立しており、そのような国・地域で

はその直後から急性冠症候群が減少することが論文として報告され始めた。本研究の最終目的はわが

国においても公共施設とサービス産業を含む全ての職場を禁煙化させる受動喫煙防止法の成立に対す

るエビデンスの提供である。今年度は、わが国の中でも、受動喫煙対策が遅れている分野であるサー

ビス産業における曝露の実態を明らかにすることを目標にした。昨年度より、評価方法として大気中

の汚染物質で曝露濃度と心筋梗塞や肺がんによる死亡率の上昇の程度が明らかにされている微小粒子

状物質（PM2.5）の測定を導入した。屋内で喫煙が行われている場合の PM2.5の濃度は、WHO が人体に影

響のないレベルとして示している評価基準の数十倍に達する高い値であり、特に、喫煙者の近くに立

って接客する従業員は受動喫煙の曝露濃度はさらに高くなり、危険なレベルであると考えられた。	 

	 また、先行研究で開始した医・歯学部と大学病院における敷地内禁煙、および、公共交通機関（新

幹線、JR在来線特急、私鉄有料特急）の受動喫煙対策は徐々に改善されつつあるが、一部の施設では

受動喫煙対策が進んでいないことが明らかとなった。	 

	 本研究の調査結果を各施設の管理者にフィードバックすること、その監督官庁に対して12の医・歯

学会で構成される学術団体からの要望書として提出すること、本研究班が運営しているホームページ

で公開することにより、さらなる受動喫煙防止対策の推進が期待される。	 

	 研究成果の一覧URL（毎月更新）：http://www.tobacco-control.jp/	 

	 

Ａ．研究目的	 

	 イギリスやフランスなど欧米先進国のみなら

ず、ウルグアイやトルコでも、一般の職場や公

共交通機関だけでなく、飲食店などサービス産

業を含むすべての建物内を禁煙とする立法措置

が導入されている。	 

	 一方で、わが国では健康日本21（2000年）、

健康増進法（2003 年）、および、「職場におけ

る喫煙対策のためのガイドライン」（2003 年）

により学校、病院、官公庁、公共施設、職場を

中心に受動喫煙対策の改善は進みつつあるが、

罰則規定のない努力義務であるため海外のよう

に全ての建物を禁煙とする措置には至っていな

い。	 

	 2010年 4月 1日より、神奈川県では官公庁や

公共施設だけでなく、サービス産業も含めた受

動喫煙防止条例が施行される。しかし、中小規

模の飲食店は対策が猶予され、また、風営法に

係わる事業場は第 2 種施設として適用から除外

されるなど、一部に不十分な点が残りはしたが

、すでに、大手の外食チェーン店が全面禁煙化

に踏み切るなど、一定の効果を上げつつある。	 

	 2010年2月25日に厚生労働省健康局長から通

知された「受動喫煙防止対策について」（健発

0225第 2号）において、官公庁や医療施設など

の全面禁煙化をこれまで以上に強く推奨するこ

ととなった。「原則として全面禁煙が望ましい

」という文言であり、全面禁煙を義務づける表

現ではないものの、すでに、いくつかの地方自

治体が建物内の全面禁煙を決定するなどの効果



が発生している。	 

	 2010 年 3月時点で厚生労働省安全衛生部では

「職場における受動喫煙対策に関する検討会報

告書骨子案」において、一般の事業場の受動喫

煙防止対策を安全配慮義務の観点から強化する

ことが討議されている。ただし、飲食店につい

ては「サービスを利用する顧客に対して禁煙等

とすることを事業者に一律に求めることは困難

である」とされている。	 

	 本研究の目的は、まず、喫煙室・喫煙区域の設

置や空気清浄機を使用する「いわゆる分煙」では

受動喫煙を防止することは不可能であること、特

に、サービス産業では喫煙室・喫煙区域に立ち入

らねばならない従業員の職業的な受動喫煙の問

題を明らかにするためのエビデンスを収集する

ことである。ついで、そのエビデンスを政策決定

者、施設の管理者、メディアに提示することで、

諸外国ではすでに立法上の措置として実施され

ている受動喫煙防止法を成立させ、建物内と列車

などの公共交通機関を例外なく全面禁煙とする

ことである。	 

	 以上の目的を達するために、今年度の研究とし

て、大気汚染や室内の空気環境の指標として世界

各国で広く用いられている微小粒子状物質

（PM2.5）を測定するデジタル粉じん計による計測

値とわが国で広く普及しているデジタル粉じん

計による計測値の比較をおこなった。PM2.5は曝露

濃度と人体への悪影響の程度がWHOからAir	 

Quality	 Indexとして示されていることから、わ

が国の室内空気環境が受動喫煙によりどの程度

汚染されているのかについて評価が可能となる。

さらに、室内における受動喫煙曝露の調査として、

受動喫煙対策がほとんど進んでいないサービス

産業、特に飲食店における受動喫煙の実態とそこ

で働く従業員の個人曝露について検討をおこな

った。	 

	 また、先行研究で開始された医・歯学部と大学

病院の敷地内禁煙に関する調査および公共交通

機関の禁煙化に関する調査も継続しておこなっ

た。過去4年間の調査結果をもとに、監督官庁お

よび施設管理者に全面禁煙化を実施する要望書

を作成したので、あわせて報告する。	 

	 

	 

Ｂ.研究方法	 

１．サービス産業における受動喫煙曝露の評価	 

	 1)微小粒子状物質（PM2.5）とわが国の粉じん	 

	 	 濃度測定方法の比較検討	 

	 某事業場の喫煙専用室において、PM2.5を測定で

きるデジタル粉じん計（TSI社製、SidePak	 

AM-510）、および、日本で普及している直径約10

μm以下の吸入性粉じんを測定する柴田科学社製

の2種類のデジタル粉じん計（PDS-2、LD-3K2）を

用いて併行測定をおこなった（資料１）。	 

	 

	 2)微小粒子状物質（PM2.5）によるサービス産業

従事者の受動喫煙の評価	 

・喫煙区域と禁煙区域があるレストラン	 

・部屋として喫煙席を隔離している喫茶店	 

・喫煙が可能な個室の宴会場があるホテル	 

	 における室内の定点におけるPM2.5濃度、および、

装着型のデジタル粉じん計（柴田科学、PDS-2）

による従業員の接客中の受動喫煙の曝露濃度の

測定をおこなった（資料２）。	 

	 

２．受動喫煙対策にかかわる社会環境整備に関す

る継続調査	 

	 １）医・歯学部と大学病院の敷地内禁煙	 

	 地域医療の拠点であり、また、医師・歯科医師・

看護師を養成する教育機関である医・歯学部にお

ける受動喫煙対策は、治療と教育という観点から

敷地内禁煙とするべきである。	 

	 医学部の敷地内禁煙は2003年に秋田大学で始

まり、ニコチン依存症管理料が保険適用となった

2006年6月以降、急速に全国に広まりつつあるが、

その一方で、いまだに屋内の喫煙室や屋外の喫煙

コーナーでの喫煙を容認している医・歯学部、大

学病院も存在している。	 

	 全国の医・歯学部および大学病院における敷地

内禁煙導入状況を把握するために、医・歯学部の

責任者（総合大学では学部長、単科大学では学長）

および大学病院の病院長あてに郵送法によるア

ンケート調査をおこなった。期限内に返答が得ら

れない場合には再度アンケートを郵送し、さらに、

電話・ファクシミリによる督促を行い、全ての施

設から回答を得た。	 

	 なお、この調査は日本呼吸器学会に設置された

「喫煙問題に関する検討委員会」（委員長：永井

厚志、東京女子医科大学大学病院長）、および、

12の医・歯学会が組織する「禁煙推進学術ネット

ワーク」（委員長：藤原久義、日本循環器学会）

との共同調査として行われた。	 

	 



２）公共交通機関（JR新幹線、JR６社の在来線特

急および私鉄有料特急）の受動喫煙対策	 

	 先行研究でおこなった列車内における粉じん

濃度の調査結果から、	 

・喫煙車両の両隣の禁煙車両、	 

・デッキに喫煙室がある禁煙車両、	 

では、客席は禁煙であるにもかかわらず受動喫煙

が発生していることが認められた。そこで、１日

に運行される総車両数に対して受動喫煙を全く

受けない車両、つまり、喫煙車両から２両以上離

れた車両、デッキに喫煙室のない禁煙車両の比率

を「禁煙化率」と定義し、運行会社間および路線

間の比較に用いた。ただし、喫煙車両と隣接して

いる場合でも、寝台列車のように４枚の自動ドア

で隔てられている場合には受動喫煙はないもの

と判断した。	 

	 JR新幹線については各路線間で、JR在来線特急

については６つの運行会社間で、私鉄については

会社間で禁煙化率の比較をおこなった。	 

	 先行研究で集計を始めた2006年3月18日、2007

年3月18日、2008年3月15日、2009年3月14日、お

よび、2010年3月13日と5回のダイヤ改正前後の禁

煙化率を集計した。	 

	 

（倫理面での配慮）	 

	 本研究における環境タバコ煙（粉じん濃度）の

濃度測定および受動喫煙対策の実態調査は、店舗

責任者の許可を得て、一般の利用者が立ち入るこ

とのできる公共空間でおこない、また、従業員の

個人曝露については本人の承諾を得て、通常の業

務と同じ状況でおこなった。医・歯学部および公

共交通機関の受動喫煙対策に関する情報につい

ても、ホームページやパンフレットに記載されて

いる情報の収集、および、調査時の依頼状に公表

することが前提であることを記載していること

から倫理に関わる問題は発生しない。	 

	 

Ｃ．研究結果	 

１.	 サービス産業における受動喫煙曝露の評価	 

	 1)微小粒子状物質（PM2.5）とわが国の粉じん	 

	 	 濃度測定方法の比較検討	 

	 喫煙専用室において、PM2.5と吸入性粉じん（約

10μm以下）の併行測定をおこなった。PM2.5につ

いて先行研究（Lee,	 2008）をもとに粉じん計の

測定値に係数（0.295）を乗じ、日本製の粉じん

計については日本作業環境測定協会が示した質

量濃度換算係数(（0.8μg/m3）/cpm)を乗じて質

量濃度を比較した。2種類の粉じん計の質量濃度

は良好に一致した（資料１）。	 

	 

	 2)微小粒子状物質（PM2.5）によるサービス産業

の受動喫煙の実態および従業員の個人曝露濃度

の評価	 

	 2-1)喫煙区域と禁煙区域のあるレストラン	 

	 喫煙区域と禁煙区域のそれぞれ中央部分の定

点で測定された結果（資料３-１）から、喫煙区

域で発生したタバコ煙は、数分後に禁煙区域にま

で拡散し、禁煙区域がタバコ煙で汚染されて受動

喫煙が発生することが認められた。いずれも、WHO	 

Air	 Quality	 Indexで示された安全なレベルを大

幅に上回っていることが認められた。	 

	 呼吸領域で測定された個人曝露濃度は、従業員

が禁煙区域で働くときには低く、喫煙区域に移動

すると高くなることが認められた。特に、着席し

ている喫煙者のそばに立って、注文を聞く時や食

事を提供する時には喫煙区域の中央の定点で測

定された濃度の数倍に達することが認められた。	 

	 

	 2-2)喫煙区域が部屋として隔離された喫茶店	 

	 出入口以外には開放部分のない喫煙室（ただし、

ドアは設置されていない）を設け、それ以外は禁

煙の喫茶店で、2-1と同様の測定をおこなった結

果を資料３-２に示す。	 

	 喫煙が開始されると、開放された出入口からタ

バコ煙が漏れ、禁煙区域の粉じん濃度が徐々に上

昇することが認められた。	 

	 個人曝露測定の結果2-1と同様であり、禁煙区

域で働いている時間帯は低く、喫煙室に入ると高

くなり、接客のために喫煙者に接近する時には喫

煙室の中央の定点測定の値の数倍になることが

認められた。	 

	 

	 2-3)ホテル宴会場の接客時の受動喫煙	 

	 ロビーも廊下も禁煙のホテルの個室の宴会場

（15名のうち6名が喫煙者）で測定をおこなった

（資料３-３）。宴会場の内部はPM2.5濃度は高く、

非喫煙者が高い濃度の受動喫煙に曝露されてい

ることが認められた。従業員の個人曝露は、ロビ

ーや廊下を移動する際には低く、宴会場に入ると

高い濃度となり、接客のために喫煙者に近づく際

には非常に高い濃度の受動喫煙に曝露されてい

ることが認められた。	 

	 

	 



２．受動喫煙対策にかかわる社会環境整備に関す

る調査	 

１）医・歯学部と大学病院の敷地内禁煙導入	 

	 2010年3月時点における医学部と大学病院の敷

地内禁煙の導入状況を表１および個別の学部と

大学病院の状況を資料４-１に、歯学部と大学病

院の導入状況を表２および各施設の状況を資料

４-２に示す。医学部80校のうち42校、大学病院

の68施設が敷地内禁煙となり、歯学部29校のうち

10校、大学病院は21施設が敷地内禁煙であること

が分かった。さらに、敷地内禁煙が行われている

施設の活動状況を資料４-３としてまとめた。	 

	 敷地内禁煙をすでに導入している施設のほと

んどが、敷地境界部分に灰皿を置いていないこと

が判明した。他の施設の参考となる優良な対策事

例については資料４-４に写真で提示した。	 

	 以上の内容は第17回（2008年2月）、第18回（2009

年2月）、第19回（2010年2月）の日本禁煙推進医

師歯科医師連盟総会において継続して発表され

た。	 

	 今年度用いられた医・歯学部用の調査票を資料

４-５に、大学病院用の調査票を資料４-６に示す。	 

	 

	 

	 	 表１．医学部・大学病院における敷地内禁煙	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 80医学部	 大学病院	 

	 敷地内禁煙を導入済み	 	 42校	 68施設	 

	 2010年度以降の導入が決定	 	 2校	 2施設	 

	 検討中だが日時未定	 	 11校	 3施設	 

	 禁煙化について未検討	 10校	 0施設	 

	 検討の上、喫煙場所での喫煙を容認	 15校	 7施設	 

	 

	 	 表２．歯学部・大学病院における敷地内禁煙	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 29歯学部	 大学病院	 

	 敷地内禁煙を導入済み	 10校	 21施設	 

	 2010年度以降の導入が決定	 0校	 0施設	 

	 検討中だが日時未定	 	 10校	 4施設	 

	 禁煙化について未検討	 3校	 0施設	 

	 検討の上、喫煙場所での喫煙を容認	 6校	 4施設	 

	 

２）公共交通機関の受動喫煙対策	 

1)新幹線の禁煙化率	 

	 表３に新幹線の禁煙化率を路線別に示す。

2005年の開業当初より全車両禁煙である九州

新幹線と2005年12月より全車両が禁煙化され

た長野新幹線の禁煙化率は100％であった。

2007年3月のダイヤ改正で全車両が禁煙化され

た上越新幹線（44→44→100→100→100→

100％）、および、東北・秋田・山形新幹線（42

→42→100→100→100→100％）でも禁煙化率は

100％となった。東海道・山陽新幹線では、2006

年3月に16両編成列車の４号車が禁煙化された

こと、2007年7月に運行が開始された新型車両

（のぞみN700系）では喫煙室を４カ所設置のう

え全席禁煙としたこと、2008年11月の０（ゼロ）

系車両の運転終了と入れ替わりに導入された

「こだま」500系８両編成でも喫煙室を２カ所

設置のうえ全席禁煙としたことなどのため、禁

煙化率は37→42→42→46→50％→54%と改善し

たが、受動喫煙のない清浄な空気の車両は半数

強にとどまった（資料５-１、資料５-２）。	 

	 

	 	 	 表３．新幹線の路線別の禁煙化率	 

	 	 	 	 	 	 	 	 2006年	 	 	 	 07年	 	 08年	 	 	 09年	 10年	 

(総車両数/日)	 以前	 	 3月	 	 	 3月	 	 3月	 	 3月	 	 	 3月	 

九州新幹線：	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 

	 （420両／日）	 

長野新幹線：	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 

	 （456両／日）	 

上越新幹線：	 	 44%	 44%	 100%	 100%	 100%	 100%	 

（1068両／日）	 

東北/秋田/山形:	 42%	 42%	 100%	 100%	 100%	 100%	 

（2187両／日）	 

東海道・山陽：	 	 37%	 42%	 42%	 46%	 50%	 54%	 

（6192両／日）	 	 	 	 	 

（1日の運行車両数は2010年3月16日以降の数値）	 

	 

2)JR６社の在来線特急の禁煙化率	 

	 JRが発行する時刻表の列車編成表をもとに、喫

煙室の位置、喫煙車両と禁煙車両の間のドアの枚

数を確認し、禁煙車両における受動喫煙の有無を

特定できる一覧表を作成した。	 

	 本研究開始後のJR６社の禁煙化率の変化を資

料６-１に、６社の個別の禁煙化率の状況を資料

６-２に示す。JR北海道では、2006年3月18日のダ

イヤ改正で道内を発着する在来線特急の全車両

を禁煙化したことで、禁煙化率は56.9→94.4→

97.6→98.7%→98.7％→98.7%となった。JR東日本

では、2007年3月18日のダイヤ改正で全ての新幹

線と在来線特急（寝台列車は除く）の全車両禁煙

化を実施したこと、2010年3月に全車両禁煙の「成

田エクスプレス」が1往復増加、喫煙車両のあっ

た「北陸」を廃止したことにより51.0→50.4→

98.2→98.4→98.8％→99.1%となった。JR九州で

は2008年3月のダイヤ改正で「にちりん」「きり

しま」「ひゅうが」および「ゆふ」「ゆふDX」「ゆ

ふいんの森」「九州横断特急」「くまがわ」以外

の特急を全車両禁煙化したこと、2009年3月のダ



イヤ改正で全ての特急の喫煙車両と喫煙室を廃

止して全面禁煙化したこと、寝台列車「はやぶさ」

「富士」が廃止となったことで、46.0→46.0→

90.4→89.8→100％→100%と禁煙化率は100％に

到達した。JR東海では2009年6月の改正では喫煙

車両を廃止し、「サンライズ出雲・瀬戸」を除き

全面禁煙化したことにより21.5→32.5→63.0→

62.7→63.1％→98.2%と大きな改善が認められた。

JR西日本でも2007年3月に「はるか」「きのさき」

など多くの特急が全車両禁煙化され、2009年6月

には喫煙車両と喫煙室が全て廃止され（寝台列車

を除く）、禁煙化率は11.1→11.0→47.6→50.4

→53.0％→98.2%と大幅に改善した。JR四国でも

2008年3月15日のダイヤ改正でデッキの灰皿が撤

去されて喫煙室以外は禁煙とされ、一部の特急は

全車両が禁煙化されたが、後に喫煙室を設置した

特急が増えたため、禁煙化率は20.0→20.0→21.5

→92.0％→83.9%→81.4%と一旦は改善したのち

再び低下した。	 

	 

	 	 表３．JR在来線特急の会社別の禁煙化率	 

	 	 	 	 2006年	 	 	 	 07年	 08年	 09年	 10年	 

	 	 	 	 	 以前	 3月	 	 	 3月	 	 	 	 3月	 	 	 3月	 	 	 3月	 

JR九州：	 	 46.0%	 46.0%	 90.4%	 89.8%	 100%	 	 100%	 

	 （2032両／日）	 

JR東日本：51.0%	 50.4%	 98.2%	 98.4%	 98.8%	 99.1%	 

	 （3318両／日）	 

JR西日本：11.1%	 11.0%	 47.6%	 50.4%	 53.0%	 98.9%	 

	 （1955両／日）	 

JR北海道：56.9%	 94.4%	 97.6%	 98.7%	 98.7%	 98.7%	 

	 	 （774両／日）	 

JR東海：	 21.5%	 32.5%	 63.0%	 62.7%	 63.1%	 98.2%	 

	 	 （388両／日）	 

JR四国：	 20.0%	 20.0%	 21.5%	 92.0%	 83.9%	 81.3%	 

	 	 （584両／日）	 	 	 	 

（1日の運行車両数は2010年3月13日以降の数値）	 

	 

3.私鉄有料特急の受動喫煙対策	 

	 有料の特急を運行している大手私鉄の受動喫

煙対策について2009年度も研究協力者の半沢一

宣氏の協力を得ながら、列車内の受動喫煙の発生

状況の一覧表の作成と禁煙化率の算出をおこな

った（資料７）。JR東日本の全車両が禁煙化され

た2007年3月18日のダイヤ改正と同時に、関東の

私鉄では京成電鉄以外の全ての喫煙車両が廃止

された。喫煙車両を運行するのは京成電鉄（禁煙

化率50.0％）、近畿日本鉄道（同39.5％）、南海

電気鉄道（同63.8％）の３社のみであった。	 

	 このうち近畿日本鉄道では、2009年4月1日から

営業運転を開始した新型車両（喫煙室設置のうえ

全席禁煙化）の増備と、喫煙車両がある在来車両

の代替廃車が進んだことにより、禁煙化率は

36.7％（2009年）→39.5％（2010年）とやや改善

された。京成電鉄と南海電気鉄道では禁煙化率の

変化はなかった。	 

	 

Ｄ．考察	 	 

	 タバコ煙による室内空気環境の汚染の測定に

おいて、微小粒子状物質（PM2.5）を測定するデジ

タル粉じん計と日本製のデジタル粉じん計（約10

μm以下の粒子を測定）の測定値は良好に一致し

た。タバコから発生する粒子状物質の直径は0.1

~0.2μmであることが知られている。喫煙がおこ

なわれていない清浄な室内空気の粉じん濃度は、

過去の測定から10~20μg/m3（0.1~0.2	 mg/m3）

であった。喫煙によって粉じん濃度が上昇する場

合、その原因となる粒子は直径が0.1~0.2μmと

小さいため、直径が2.5μm以下の粒子を測定した

結果と直径が約10μm以下の粒子を測定結果は同

じ値になることが考えられた。このことから、日

本製のデジタル粉じん計の測定値は、そのまま

PM2.5の測定結果として読み換えることが出来る

ことが認められた。	 

	 今年度の調査として、まず、飲食店における受

動喫煙の調査は、「いわゆる分煙」として喫煙区

域が設定されている店舗、喫煙室として隔離され

ている店舗、個室で喫煙がおこなわれているホテ

ルで働く従業員の受動喫煙の個人曝露濃度に着

目して調査をおこなった。測定結果で示したとお

り、喫煙がおこなわれている空間で働いた場合の

受動喫煙の曝露濃度は高く、禁煙の空間に戻ると

低くなることが認められた。	 

	 今回、測定をおこなった微小粒子状物質（PM2.5）

は直径2.5μm以下の粒子を意味する。一般的には、

化石燃料などの燃焼が主たる発生源で、工業化に

伴う大気汚染の原因として知られており、大気中

のPM2.5濃度の上昇の程度と地域住民の死亡率の

上昇の度合いが疫学的に明らかとなっている。世

界保健機関が示している空気環境に関する基準

（WHO	 air	 quality	 guidelines,	 global	 update	 

2005）では、人体に影響がみられないと推測され

るPM2.5の年間の平均濃度を10μg/m
3とし、それを

超える場合には、心筋梗塞などによる死亡率が上

昇することを示している。また、24時間の短時間

曝露については、人体に影響のないレベルを25

μg/m3以下としており、37.5μg/m3で死亡率が



1.2％、50μg/m3で2.5％、75μg/m3を超えると5％

上昇することを示している。24時間よりも短い曝

露に関する基準濃度は示されていないが、昨年度

の本研究でおこなわれたサービス産業（4業種22

店舗）における室内のPM2.5濃度の平均値は160μ

g/m3で、人体に影響のないレベル（25μg/m3以下）

よりも6.4倍高い濃度であった。	 

	 今年度の研究結果から、サービス産業の従業員

の受動喫煙の個人曝露は、喫煙が行われている空

間に立ち入る際に高く、禁煙区域に戻ると低くな

ることが認められた。喫煙できる空間が壁や部屋

で隔離されている場合には、その現象がより鮮明

にとらえられた。さらに、いずれの場合において

も、着席している喫煙者のすぐそばに立って接客

する際に、灰皿から立ち上る副流煙や喫煙者が吐

き出す呼出煙に直接曝露されため、個人曝露濃度

は瞬間的に非常に高くなることが認められた（今

年度の測定の最高濃度は1020μg/m3であった）。	 

	 2010年4月より、サービス産業まで含めた受動

喫煙の規制に関するわが国初の受動喫煙防止条

例が神奈川県で施行される予定である。いくつか

の除外規定や猶予期間の設定はあるものの、外食

産業では神奈川県内の店舗を全て全面禁煙とし

た大手ファストフード店や喫煙専用室を設けて

全席禁煙に改装したファミリーレストランの事

例が報道されている。今回の調査結果は、「サー

ビス産業で長時間働く労働者の健康を守るため

にサービス産業を全面禁煙」とする動きを加速さ

せるための根拠となる。すでに、この調査の定点

測定の結果をもとに、2009年11月に12の医・歯学

会により構成される禁煙推進学術ネットワーク

から、室内環境の測定を吸入性粉じんではなく微

小粒子状物質（PM2.5）でおこなうこと、その評価

はWHOの基準値を用いることについて厚生労働大

臣に対して要望書を提出している（資料８）。今

後は、さらに、サービス産業従事者の個人曝露を

防止することの重要性を加味した要望書として

再提出を行うことを計画している。	 

	 

	 全国の医学部に関する調査結果では、2010年4

月には医学部の半数以上で、また、大学病院では

80施設のうち70施設が敷地内禁煙となることが

判明した。その一方で、「敷地内禁煙について検

討中」「未検討」であった学部や大学病院が「検

討の上、屋外の喫煙コーナーを存続する」という

決定を下す場合も見受けられるようになったこ

と、歯学部は医学部に比較して敷地内禁煙の導入

が低調であったことから、個別の施設に対応を任

せるのではなく、「医・歯学部の施設基準として

敷地内禁煙」を取り上げることを禁煙推進学術ネ

ットワークから厚生労働大臣および各施設長に

要望書として提出する準備を進めている（資料

９）。	 

	 

	 JR６社に対して、本研究データに基づき、全車

両の禁煙化とホームも含めた駅構内の全面禁煙

化を求める要望書が過去４回提出されている。JR

九州が2009年3月のダイヤ改正で禁煙化率100％

を達成したことを筆頭に、いずれの会社も寝台列

車を除き全面禁煙となったことで禁煙化率は大

幅に改善してきた。ただし、一部の特急に喫煙室

を設置したJR四国では、禁煙化率が悪化していた。	 

	 ５回目となる今回の要望書では、旅客の受動喫

煙防止対策の観点から、東海道・山陽新幹線の喫

煙車両を撤廃すること、新型新幹線「のぞみN700

系」の喫煙室を撤廃すること、鹿児島と新大阪を

結ぶ新幹線「さくら」に喫煙室を設置しないこと、

JR四国の在来線特急の喫煙室を撤廃すること、寝

台列車の喫煙車両を撤廃すること、駅ホームを全

面禁煙化すること、駅ホームの喫煙室を撤廃する

こと、について、JR６社の個別の状況に応じた要

望書を作成し、禁煙推進学術ネットワークからそ

れぞれの社長に送る準備が進められている（資料

10：JR西日本以外は表紙のみ。全文は禁煙推進学

術ネットワークのホームページに公開予定）。	 

	 

	 本研究の手法である特定の業種・業界の受動喫

煙対策について全数調査を行ない、その結果を各

施設にフィードバックすること、および、結果を

学会やマスコミに公開すること、繰り返し調査を

おこなうことを予告することは、対策の不十分な

施設に対して自主改善を促す効果があることが

示唆された。	 

	 

Ｅ．結論	 

	 わが国のサービス産業（飲食店、ホテル）の店

舗内および従業員が就業中に受ける受動喫煙の

曝露の実態を死亡率の上昇と関連が認められて

いる微小粒子状物質（PM2.5）を指標として測定し

たところ、WHOが示しているガイドラインよりも

数十倍高く、特に、喫煙者のすぐ近くで接客する

従業員は危険なレベルに達していることから、早

急に立法措置として全面禁煙化の対策をとる必

要があると思われた。	 



	 特定の業種・業界における受動喫煙対策の調査

を行い、その結果を公開することは、施設の管理

者に受動喫煙対策の自主改善を促す効果がある

ことが示唆された。	 

	 本研究の目的は受動喫煙対策に関する今後の

わが国の方向性を示すことである。今後も、世界

標準として用いられている受動喫煙曝露の指標

である微小粒子状物質（PM2.5）による評価を行い

ながら、世界標準である受動喫煙対策、すなわち、

建物内禁煙をあらゆる施設に普及させていくこ

とについて検討をおこなっていく予定である。	 

	 多くの施設が建物内禁煙となれば、その結果と

して受動喫煙を受ける非喫煙者が減少し、同時に、

吸いにくい環境となることで禁煙を決意する喫

煙者が増えることが期待される。最終的には、わ

が国における喫煙関連疾患が減少することが期

待される。	 

	 本研究の成果は下記のURLに公開されている。

（http://www.tobacco-control.jp/）	 

	 

Ｆ．健康危険情報	 

	 受動喫煙対策が遅れているサービス産業の微

小粒子状物質（PM2.5）の濃度は、人体に無害なレ

ベルとしてWHOが示したガイドラインよりも最大

数十倍高く、特に、従業員は接客の際に危険なレ

ベルの受動喫煙の曝露を受けていることが認め

られた。	 
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赤丸：センサー部分
青丸：本体部分

資料１

資料２ 装着型粉じん計の調査状況

微小粒子状物質（PM2.5）と
吸入性粉じんの測定値の比較

①

② ③

デジタル粉じん計 
① PM2.5 測定用（TSI, SidePak AM-510）
②吸入性粉じん：個人曝露測定用（柴田科学 , PDS-2） 
③吸入性粉じん：定点測定用（柴田科学 , LD-3K2）
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サービス産業における受動喫煙対策と個人曝露濃度の評価 
喫煙席が部屋（ドアなし）として隔離されている喫茶店
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サービス産業における受動喫煙対策と個人曝露濃度の評価 
ホテルの個室の宴会を担当する従業員の個人曝露 

（ロビー、廊下は禁煙）
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医学部(80校) 医学部附属病院(80施設)
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

敷地内禁煙 16 → 27 → 34 → 42 敷地内禁煙 26 → 51 → 60 → 68
導入決定 7 → 3 → 4 → 2 導入決定 10 → 3 → 1 → 2
検討中 25 → 24 → 15 → 11 検討中 37 → 19 → 7 → 3
未検討 31 → 25 → 9 → 10 未検討 7 → 7 → 2 → 0
検討後分煙 1 → 1 → 18 → 15 検討後分煙 0 → 0 → 10 → 7

合計 80 80 80 80 合計 80 80 80 80

医学部 医学部附属病院
敷地内禁煙の状況 敷地内禁煙の状況

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 禁煙実施日 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 禁煙実施日 精神科病棟

北大・医 未検討 → 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 北大・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年7月 禁煙
札幌医大 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年10月 札幌医大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年10月 禁煙
旭川医大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2004年3月 旭川医大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2004年3月 禁煙
弘前・医 未検討 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年10月 弘前・医 未検討 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年10月 禁煙
岩手医大 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討中 未定 岩手医大 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年6月 禁煙
秋田・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2003年7月 秋田・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2003年7月 禁煙
東北・医 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年4月 東北・医 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年10月 禁煙
山形・医 検討中 → 未検討 → 未検討 → 未検討 山形・医 検討中 → 未検討 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年12月 禁煙
福島県医大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年4月 福島県医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2005年5月 禁煙
自治医大 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 → 検討後分煙 自治医大 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年9月 禁煙
獨協医大 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙 → 検討後分煙 獨協医大 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年6月 開放病棟のみ

筑波・医 未検討 → 未検討 → 検討中 → 決定 2010年4月 筑波・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2004年2月 禁煙
群馬・医 未検討 → 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 群馬・医 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 → 検討後分煙 喫煙室
埼玉医大 検討中 → 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 2010年1月 埼玉医大 検討中 → 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 2010年1月 禁煙
防衛医大 検討中 → 検討中 → 検討中 → 未検討 防衛医大 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙 喫煙室
千葉・医 未検討 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定 千葉・医 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙 病棟外で可能

東京・医 未検討 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙 東大・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年1月 禁煙
東京医歯大 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 → 検討後分煙 東京医歯大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年9月 喫煙室
杏林・医 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年10月 杏林・医 未検討 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年5月 禁煙
慶応・医 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年12月 慶応・医 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年12月 禁煙
順天堂・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年8月 順天堂・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年8月 禁煙
昭和・医 検討中 → 検討中 → 検討中 → 未検討 昭和・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2004年4月 病棟なし
帝京・医 未検討 → 未検討 → 未検討 → 未検討 帝京・医 検討中 → 未検討 → 検討中 → 敷地内禁煙 2009年10月 コーナー・病棟外

東京医科大 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年4月 東京医科大 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年1月 禁煙
慈恵医大 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 → 未検討 慈恵医大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2003年12月 喫煙室
東京女子医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年6月 東京女子医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年6月 禁煙
東邦・医 未検討 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定 東邦大・医 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙 禁煙
日本大・医 未検討 → 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 日本大:板橋 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年5月 喫煙室
日本医科大 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年6月 日本医科大 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年4月 禁煙
横浜市・医 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 → 敷地内禁煙 2010年1月 横浜市・医 未検討 → 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 2009年10月 禁煙
北里・医 未検討 → 未検討 → 検討中 → 未検討 北里・医 未検討 → 未検討 → 検討中 → 検討中 未定 病棟なし
東海・医 検討中 → 未検討 → 検討中 → 検討後分煙 東海大・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年1月 病棟なし
聖マリ医大 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 → 検討中 未定 聖マリ医 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年10月 禁煙
新潟・医 未検討 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年10月 新潟・医歯総合 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年12月 禁煙
山梨・医 検討後分煙 → 未検討 → 検討後分煙 → 検討中 未定 山梨・医 検討中 → 未検討 → 検討後分煙 → 敷地内禁煙 2010年1月 禁煙
信州・医 未検討 → 未検討 → 未検討 → 未検討 信州・医 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年4月 禁煙
富山・医 検討中 → 未検討 → 検討後分煙 → 検討後分煙 富山・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年9月 禁煙
金沢大・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2004年1月 金沢大・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2003年9月 禁煙
金沢医科大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2004年6月 金沢医科大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2004年6月 禁煙
福井・医 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 → 未検討 福井・医 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年2月 禁煙
岐阜・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2005年4月 岐阜・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2004年6月 禁煙
浜松医大 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討中 未定 浜松医 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 決定 2010年4月 禁煙
名古屋大・医 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年3月 名古屋大・医 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年4月 禁煙
名市大・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年6月 名市大・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年6月 禁煙
愛知医大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2005年1月 愛知医大 検討中 → 未検討 → 検討中 → 検討中 未定 禁煙
藤田保・医 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙 藤田・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2005年9月 開放病棟のみ

三重・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年5月 三重・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年5月 コーナー
滋賀医大 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定 滋賀医大 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年12月 禁煙
京都・医 未検討 → 未検討 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2009年3月 京都大・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年4月 禁煙
京都府医大 検討中 → 敷地内禁煙 → 検討後分煙 → 敷地内禁煙 2010年1月 京都府医 検討中 → 検討中 → 未検討 → 敷地内禁煙 2010年1月 禁煙
大阪大・医 未検討 → 未検討 → 未検討 → 未検討 大阪大・医 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙 病棟外で可能

大阪市・医 未検討 → 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 大阪市立・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2004年1月 禁煙
大阪医科大 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年10月 大阪医科大 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年10月 禁煙
関西医大 検討中 → 未検討 → 決定 → 敷地内禁煙 2009年4月 関西医大 未検討 → 未検討 → 決定 → 敷地内禁煙 2009年4月 禁煙
近畿大・医 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年10月 近畿大・医 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年10月 開放病棟のみ

神戸・医 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年3月 神戸・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2004年2月 病棟中庭
兵庫医大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年8月 兵庫医大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年8月 禁煙
奈良医大 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年4月 奈良医大 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2003年12月 喫煙室
和歌山県医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2005年5月 和歌山県医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2005年4月 禁煙
鳥取・医 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 → 敷地内禁煙 2009年10月 鳥取・医 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年4月 禁煙
島根・医 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 → 検討後分煙 島根・医 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年4月 禁煙
岡山・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2004年4月 岡山・医 決定 → 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年12月 禁煙
川崎医大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 未検討 → 敷地内禁煙 2009年3月 川崎医大 検討中 → 検討中 → 未検討 → 敷地内禁煙 2009年3月 禁煙
広島・医 未検討 → 未検討 → 検討中 → 検討中 未定 広島・医 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定 病棟外で可能

山口・医 検討中 → 検討中 → 決定 → 決定 2010年4月 山口・医 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 決定 2010年4月 決定
徳島・医 未検討 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年10月 徳島・医 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年1月 禁煙
香川・医 未検討 → 決定 → 決定 → 敷地内禁煙 2009年4月 香川・医 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年4月 禁煙
愛媛・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年6月 愛媛・医 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年6月 禁煙
高知・医 決定 → 決定 → 検討中 → 検討後分煙 高知・医 決定 → 決定 → 検討中 → 敷地内禁煙 2009年10月 喫煙室
九州・医 未検討 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定 九州・医 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙 禁煙
福岡・医 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年1月 福岡・医 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年1月 禁煙
久留米・医 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 → 検討後分煙 久留米・医 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙 コーナー
産業医大 未検討 → 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年4月 産業医大 検討中 → 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年4月 禁煙
佐賀・医 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 佐賀・医 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年4月 禁煙
長崎・医 未検討 → 未検討 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年4月 長崎・医 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年6月 禁煙
熊本・医 未検討 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙 熊本・医 未検討 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年12月 禁煙
大分・医 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年1月 大分・医 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年1月 禁煙
宮崎・医 検討中 → 検討中 → 決定 → 敷地内禁煙 2009年4月 宮崎・医 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年10月 喫煙室
鹿児島・医 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定 鹿児島・医 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年4月 禁煙
琉球・医 検討中 → 検討中 → 未検討 → 未検討 琉球・医 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年10月 禁煙

医学部および附属病院における敷地内禁煙の導入増加状況一覧

資料４－１



歯学部(29校)
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

敷地内禁煙 3 → 7 → 9 → 10
導入決定 2 → 2 → 1 → 0
検討中 20 → 14 → 12 → 10
未検討 4 → 5 → 2 → 3
検討後分煙 0 → 1 → 5 → 6

合計 29 29 29 29

歯学部
敷地内禁煙の状況

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 禁煙実施日
1 北海道大・歯 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定
2 北海道医療・歯 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2005年4月
3 岩手医・歯 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定
4 東北・歯 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年4月
5 奥羽・歯 未検討 → 未検討 → 検討後分煙 → 敷地内禁煙 2010年2月
6 明海・歯 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定
7 東京医歯・歯 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 検討後分煙
8 昭和大・歯:旗の台 検討中 → 検討中 → 検討中 → 未検討 未定
9 日本大学・歯 検討中 → 検討中 → 未検討 → 未検討
10 日本大学・松戸歯 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定
11 東京歯科大 検討中 → 未検討 → 未検討 → 検討後分煙
12 日本歯科大 検討中 → 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 2009年6月
13 日本歯科大・新潟 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年4月
14 神奈川歯大 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 検討中 未定
15 鶴見大・歯 未検討 → 決定 → 敷地内禁煙 → 検討中 未定
16 新潟大・歯 未検討 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙
17 松本歯科大 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 コーナー3カ所
18 朝日大・歯 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討後分煙
19 愛知学院・歯 未検討 → 検討後分煙 → 検討後分煙 → 検討後分煙
20 大阪大・歯 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定
21 大阪歯科大 検討中 → 未検討 → 検討後分煙 → 検討後分煙 屋外喫煙コーナー９箇所

22 岡山大・歯 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2003年10月
23 広島大・歯 検討中 → 未検討 → 検討中 → 検討中 未定
24 徳島大・歯 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年5月
25 九州大・歯 検討中 → 検討中 → 検討中 → 未検討
26 九州歯科大 検討中 → 決定 → 決定 → 敷地内禁煙 2009年4月
27 福岡歯科大 決定 → 敷地内禁煙 → 検討中 → 敷地内禁煙 2009年5月
28 長崎大・歯 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年6月
29 鹿児島大・歯 検討中 → 未検討 → 検討後分煙 → 検討中 未定

歯学部附属病院(29施設)
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

敷地内禁煙 7 → 12 → 17 → 21
導入決定 5 → 1 → 1 → 0
検討中 13 → 14 → 5 → 4
未検討 4 → 1 → 2 → 0
検討後分煙 0 → 1 → 4 → 4

合計 29 29 29 29

歯学部附属病院
敷地内禁煙の状況

2006年10月 2007年10月 2008年度 → 2009年度 禁煙実施日
1 北大・歯科診療 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年7月
2 北海道医療 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2005年4月
3 岩手医大・歯 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年6月
4 東北・歯 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年12月
5 奥羽・歯 未検討 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年7月
6 明海大学・歯 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定
7 東京医歯大・歯 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年9月
8 昭和大・歯 検討中 → 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 2009年1月
9 日本大学・歯 検討中 → 検討中 → 未検討 → 敷地内禁煙 2009年7月
10 日本大学・松戸 未検討 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討中 未定
11 東京歯科大･千葉 未検討 → 未検討 → 未検討 → 検討後分煙
12 日本歯科大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2003年5月
13 日本歯科大・新潟 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年4月
14 神奈川歯大 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年4月
15 鶴見大・歯 検討中 → 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年9月
16 新潟大・医歯総合 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2006年12月
17 松本歯科大 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年4月
18 朝日大・歯 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2002年7月
19 愛知学院大・歯 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙
20 大阪大・歯 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定
21 大阪歯科大 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙
22 岡山大・医歯総合 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2004年4月
23 広島大・歯 検討中 → 検討中 → 検討中 → 検討中 未定
24 徳島大・歯 決定 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年1月
25 九州大・歯 検討中 → 検討中 → 検討後分煙 → 検討後分煙
26 九州歯科大 検討中 → 検討中 → 決定 → 敷地内禁煙 2009年4月
27 福岡歯科大・医歯総合 決定 → 検討後分煙 → 検討中 → 敷地内禁煙 2009年7月
28 長崎大・医歯 未検討 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2007年6月
29 鹿児島大・歯科 検討中 → 検討中 → 敷地内禁煙 → 敷地内禁煙 2008年4月

歯学部および附属病院における敷地内禁煙の導
入増加状況一覧
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資料４－３

灰皿
禁止
地区

パト
ロール 指導

勤務
時間

他学
部

専門
部会

安衛
委

活動
内容 特記

1 北大・医
2 札幌医大 ○ ○
3 旭川医大 ○ ○
4 弘前・医 ○ ○ ○
5 岩手医大
6 秋田・医 ○ ○ ○
7 東北・医 ○ ○ ○
8 山形・医
9 福島県医大 ○ ○ ○ ○ ○ 禁煙をするための情報提供など 実施はしているものの完全に徹底するまでに課題が多い

10 自治医大
11 獨協医大
12 筑波・医
13 群馬・医
14 埼玉医大 ○ ○ 禁煙区域設定の周知・禁煙規則遵守、禁煙外来受診への働きかけ 貴Hpの情報が大変役立っています

15 防衛医大
16 千葉・医
17 東京・医
18 東京医歯大

19 杏林・医 ○ ○ ○
20 慶応・医 ○ ○
21 順天堂・医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 禁煙外来勧誘・定期的禁煙支援ニュース刊行･健診時アンケート 患者・教職員・見舞い客の路上喫煙が完全になくならない

22 昭和・医
23 帝京・医
24 東京医科大 ○ ○ ○ ○ ○ 学校の敷地内周辺道路に吸殻有敷地内外で隠れ喫煙者

25 慈恵医大
26 東京女子医 ○ ○
27 東邦・医
28 日本大・医
29 日本医科大 ○ ○
30 横浜市・医 ○ ○ ○ ○ ○
31 北里・医
32 東海・医
33 聖マリ医大 労働安全衛生委員会で審議中

34 新潟・医 ○ ○
35 山梨・医
36 信州・医
37 富山・医
38 金沢大・医 ○ 外(公道)に喫煙者集中大学関係者、地域住民に不快感、汚染酷く苦情対応に苦慮

39 金沢医科大 ○ ○ ○ ○ ○ HPでの禁煙活動紹介･禁煙本の無料配布・禁煙外来の紹介等

40 福井・医
41 岐阜・医 ○ ○ 大学病院の禁煙外来の紹介(補助薬健康保険適用)

42 浜松医大
43 名古屋大・医 ○ ○ ○ ○ 禁煙セミナー開催

44 名市大・医 ○ ○ ○ ○
45 愛知医大
46 藤田保・医
47 三重・医 ○ ○
48 滋賀医大
49 京都・医 ○
50 京都府医大 ○ ○ ○ ○ 産業医による講習会

51 大阪大・医
52 大阪市・医
53 大阪医科大 ○ ○ ○
54 関西医大 ○ ○ ○ ○ 付属病院禁煙受診の紹介 屋上クラブ部室トイレ等での隠れ喫煙

55 近畿大・医 ○ ○ ○ ○
56 神戸・医 ○ ○ ○ ○ ○ 今後行う予定 パトロール：今後行う予定･専門：検討ワーキングの設置・隠れ禁煙が絶えない

57 兵庫医大 ○ ○
58 奈良医大 ○ ○
59 和歌山県医 ○ ○ ○ 敷地の周辺で喫煙する者が多く近隣住民から苦情があるが効果的な対策がない

60 鳥取・医 ○ ○
61 島根・医
62 岡山・医 ○ ○ ○
63 川崎医大 ○ ○ ○
64 広島・医
65 山口・医
66 徳島・医 ○ ○
67 香川・医 ○ ○
68 愛媛・医 ○ ○ ○
69 高知・医
70 九州・医
71 福岡・医 ○ ○ ○
72 久留米・医
73 産業医大 ○ ○ ○ 健診の際ヘルスインタビュー・個別の禁煙相談

74 佐賀・医
75 長崎・医 ○ ○ ○
76 熊本・医
77 大分・医 ○ ○ ○ ○ ○ 健診・禁煙週間に呼気CO測定・ニコチンパッチ配布等 敷地境界での喫煙・敷地内の遠い場所にある学生共用施設周辺にも吸殻

78 宮崎・医 ○
79 鹿児島・医
80 琉球・医

敷地内禁煙を導入した学部・大学病院の活動状況一覧
各項目の詳細につきましては資料４－５の調査票をご参照ください。



HP
入院
案内

灰皿
禁止
地区

パト
ロール

患者
指導

職員
指導

勤務
時間

専門
部会

運営委
員会 活動 内容 特記

1 北大・医 ○ ○ ○ ○ 嗜好品のため入院患者への強制できない・パトロール時協力要請すると逆ぎれ

2 札幌医大 ○ ○ ○ ○
3 旭川医大 ○ ○ ○ ○
4 弘前・医 ○ ○ ○ トイレ内での隠れ禁煙(年数回)

5 岩手医大 ○ ○ ○
6 秋田・医 ○ ○ ○ ○ ○
7 東北・医 ○ ○ ○ ○ ○
8 山形・医 ○ ○ ○ 周辺道路での違反喫煙・苦情

9 福島県医 ○ ○ ○ 患者が敷地周辺の道路で喫煙苦情あり

10 自治医大 ○ ○
11 獨協医大 ○ ○ ○ ○ ○
12 筑波・医 ○ ○ ○ ○
13 群馬・医
14 埼玉医大 ○ ○ ○
15 防衛医大
16 千葉・医
17 東大・医 ○ ○ ○ ○
18 東京医歯大 ○ ○ ○ ○ ○ ○
19 杏林・医 ○ ○ ○ ○
20 慶応・医 ○ ○ ○ ○ ○ 職員向け禁煙クリニック

21 順天堂・医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 禁煙外来受診のすすめ･健康診断時喫入院患者の家族の喫煙、職員の敷地が禁煙苦情・病院周辺は路上喫煙禁止地区となっているので行政とも対応協議中

22 昭和・医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職員の喫煙率調査・健康啓発 火災不安・喫煙注意に対するクレーム

23 帝京・医 ○ ○ ○ ○ ○ ○
24 東京医科大 ○ ○ ○ ○ 隠れて喫煙する者がごくわずかだがいるとパトロールの者から聞いた

25 慈恵医大 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 定期的な禁煙教室の開講 入院患者の隠れ喫煙

26 東京女子医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 院内通知文書での呼びかけ

27 東邦大・医
28 日本大:板橋 ○ ○ ○ ○ ○ 病院周辺の路上で患者が喫煙して近隣の住民から苦情が多い

29 日本医科大 ○ ○ ○ ○ ○ ○
30 横浜市・医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 禁煙外来の設置

31 北里・医
32 東海大・医 ○
33 聖マリ医 ○
34 新潟・医歯総合 ○ ○ ○ ○
35 山梨・医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予想していたほどではないが吸殻の投げ捨てが目立つ

36 信州・医 ○ ○ ○ ○
37 富山・医 ○ ○ ○
38 金沢大・医 ○ ○ ○ ○
39 金沢医科大 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 禁煙外来の紹介 患者から喫煙場所に設置要望

40 福井・医 ○ ○ ○ ○
41 岐阜・医 ○ ○ ○ ○
42 浜松医
43 名古屋大・医 ○ ○ ○ ○ 禁煙セミナーの開催

44 名市大・医 ○ ○ ○ ○ ○ 周辺住民から敷地内に喫煙場所を作るよう強い要望

45 愛知医大
46 藤田・医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 禁煙セミナー開催.喫煙率調査

47 三重・医 ○ ○ ○ ○
48 滋賀医大 ○ ○ ○ ○ ○ ○
49 京都大・医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 年1回禁煙講演会実施 敷地外道路での喫煙問題

50 京都府医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 周辺道路等での喫煙者が増加、苦情

51 大阪大・医
52 大阪市立・医 ○
53 大阪医科大 ○ ○ ○
54 関西医大 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 禁煙サポート講演会・職員禁煙外来 病院周囲が路上喫煙禁止地区に指定されていない

55 近畿大・医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 禁煙外来の受診を推進

56 神戸・医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 今後行う予定 パトロール：今後行う予定･専門：検討ワーキングの設置・隠れ禁煙が絶えない

57 兵庫医大 ○ ○ ○ ○ ○ 敷地境界付近での喫煙・ポイ捨て・教職員の一部にに根強い喫煙者

58 奈良医大 ○ ○ ○ ○
59 和歌山県医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 敷地外喫煙へ効果的な対策なし・入院患者の禁煙指導が徹底できていない

60 鳥取・医 ○ ○ ○ ○ ○ 患者の隠れ禁煙での火災

61 島根・医 ○ ○ ○ 屋外で喫煙した形跡あり

62 岡山・医 ○ ○ ○
63 川崎医大 ○ ○ ○ ○ ○
64 広島・医
65 山口・医
66 徳島・医 ○ ○ ○ ○ 敷地内禁煙の周知徹底難しく院内にタバコの吸殻落ちている

67 香川・医 ○ ○
68 愛媛・医 ○ ○ ○ ○ 放火監視装置3ヶ所(病院建物)設置 患者、職員、学生違反者が後を絶たないので完全実施難しい

69 高知・医 ○ ○
70 九州・医
71 福岡・医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者・職員に対して指導を行っているが・・・

72 久留米・医
73 産業医大 ○ ○
74 佐賀・医 ○ ○ ○ ○ ○ 喫煙者の多い部署でDVD供覧

75 長崎・医 ○ ○ ○ ○ ○ 周辺道路職員患者の喫煙あり周辺住民より苦情

76 熊本・医 ○ ○ ○ ○ ○ 周辺道路職員患者の喫煙が敷地内禁煙以前より増えているが一般公道上のため注意が困難

77 大分・医 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 医学部同様 敷地境界での喫煙管轄外であるが苦情への対応に苦慮・入院患者見舞客特定できない人に声掛けするが吸殻の山

78 宮崎・医 ○ ○ ○ 灰皿撤去のため隠れ喫煙ポイ捨ての対応に苦慮

79 鹿児島・医 ○ ○ ○ ○
80 琉球・医 ○ ○ ○ ○ パトロール週2回喫煙者への注意に反抗的な態度対応に苦慮

各項目の詳細につきましては資料４－６の調査票をご参照ください。
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○

○



九州歯科大学病院
（2009 年 4 月より敷地内禁煙）

徳島大学病院
（2007 年 1 月より敷地内禁煙）

産業医科大学病院
（敷地境界における 
違反喫煙パトロール）

関西医大病院
（2009 年 4 月より敷地内禁煙）

京大病院
（2006 年 4 月より敷地内禁煙）

福島県立医大病院 
（2005 年 5 月より敷地内禁煙）

大学病院の敷地内禁煙模範事例写真集
資料４－４
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九州歯科大学病院
（2009 年 4 月より敷地内禁煙）

徳島大学病院
（2007 年 1 月より敷地内禁煙）

産業医科大学病院
（敷地境界における 
違反喫煙パトロール）

関西医大病院
（2009 年 4 月より敷地内禁煙）

京大病院
（2006 年 4 月より敷地内禁煙）

福島県立医大病院 
（2005 年 5 月より敷地内禁煙）

大学病院の敷地内禁煙模範事例写真集
資料４－４



秋田大学病院
（2003 年 7 月より敷地内禁煙）

琉球大学病院
（2007 年 10 月より敷地内禁煙）

大分大学病院
（2007 年 1 月より敷地内禁煙）

参考 : 札幌社会保険総合病院 参考：宗像市医師会病院 



新 ･金沢医科大学禁煙宣言

金沢医科大学は喫煙問題に正面から取り組んでいます

• 喫煙がひきおこす多くの病気の予防のため、タバコの害についての正しい知識をすべての人にお伝えします。

• 医療スタッフはすべての喫煙者に対して禁煙の必要性を説明し、禁煙のお手伝いをします。

• 受動喫煙による健康被害から非喫煙者や子どもを守ります。

• タバコの煙のない療養環境をつくり、病気からの一日でも早い回復を目指します。

• 喫煙問題に正面から取り組む医師・医療スタッフを育てます。

• 健康を守る医療従事者として全職員・全学生の禁煙を目指します。

• 大学・病院敷地内に加え、敷地外周辺（敷地に直接面する道路および近隣公園）も全面禁煙とします。

平成２０年８月１日

金沢医科大学 理事長  山下  公一

金沢医科大学 学長　  山田  裕一

金沢医科大学 病院長  飯塚  秀明

（出典 : 金沢医大 HP より　http://www.kanazawa-med.ac.jp/~soumuka/kinen/kinen.htm）

（出典：金沢医大 HP より　　http://www.kanazawa-med.ac.jp/~soumuka/kinen/kanban.html）



香港のタバコの警告
「吸煙（喫煙）は

引致（原因）、

肺癌」
焦油（タール）、尼古丁（ニコチン）

20〜30年ほど喫煙すると

肺癌が発生します。

そうなる前に禁煙しましょう。
お金ももったいないです。
300円×365日×30年＝328万円
10月からは1箱400円に上がります。

香港のタバコの警告
「吸煙（喫煙）は家人（家族）に
禍（わざわい）を及ぼす」

気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患
（COPD）、妊婦、赤ちゃんを抱いた

お母さんもこの場所を通ります。
患者様から苦情もでています。
タバコの煙に弱い人のために
喫煙はご遠慮下さい。
入院は禁煙する良いきっかけです。
薬局で購入できるニコチンガム、
ニコチンパッチで禁煙に挑戦するこ
とをお勧めいたします。

台湾のタバコの警告
「二手喫煙（受動喫煙）は家人（家族）に 健康障害を及ぼす」

気管支喘息、
慢性閉塞性肺疾患（COPD）、
妊婦さん、
赤ちゃんを抱いたお母さんも
この場所を通ります。
喫煙はご遠慮下さい。

入院は禁煙の良いきっかけで
す。
薬局で購入できるニコチンガム、
ニコチンパッチで禁煙に挑戦す
ることをお勧めいたします。

産医大病院に限らず，市内のどの病院も敷地内禁煙です。

産医大病院に限らず，全国多くの病院が敷地内禁煙です。 産医大はリサイクルにも真剣に取り組んでいます。
空き缶やペットボトルに吸い殻を入れると

リサイクル出来なくなりますのでやめて下さい。

喘息、妊婦、肺気腫の患者さんなど受動喫煙に弱い人たちも通ります。
この場所での喫煙はご遠慮下さい。

このポスターを掲示したことで 
空き缶がほぼ０になりました。

啓発的な屋外ポスターの事例



平成21年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業)「わが国の今後の喫煙対

策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究」 医・歯学部・大学病院の敷地内禁煙に関する調査   

大学名：                                      2009年9月25日 

 

回答者の氏名： 

 

回答者の所属： 

 

回答者の連絡先（電子メールアドレス）： 

  回答内容についてお尋ねすることがあります。回答された方の名刺を同封していただいても結構です。 

貴学部の喫煙状況について当てはまる選択肢を丸で囲んで下さい。 

  （昨年の調査結果は http://www.tobacco-control.jp/ をご覧ください） 

 

１−１）貴医・歯学部（病院部分を除く）の喫煙対策の現在の方針についてお尋ねします。 

     選択肢１の方は設問１－２および４～５に回答願います。 
     選択肢２〜５の方は裏面の設問２以降の全てにお答えください。 
 

 １. すでに敷地内禁煙を実施している→（     ）年（   ）月より→設問１－２へ 

  （敷地内に喫煙できる場所が全くない状態をいいます） 

２. 敷地内禁煙を導入する期日が決定している→（   ）年（   ）月より 

３. 日時は未定だが敷地内禁煙について具体的に検討中である 

４. 敷地内の全面禁煙化について検討はおこなわれていない 

５．敷地内の全面禁煙化について検討をしたが喫煙場所を残すことにした 
 

１－２）すでに敷地内禁煙を実施している学部にお尋ねします。 

貴学部で現在取り組まれている活動についてお答えください（複数回答可）。 

□ 正門や通用門などの境界部分にも灰皿や缶を一切おいていない 

□ 大学周囲が路上喫煙禁止地区に指定されている 

□ 敷地内での違反喫煙に対する定期的なパトロールを行っている 

□ 教職員・学生は周辺道路で喫煙しないように指導している 

□ 教職員は勤務時間中の喫煙を禁止している 

□ （総合大学の場合）他の学部に対しても喫煙対策の推進を働きかけている 

□ 喫煙対策委員会・禁煙推進委員会などの専門部会を設け継続的に取り組んでいる 

□ 専門部会はないが、安全衛生委員会・環境委員会などで継続的に取り組んでいる 

□ 教職員の喫煙率を下げるための活動を行っている 

 （具体的には ） 

敷地内禁煙を導入してお困りの点があればお書きください 

 

 

 

⇒裏面にも設問があります（敷地内禁煙の大学の方は設問４～５に、それ以外の方は全設問にお答えください） 
 

裏
面
の
設
問
へ 

資料４－５ 



平成21年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業)「わが国の今後の喫煙対

策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究」 医・歯学部・大学病院の敷地内禁煙に関する調査   
 

２－１）貴医･歯学部の屋内（屋上やテラスを含みます）の喫煙場所についてお尋ねします。 

１. 屋内は全て禁煙である                     （複数回答可能） 

２．屋上やテラスに喫煙場所がある  →（    ）箇所                 

３．建物内に喫煙室がある   →（    ）箇所 

４．建物内に喫煙コーナーがある  →（    ）箇所 

５．教授室など一部の個室で喫煙が行われている 

６. その他（         ） 
 

２－２）貴学部の屋外（敷地内）の喫煙場所についてお尋ねします。 

１．屋外は全て禁煙である                     （複数回答可能） 

２．屋外に独立した喫煙室がある →（    ）箇所   

３．屋外に喫煙コーナーがある →（    ）箇所   
 

３）貴学部の屋外（敷地内）での歩きタバコは禁止されていますか。 

１. 歩きタバコは禁止されている 

２. 歩きタバコについて規定はない                

 

設問４〜５は全ての方に回答をおねがいします。 
４）岐阜大学全学部、秋田大学医学部、旭川医科大学、東京女子医科大学、日本歯科大学新潟生

命歯学部など2009年3月の時点で34医学部、10歯学部で敷地内禁煙が実施されていますが、

全国の医・歯学部の敷地内禁煙化についてどのようにお考えですか。 

１. 速やかに全ての医・歯学部を敷地内禁煙とするべきである 

２. 将来は敷地内禁煙とするべきであるが、現在は時期尚早である 

３. 建物内を禁煙化する程度でよい 
 

５）貴大学では、医・歯学部の学生に対して喫煙防止教育を行っていますか。 

１．行っている （a.新入生のみ行っている  b.２～６年生にも継続して行っている） 

２．行っていない            
 

内容に関する質問は、下記の事務局にお問い合わせください。 

事務局連絡先：〒807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号  
    産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室 教授 大和 浩 
電子メール：yamato@med.uoeh-u.ac.jp   
電話：093-691-7473（ダイヤルイン）   ファクシミリ：093-602-6395 

 

その他、ご意見がある場合は以下の余白に記入して下さい。  

 

 

 

 

2009年 10月16日までにご返送願います 



平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業)「わが国の今後の喫煙対

策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究」 医・歯学部・大学病院の敷地内禁煙に関する調査 
大学病院名：                             2009年9月25日 

 

回答者の氏名： 
 

回答者の所属： 

 

回答者の連絡先（電子メールアドレス）： 

  回答内容についてお尋ねすることがあります。回答された方の名刺を同封していただいても結構です。 

 貴大学病院の喫煙状況について当てはまる選択肢を丸で囲んでください。既に敷地内禁煙とな

っている場合でも、全問回答をお願いいたします。 

 （昨年の調査結果は http://www.tobacco-control.jp/ をご覧ください） 

 

１）貴大学病院の喫煙対策の現在の方針についてお尋ねします。 

   学部と敷地が接している場合、病院がもっぱら使用する範囲についてお答えください。 
      

１. すでに病院の敷地内禁煙を実施している →（   ）年（  ）月より 

  （敷地内禁煙とは、敷地内に喫煙できる場所が全くない状態をいいます）  

２. 敷地内禁煙を導入する期日が決定している→（   ）年（  ）月より 

３. 日時は未定だが、敷地内禁煙について具体的に検討中である 

４. 敷地内の全面禁煙化について検討はおこなわれていない 

５．敷地内の全面禁煙化について検討をしたが、喫煙場所を残すことにした 

 

１－２）すでに敷地内禁煙を実施している病院にお尋ねします。 

貴院で現在取り組まれている活動についてお答えください（複数回答可）。 
 

□ 病院のホームページや病院案内に敷地内禁煙であることを明記している 

□ 入院のしおりに病院は敷地内禁煙であることを明記している 

□ 正門や通用門などの境界部分にも灰皿を一切おいていない 

□ 病院周囲が路上喫煙禁止地区に指定されている 

□ 敷地内での違反喫煙に対する定期的なパトロールを行っている 

□ 患者が周辺道路で喫煙しないように指導を行っている 

□ 職員が周辺道路で喫煙しないように指導を行っている 

□ 職員の勤務時間中の喫煙を禁止している 

□ 喫煙対策委員会・禁煙推進委員会などの専門部会を設け継続的に取り組んでいる 

□ 専門部会はないが、病院運営委員会などで継続的に取り組んでいる 

□ 職員の喫煙率を下げるための活動を行っている 

 （具体的な内容： ） 

敷地内禁煙を導入してお困りの点があればお書きください 

 

 

 

 

 

⇒裏面にも設問があります 

裏
面
の
設
問
へ

資料４－６ 



平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業)「わが国の今後の喫煙対

策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究」 医・歯学部・大学病院の敷地内禁煙に関する調査 
 

２）病院職員の喫煙場所についてお尋ねします(複数回答可)。 
 

１. 敷地内は全て禁煙である 

２．屋外・屋上・テラスに喫煙室がある  →（    ）箇所 

３．屋外・屋上・テラスに喫煙コーナーがある →（    ）箇所 

４．屋内に喫煙室がある    →（    ）箇所 

 

３）一般病棟の患者様（精神科病棟を除く）の喫煙場所についてお尋ねします(複数回答可)。 
 

１. 敷地内は全て禁煙である 

２．屋外・屋上・テラスに喫煙室がある  →（    ）箇所 

３．屋外・屋上・テラスに喫煙コーナーがある →（    ）箇所 

４．屋内に喫煙室がある    →（    ）箇所 

 

４）精神科病棟に入院している患者様の喫煙場所についてお尋ねします(複数回答可)。 
 

１. 病棟内は禁煙である 

２. 病棟内に喫煙室がある 

３．病棟内に喫煙コーナーがある 

４．病棟外の喫煙場所で喫煙が可能である 

５．精神科病棟はない 

                                

５）貴大学病院には禁煙外来がありますか。 
 

１．禁煙外来がある → （      ）科が担当している 

２．禁煙外来はない 

 

６）秋田大学病院、和歌山県立医大病院、愛媛大学病院のように2009年3月の時点で60医学部、

17 歯学部の大学病院において、すでに敷地内禁煙が実施されていますが、全国の大学病院の

敷地内禁煙化についてどのようにお考えですか。 
 

１. 速やかに敷地内禁煙とするべきである 

２. 将来は敷地内禁煙とするべきであるが、現在は時期尚早である 

３. 建物内を禁煙化する程度でよい 
 

                2009年10月16日までにご返送願います。 

内容に関する質問は、下記の事務局にお問い合わせください。 

事務局連絡先：〒807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号  
    産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室 教授 大和 浩 
電子メール：yamato@med.uoeh-u.ac.jp   
電話：093-691-7473（ダイヤルイン）   ファクシミリ：093-602-6395 

 
その他、ご意見がある場合は以下の余白に記入して下さい。 



  2010年３月06日修正 最新情報に更新作業中                     資料５－１

新幹線禁煙化率（=受動喫煙のない車両／全車両）

路線別清浄度 ←１位：九州、２位：長野、３位：上越、４位：東北、５
位：東海道・山陽

編成別清浄車両一覧 ←安全な車両と受動喫煙車両の一覧

列車内の受動喫煙報告書
(0607train-passive-smk.pdf) 568KB

←厚生労働省に提出した車内の粉じん濃度測定の
結果がダウンロードできます。

東海道・山陽新幹線の禁煙化率が53.5％と低迷している以外は100％禁煙化！

新幹線各路線別の禁煙化率（受動喫煙のない清浄な空気の車両の割合）を示します。
2004年 ３月：九州新幹線「つばめ」は開業から全車両禁煙
2005年12月：長野新幹線「あさま」が全車両禁煙化
2006年  3月：東海道・山陽新幹線で16両編成の４号車が全車両禁煙化
2007年  3月：上越、東北・秋田・山形新幹線が全車両禁煙化 
        喫煙車両が走るのは東海道・山陽新幹線のみとなった
2007年 7月：のぞみN700型が運行開始。全席禁煙とし、4カ所に6個の喫煙室を設置。 
  New!    「煙が漏れない」という触れ込みであったが、煙の漏れを確認。
      姑息な手段をとらず、潔く全面禁煙とすることが望まれる。

                                

１）のぞみN700型、喫煙室からのタバコ煙の漏れ  New!

1/6 ページ新幹線禁煙状況

2010/03/06http://www.tobacco-control.jp/shinkansen/shinkansenoverview.htm



新幹線の禁煙化率 路線別比較表
（＝受動喫煙のない車両÷全車両）

2005年12月10日のダイヤ改正での変更点 作成：大和浩、本多融、安藤肇（産業医科大学健康開発科学研究室）
2006年３月18日のダイヤ改正での変更点
2007年３月18日のダイヤ改正での変更点 2010年１月更新：半沢一宣（交通権学会）
2008年３月15日のダイヤ改正での変更点 （ＪＲ各社ホームページのダイヤ改正プレスリリース資料、
2009年３月14日のダイヤ改正での変更点 および『ＪＲ時刻表』2010年２月号に基づき修正）
2010年３月13日のダイヤ改正での変更点

線区名
運行
会社

列車名 車両形式
運行
本数

編成車両
総数

受動喫煙
ゼロ車両

運行車両
総数

受動喫煙
ゼロ車両総数

禁煙化率

九州新幹線 JR九 つばめ 800系 70 6 6 420 420 100.0%

長野新幹線 JR東 あさま Ｅ２系 57 8 8 456 456 100.0%

4 16 16 64 64 100.0%
18 8 8 144 144 100.0%

Ｅ１系 19 12 12 228 228 100.0%
とき 200系 16 10 10 160 160 100.0%

11 16 16 176 176 100.0%
4 8 8 32 32 100.0%

Ｅ１系 12 12 12 144 144 100.0%
たにがわ 200系 12 10 10 120 120 100.0%

96 路線合計 1068 1068 100.0%

はやて Ｅ２系 37 10 10 370 370 100.0%
はやて５号 Ｅ２系＋Ｅ３系 1 16 16 16 16 100.0%

3 16 16 48 48 100.0%
32 8 8 256 256 100.0%

Ｅ２系＋Ｅ３系 15 16 16 240 240 100.0%
Ｅ２系 32 10 10 320 320 100.0%
200系 6 10 10 60 60 100.0%

1 16 16 16 16 100.0%
2 8 8 16 16 100.0%

Ｅ２系＋Ｅ３系 17 16 16 272 272 100.0%
Ｅ２系 0 10 10 0 0 100.0%
200系 9 10 10 90 90 100.0%

E4系＋400orE3系 4 15 15 60 60 100.0%
秋田新幹線 JR東 こまち Ｅ３系 32 6 6 192 192 100.0%
山形新幹線 JR東 つばさ 400系orＥ３系 33 7 7 231 231 100.0%

224 路線合計 2187 2187 100.0%

主に「のぞみ」 N700系 134 16 12 2144 1608 75.0%
700系 128 16 7 2048 896 43.8%
300系 68 16 7 1088 476 43.8%

ひかりレールスター・こだま 700系7000代 64 8 2 512 128 25.0%
こだま 500系7000代 15 8 6 120 90 75.0%
こだま 100系 26 6 2 156 52 33.3%
こだま 100系 31 4 2 124 62 50.0%

路線合計 6192 3312 53.5%

～新幹線禁煙化の流れ～
2004年３月13日  開業時より九州新幹線つばめは全車両禁煙
2005年12月10日  長野新幹線あさまは全車両禁煙化
2006年３月18日  東海道・山陽新幹線のぞみ、ひかり、こだま16両編成の④号車が禁煙化された
2007年３月18日  東北・上越・秋田・山形新幹線が全車両禁煙化された
2007年７月１日  東海道・山陽新幹線でN700系のぞみ運行開始（全席禁煙・喫煙室あり）
2008年12月１日  山陽新幹線で０系運転終了（11/30限り）、代替として500系８両編成運転開始（全席禁煙・喫煙室あり）
2010年３月１日  東海道・山陽新幹線で500系のぞみ運転終了（2/28限り）

※運行本数は平日の定期列車を基準とした。（『ＪＲ時刻表』で斜字・◆マーク付きの臨時列車は数えない）
  したがって、運転期日欄に「土曜・休日運休」の注記がある列車はカウントしているが、「月～金曜運転」の注記がある列車は
  カウントしていない。
※東北新幹線と上越新幹線には一部の車両を締め切り回送扱いとしている（一部の車両にしか乗車できない）列車があるが、
  過年度の表との整合性を考慮し、便宜的に締め切り回送扱いを考慮しないものとした車両数で計算を行った。
※「はやて＋こまち」「ＭＡＸやまびこ＋つばさ」などの併結列車は別々に運行本数を数えた（合計２本として計上）。
※東北・山形新幹線用400系は、2009年度末までに運転終了が予定されているが、期日未定のため上表では削除していない。

上越新幹線

JR西

資料５－２

東海道・
山陽新幹線

主に「ひかり」「こだま」

東北新幹線 JR東

ＭＡＸとき

なすの

ＭＡＸたにがわ

やまびこ

Ｅ４系

JR海･西

Ｅ４系

Ｅ４系

ＭＡＸやまびこ Ｅ４系

ＭＡＸなすの

JR東



 
 

資料６－１ 

JR6社 在来線特急 禁煙化率 
0710日本公衆衛生学会発表スライドダウンロード 

当初
の

ラン
キン
グ

会社名 受動喫煙ゼロ割合 会社名 現在
の
ランキ
ング

06年3
月以前

06年3
月以降

07年3
月以降

08年3
月以降

09年3月
以降

10年3月
以降

１位 JR北海
道

56.9％ 94.4％ 98.2% 98.7% １００％ １００％
JR九州 １位

２位 JR東日
本

51.0％ 50.4％ 97.6% 98.4% 98.8% 99.1%
JR東日

本
２位

３位 JR九州 46.0％ 46.0％ 90.4% 92.0% 98.7% 98.9% JR西日
本

３位

４位 JR東海 21.5％ 32.5％ 63.0% 89.8% 83.9% 98.7% JR北海
道

４位

５位 JR四国 20.0％ 20.0％ 47.6% 62.7% 63.1% 98.2% JR東海 ５位

６位 JR西日
本

11.1％ 11.0％ 21.5% 50.4% 53.0% 81.3% JR四国 ６位

最新PDFデータ PDF PDF PDF PDF 集計中    

特急報告書06年度(0608express-selection.pdf) 848KB 
注意：在来線特急に寝台特急を含めて修正（2007年4月12日更新） 

過去に遡り誤りが判明した部分を修正（各詳細ページは未修正・08年7月25日）
最新の詳細をご覧になりたい方は上記PDFをご覧下さい。

（JR四国はアンパンマン列車が禁煙化されるという情報を得て禁煙化率28％としていましたが、3
月18日に立ち入り調査したところ、喫煙室以外の座席が禁煙化されるのは「南風」のアンパンマン
列車のみということが判明し19.8％に修正）

「受動喫煙がある車両」と判断した基準は以下の３つ：
１）喫煙車両に隣接する禁煙車両（JR東海、西日本、四国および九州のにちりんなど）
２）デッキに灰皿がある場合は、その両側の禁煙車両（例：スーパーまつかぜ、宇和海）
３）喫煙室がある禁煙車両は当該車両（例：しおかぜ、ゆふいんの森）

逆に、喫煙車両の隣であっても、寝台車はデッキ接合部分にもドアがあり、客席同士が４枚の自
動ドアで隔てられているため受動喫煙は発生しないと判断。

トップへ戻る

1/1 ページJR在来線特急６社見出し

2010/03/10http://www.tobacco-control.jp/jr/index.htm
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内
の

相
互

発
着

の
特

急
は

全
車

禁
煙

化
、

夜
行

「
オ

ホ
ー

ツ
ク

」
「

利
尻

」
を

季
節

列
車

化
（

2
0
0
8
年

３
月

限
り

で
廃

止
）

2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

：
本

州
と

の
間

を
運

行
す

る
「

ス
ー

パ
ー

白
鳥

」
「

白
鳥

」
お

よ
び

「
つ

が
る

6
号

」
が

全
車

禁
煙

化
2
0
0
7
年

1
0
月

１
日

：
「

ラ
イ

ラ
ッ

ク
」

と
「

ス
ー

パ
ー

ホ
ワ

イ
ト

ア
ロ

ー
」

を
「

ス
ー

パ
ー

カ
ム

イ
」

に
統

合
。

7
8
9
系

E
C
は

「
ス

ー
パ

ー
カ

ム
イ

」
で

の
み

運
行

（
下

記
「

す
ず

ら
ん

」
で

は
運

行
し

な
い

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

す
ず

ら
ん

」
を

7
8
5
系

E
C
化

、
５

両
編

成
に

増
結

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8
3
系

D
C
使

用
の

「
ス

ー
パ

ー
お

お
ぞ

ら
」

「
ス

ー
パ

ー
と

か
ち

」
を

７
両

に
増

結
。

「
と

か
ち

」
の

一
部

を
2
6
1
系

D
C
化

、
「

ス
ー

パ
ー

と
か

ち
」

に
変

更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

ま
り

も
」

を
季

節
列

車
化

（
2
0
0
8
年

８
月

限
り

で
廃

止
）

2
0
0
8
年

３
月

1
5
日

：
「

北
斗

星
」

１
往

復
に

削
減

、
①

～
⑥

号
車

が
Ｊ

Ｒ
北

海
道

の
受

け
持

ち
と

な
る

。
こ

の
関

係
で

、
本

表
で

は
当

該
６

両
分

の
み

禁
煙

化
率

の
計

算
に

算
入

2
0
0
9
年

1
0
月

１
日

：
キ

ハ
1
8
3
系

「
と

か
ち

」
を

キ
ハ

2
8
3
系

「
ス

ー
パ

ー
と

か
ち

」
に

変
更

、
お

よ
び

「
ス

ー
パ

ー
お

お
ぞ

ら
1
3
,
2
号

」
と

「
ス

ー
パ

ー
と

か
ち

5
,
8
号

」
を

６
両

編
成

に
変

更
2
0
1
0
年

３
月

1
3
日

改
正

で
は

変
更

な
し

本
一

覧
表

作
成

の
ル
ー
ル

編
成

（
丸

数
字

は
号

車
番

号
）

運
行

車
両

総
数

7
8
9
系

E
C

稚
内

～
札

幌

函
館

～
札

幌

記
号

の
説

明

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

割
合

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

車
両

総
数

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

車
両

帯
広

～
札

幌

運
行

本
数

編
成

車
両

総
数

列
車

名
（

車
両

愛
称

）
主

な
運

転
区

間
（

左
側

が
①

号
車

方
）

車
両

形
式

釧
路

～
札

幌



2
0
0
5
年

1
2
月

1
0
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
9
年

３
月

1
4
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
6
年

３
月

1
8
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
8
年

３
月

1
5
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
1
0
年

３
月

1
3
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点

作
成

：
大

和
浩

、
本

多
融

、
安

藤
肇

（
産

業
医

科
大

学
健

康
開

発
科

学
研

究
室

）
2
0
1
0
年

２
月

更
新

：
半

沢
一

宣
（

交
通

権
学

会
）

（
『

Ｊ
Ｒ

時
刻

表
』

2
0
1
0
年

３
月

号
に

基
づ

き
修

正
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
白

鳥
八

戸
･
青

森
～

函
館

1
0
0
.
0
%

8
6

6
4
8

4
8

指
自

自
指

指
指

･
G

つ
が

る
2
7
,
3
1
,
4
1
号

八
戸

～
青

森
1
0
0
.
0
%

3
6

6
1
8

1
8

指
自

自
指

指
指

･
G

つ
が

る
7
,
1
3
,
1
7
,
2
3
,
2
9
,
3
3
,
4
3
号

つ
が

る
 
2
,
8
,
1
2
,
1
6
,
2
2
,
2
8
,
9
8
号

八
戸

～
青

森
･
弘

前
E
7
5
1
系

E
C

1
0
0
.
0
%

1
4

6
6

8
4

8
4

指
自

自
指

指
指

･
G

い
な

ほ
青

森
･
秋

田
･
酒

田
～

新
潟

1
0
0
.
0
%

1
4

6
6

8
4

8
4

G
･
指

指
指

自
自

自
北

越
金

沢
～

新
潟

1
0
0
.
0
%

1
0

6
6

6
0

6
0

G
･
指

指
指

自
自

自
か

も
し

か
秋

田
～

青
森

4
8
5
系

E
C

1
0
0
.
0
%

6
3

3
1
8

1
8

G
･
自

自
指

日
光

、
き

ぬ
が

わ
東

武
日

光
･
鬼

怒
川

温
泉

～
新

宿
4
8
5
系

E
C
改

1
0
0
.
0
%

4
6

6
2
4

2
4

指
指

指
指

指
指

ス
ペ

ー
シ

ア
き

ぬ
が

わ
鬼

怒
川

温
泉

～
新

宿
東

武
1
0
0
系

注
0

0
0

0
0

指
指

指
指

指
個

上
野

～
い

わ
き

･
仙

台
ほ

か
1
0
0
.
0
%

2
5

1
1

1
1

2
7
5

2
7
5

指
指

指
G

指
自

自
自

自
指

指
上

野
～

い
わ

き
1
0
0
.
0
%

5
7

7
3
5

3
5

指
指

指
G

指
自

自
い

わ
き

～
仙

台
1
0
0
.
0
%

1
4

4
4

4
自

自
指

指
1
0
0
.
0
%

5
1
1

1
1

5
5

5
5

指
指

指
G

自
自

自
自

自
指

指
1
0
0
.
0
%

4
7

7
2
8

2
8

指
指

指
G

自
自

自
1
0
0
.
0
%

7
1
4

1
4

9
8

9
8

指
指

指
指

自
自

自
自

自
自

自
指

指
指

1
0
0
.
0
%

1
7

1
1

1
1

1
8
7

1
8
7

指
指

指
指

自
自

自
自

自
指

指
1
0
0
.
0
%

8
7

7
5
6

5
6

指
指

指
指

自
自

自
水

上
＋

草
津

1
0
0
.
0
%

6
1
4

1
4

8
4

8
4

自
自

自
指

指
G

指
自

自
自

指
指

G
指

あ
か

ぎ
5
,
7
,
9
,
4
,
6
,
1
0
号

1
0
0
.
0
%

6
1
4

1
4

8
4

8
4

自
自

自
自

自
G

自
自

自
自

自
自

G
自

あ
か

ぎ
7
,
1
3
,
1
5
,
1
2
号

1
0
0
.
0
%

4
7

7
2
8

2
8

自
自

自
自

自
G

自
あ

か
ぎ

1
1
,
2
号

前
橋

･
高

崎
～

新
宿

1
0
0
.
0
%

2
7

7
1
4

1
4

自
自

自
G

自
自

自
ホ

ー
ム

タ
ウ

ン
と

ち
ぎ

･
お

は
よ

う
と

ち
ぎ

黒
磯

～
新

宿
1
0
0
.
0
%

2
7

7
1
4

1
4

自
自

自
G

自
自

自
ス

ー
パ

ー
あ

ず
さ

新
宿

～
松

本
･
信

濃
大

町
E
3
5
1
系

E
C

1
0
0
.
0
%

1
6

1
2

1
2

1
9
2

1
9
2

指
指

自
自

自
自

指
指

G
指

指
指

1
0
0
.
0
%

1
0

1
1

1
1

1
1
0

1
1
0

指
指

自
自

自
指

指
指

･
G

指
指

指
1
0
0
.
0
%

1
0

9
9

9
0

9
0

自
自

自
指

指
指

･
G

指
指

指
1
0
0
.
0
%

2
2

9
9

1
9
8

1
9
8

自
自

自
自

指
指

･
G

指
指

指
1
0
0
.
0
%

2
1
1

1
1

2
2

2
2

指
指

自
自

自
自

指
指

･
G

指
指

指
成

田
エ

ク
ス

プ
レ

ス
2
5
3
系

E
C

1
0
0
.
0
%

2
8

1
2

1
2

3
3
6

3
3
6

指
指

指
指

指
G
･
G
個

指
指

指
指

指
G
･
G
個

成
田

エ
ク

ス
プ

レ
ス

E
2
5
9
系

E
C

1
0
0
.
0
%

2
6

1
2

1
2

3
1
2

3
1
2

指
指

指
指

指
G

指
指

指
指

指
G

1
0
0
.
0
%

5
9

9
4
5

4
5

自
自

指
G

指
自

自
自

自
1
0
0
.
0
%

4
9

9
3
6

3
6

自
自

自
G

自
自

自
自

自
わ

か
し

お
3
,
5
,
2
2
,
2
4
,
2
6
,
2
8
,
3
0
号

さ
ざ

な
み

3
,
1
4
号

1
0
0
.
0
%

9
1
0

1
0

9
0

9
0

自
自

自
自

自
指

指
自

自
自

わ
か

し
お

6
号

、
さ

ざ
な

み
6
号

1
0
0
.
0
%

2
1
0

1
0

2
0

2
0

自
自

自
自

自
自

指
自

自
自

わ
か

し
お

2
1
,
2
3
,
2
5
,
2
7
,
2
9
,
4
号

さ
ざ

な
み

1
1
,
1
3
,
4
号

1
0
0
.
0
%

9
1
0

1
0

9
0

9
0

自
自

自
自

自
自

自
自

自
自

わ
か

し
お

7
,
9
,
1
1
,
1
3
,
1
5
,
1
7
号

わ
か

し
お

1
2
,
1
4
,
1
6
,
1
8
,
2
0
号

1
0
0
.
0
%

1
1

5
5

5
5

5
5

指
指

自
自

自

わ
か

し
お

1
9
,
8
号

、
さ

ざ
な

み
7
,
8
号

1
0
0
.
0
%

4
5

5
2
0

2
0

自
指

自
自

自
し

お
さ

い
1
,
7
,
1
1
,
1
5
,
2
,
6
,
8
,
1
4
号

東
京

～
成

東
･
銚

子
2
5
5
系

E
C

1
0
0
.
0
%

8
9

9
7
2

7
2

自
自

自
G

指
自

自
自

自
し

お
さ

い
4
,
1
3
号

し
お

さ
い

1
7
号

＋
あ

や
め

3
号

1
0
0
.
0
%

3
1
0

1
0

3
0

3
0

自
自

自
自

自
自

自
自

自
自

し
お

さ
い

3
,
5
,
9
,
1
0
,
1
2
,
1
6
号

1
0
0
.
0
%

6
5

5
3
0

3
0

自
指

自
自

自
あ

や
め

1
,
5
,
2
,
4
号

1
0
0
.
0
%

4
5

5
2
0

2
0

自
自

自
自

自
ス

ー
パ

ー
ビ

ュ
ー

踊
り

子
伊

豆
急

下
田

～
東

京
･
池

袋
･
新

宿
2
5
1
系

E
C

1
0
0
.
0
%

8
1
0

1
0

8
0

8
0

G
/
ｻ
ﾛ
ﾝ

G
/
G
個

指
指

指
指

指
指

指
指

/
こ

ど
も

踊
り

子
1
0
4
号

1
0
0
.
0
%

1
1
2

1
2

1
2

1
2

指
指

指
G

自
自

自
自

自
指

指
指

踊
り

子
1
0
0
.
0
%

6
1
5

1
5

9
0

9
0

指
指

指
G

G
指

指
自

自
自

自
自

指
指

指
北

斗
星

（
寝

台
）

上
野

～
札

幌
2
4
系

P
C

0
.
0
%

2
5

0
1
0

0
Ｂ

B
2

B
2

B
2

B
1

B
1
･
ロ

ビ
ー

食
A
2

S
A
1
･
B
1
S
A
1
･
B
2

Ｂ
カ

シ
オ

ペ
ア

（
寝

台
）

上
野

～
札

幌
E
2
6
系

P
C

5
8
.
3
%

1
1
2

7
1
2

7
S
A
2

S
A
2

食
A
2
/
A
2

A
2
/
A
2

A
2
/
A
2

A
2
/
A
2

A
2
/
A
2

A
2
/
A
2

A
2
/
A
2

A
2
/
A
2

ラ
ウ

ン
ジ

あ
け

ぼ
の

（
寝

台
）

上
野

～
青

森
2
4
系

P
C

7
5
.
0
%

2
1
2

9
2
4

1
8

ゴ
ロ

ン
と

Ｂ
Ｂ

Ｂ
 
B
1

B
1

A
1

ゴ
ロ

ン
と

Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

日
本

海
（

寝
台

）
大

阪
～

青
森

2
4
系

P
C

6
6
.
7
%

2
1
2

8
2
4

1
6

Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ａ

･
室

総
数

3
5
2

3
3
1
8

3
2
8
9

禁
煙
化
率

9
9
.
1
%

禁
煙

化
の

動
き

訂
正

 
 
「

ム
ー

ン
ラ

イ
ト

え
ち

ご
」

の
掲

載
が

漏
れ

て
い

た
の

を
追

加
2
0
0
5
年

1
2
月

1
0
日

：
「

わ
か

し
お

」
「

さ
ざ

な
み

」
「

し
お

さ
い

」
「

あ
や

め
」

「
成

田
エ

ク
ス

プ
レ

ス
」

が
全

車
禁

煙
化

。
「

さ
ざ

な
み

」
は

日
中

の
全

列
車

が
週

末
中

心
の

臨
時

列
車

と
な

る
 
 
 
 
 
 
「

草
津

白
根

」
は

臨
時

列
車

に
つ

き
一

覧
表

か
ら

削
除

2
0
0
6
年

３
月

1
8
日

：
「

日
光

」
「

き
ぬ

が
わ

」
運

転
開

始
、

「
出

雲
」

を
廃

止
 
 
 
 
 
 
「

カ
シ

オ
ペ

ア
」

は
１

編
成

で
週

に
３

往
復

（
７

日
で

６
本

）
運

行
し

て
い

る
が

、
便

宜
的

に
2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

：
寝

台
を

の
ぞ

く
全

車
禁

煙
化

 
 
 
 
 
 
 
１

日
あ

た
り

の
運

行
本

数
を

１
本

（
0
.
5
往

復
）

と
し

て
計

算
2
0
0
8
年

３
月

1
5
日

：
「

北
斗

星
」

１
往

復
に

削
減

、
⑦

～
⑪

号
車

が
Ｊ

Ｒ
東

日
本

の
受

け
持

ち
と

な
る

。
こ

の
関

係
で

、
本

表
で

は
当

該
５

両
分

の
み

禁
煙

化
率

の
計

算
に

算
入

 
 
 
 
 
 
2
0
0
8
0
9
1
8
「

つ
が

る
」

の
車

種
（

E
7
5
1
系

ま
た

は
4
8
5
系

）
ご

と
の

号
数

と
運

行
本

数
を

訂
正

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

日
本

海
」

１
往

復
に

削
減

、
存

続
分

に
は

Ｊ
Ｒ

東
日

本
の

車
両

を
使

用
 
 
 
 
 
 
2
0
0
9
0
3
1
4
「

あ
け

ぼ
の

」
「

北
陸

」
「

日
本

海
」

の
受

動
喫

煙
ゼ

ロ
割

合
の

誤
り

を
修

正
2
0
0
9
年

３
月

1
4
日

：
「

ム
ー

ン
ラ

イ
ト

え
ち

ご
」

季
節

列
車

化
の

た
め

本
表

か
ら

削
除

 
 
 
 
 
 
2
0
1
0
0
1
 
 
「

（
ウ

ィ
ー

ク
エ

ン
ド

）
あ

か
ぎ

」
の

運
行

本
数

を
数

え
間

違
え

て
い

た
の

を
訂

正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東

京
～

成
田

の
「

あ
や

め
」

下
り

１
本

の
運

転
区

間
を

東
京

～
佐

倉
に

短
縮

し
「

し
お

さ
い

1
3
号

」
へ

と
変

更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

草
津

」
単

独
運

転
の

１
往

復
は

土
曜

・
休

日
の

み
運

転
の

た
め

表
か

ら
削

除
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

あ
け

ぼ
の

」
の

⑧
号

車
（

ゴ
ロ

ン
と

シ
ー

ト
、

枕
・

毛
布

な
ど

の
付

帯
サ

ー
ビ

ス
を

省
略

し
指

定
席

特
急

料
金

で
寝

台
を

利
用

で
き

る
よ

う
に

し
た

車
両

）
を

禁
煙

化
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①

号
車

は
女

性
専

用
車

両
の

た
め

、
本

改
正

か
ら

男
性

も
受

動
喫

煙
な

し
に

「
ゴ

ロ
ン

と
シ

ー
ト

」
を

利
用

で
き

る
よ

う
に

な
っ

た
2
0
0
9
年

1
0
月

１
日

：
E
2
5
9
系

「
成

田
エ

ク
ス

プ
レ

ス
」

運
転

開
始

「
ス

ペ
ー

シ
ア

き
ぬ

が
わ

」
は

東
武

鉄
道

の
車

両
で

運
行

す
る

た
め

、
禁

煙
化

率
の

計
算

に
は

含
め

ず
2
0
1
0
年

３
月

1
3
日

：
「

成
田

エ
ク

ス
プ

レ
ス

」
に

E
2
5
9
系

追
加

投
入

の
う

え
１

往
復

増
発

、
「

さ
ざ

な
み

」
削

減
と

号
数

変
更

お
よ

び
一

部
列

車
の

運
転

区
間

短
縮

、
「

北
陸

」
（

寝
台

）
廃

止
（

参
考

と
し

て
編

成
の

み
記

載
）

Ｊ
Ｒ

東
日

本
特

急
の

編
成

表
（

２
０

１
０
年
３
月
１
３
日
現
在
）

わ
か

し
お

1
,
2
,
1
0
号

さ
ざ

な
み

1
,
9
,
1
5
,
2
,
1
2
,
1
6
号

4
8
5
系

E
C

1
8
5
系

E
C

(
田

町
車

)

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

割
合

列
車

名
（

車
両

愛
称

）

ス
ー

パ
ー

ひ
た

ち

あ
ず

さ

主
な

運
転

区
間

（
左

側
が

①
号

車
方

）

千
葉

･
東

京
･
新

宿
～

松
本

･
南

小
谷

伊
豆

急
下

田
･
修

善
寺

ほ
か

～
東

京

東
京

･
新

宿
～

甲
府

･
竜

王

1
8
5
系

E
C

(
田

町
車

)

2
5
5
系

E
C

東
京

～
佐

倉
･
成

東
･
銚

子
(
し

お
さ

い
)

東
京

～
成

田
･
鹿

島
神

宮
･
銚

子
(
あ

や
め

)
E
2
5
7
系

E
C

(
幕

張
車

)

東
京

～
安

房
鴨

川
ほ

か
(
わ

か
し

お
)

東
京

～
館

山
ほ

か
(
さ

ざ
な

み
)

E
2
5
7
系

E
C

(
幕

張
車

)

フ
レ

ッ
シ

ュ
ひ

た
ち

E
6
5
3
系

E
C

か
い

じ

東
京

～
安

房
鴨

川
ほ

か
(
わ

か
し

お
)

東
京

～
館

山
ほ

か
(
さ

ざ
な

み
)

E
2
5
7
系

E
C

(
松

本
車

)

新
宿

･
横

浜
ほ

か
～

成
田

空
港

上
野

～
水

上
(
水

上
)

上
野

～
万

座
鹿

沢
口

(
草

津
)

上
野

～
高

崎
･
新

前
橋

･
前

橋
(
あ

か
ぎ

)

1
8
5
系

E
C

(
大

宮
車

)

6
5
1
系

E
C

編
成

（
丸

数
字

は
号

車
番

号
）

運
行

本
数

上
野

～
勝

田
･
高

萩
ほ

か

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

車
両

運
行

車
両

総
数

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

車
両

総
数

編
成

車
両

総
数

車
両

形
式

4
8
5
系

E
C
改



2
0
0
5
年

1
2
月

1
0
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
9
年

３
月

1
4
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
6
年

３
月

1
8
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
8
年

３
月

1
5
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
1
0
年

３
月

1
3
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点

作
成

：
大

和
浩

、
本

多
融

、
安

藤
肇

（
産

業
医

科
大

学
健

康
開

発
科

学
研

究
室

）
2
0
1
0
年

２
月

更
新

：
半

沢
一

宣
（

交
通

権
学

会
）

（
『

Ｊ
Ｒ

時
刻

表
』

2
0
1
0
年

３
月

号
に

基
づ

き
修

正
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

あ
さ

ぎ
り

3
,
7
,
2
,
6
号

沼
津

～
新

宿
（

小
田

急
）

3
7
1
系

E
C

1
0
0
.
0
%

4
7

7
2
8

2
8

指
指

G
/
指

G
/
指

指
指

指
ふ

じ
か

わ
甲

府
～

静
岡

1
0
0
.
0
%

1
4

3
3

4
2

4
2

指
自

自
伊

那
路

飯
田

～
豊

橋
1
0
0
.
0
%

4
3

3
1
2

1
2

指
自

自
し

な
の

長
野

～
名

古
屋

･
大

阪
3
8
3
系

E
C

1
0
0
.
0
%

2
6

6
6

1
5
6

1
5
6

G
指

指
指

自
自

ひ
だ

3
号

名
古

屋
～

富
山

1
0
0
.
0
%

1
7

7
7

7
指

指
自

指
＊

＊
＊

指
自

G
ひ

だ
1
0
号

名
古

屋
～

高
山

1
0
0
.
0
%

1
4

4
4

4
指

指
自

指
ひ

だ
1
3
,
2
0
号

名
古

屋
～

富
山

1
0
0
.
0
%

2
7

7
1
4

1
4

指
指

･
G

自
指

＊
＊

＊
指

自
G

ひ
だ

5
+
2
5
号

,
1
6
+
3
6
号

大
阪

･
名

古
屋

～
高

山
･
飛

騨
古
川

7
1
.
4
%

2
7

5
1
4

1
0

指
自

指
(
注

)
＊

指
指

･
G

自
指

ひ
だ

1
2
号

名
古

屋
～

飛
騨

古
川

1
0
0
.
0
%

1
4

4
4

4
指

指
･
G

自
指

ひ
だ

7
,
1
1
,
6
,
1
4
,
1
8
号

名
古

屋
～

富
山

1
0
0
.
0
%

5
6

6
3
0

3
0

指
自

指
＊

＊
＊

＊
指

自
G

ひ
だ

1
9
号

名
古

屋
～

高
山

1
0
0
.
0
%

1
3

3
3

3
指

自
指

ひ
だ

1
,
9
,
1
5
,
1
7
,
2
,
4
,
8
号

名
古

屋
～

高
山

1
0
0
.
0
%

7
4

4
2
8

2
8

指
指

･
G

自
指

南
紀

紀
伊

勝
浦

･
新

宮
～

名
古

屋
1
0
0
.
0
%

8
4

4
3
2

3
2

指
指

･
G

指
自

サ
ン

ラ
イ

ズ
出

雲
/
瀬

戸
(
寝

台
)
(
注

)
出

雲
市

/
高

松
～

東
京

2
8
5
系

E
C

7
8
.
6
%

2
7

5
.
5

1
4

1
1

B
1
/
B
1

B
1
/
B
1

B
1
･
ｻ
ﾛ
ﾝ

A
1
A
1
/
B
2
B
2

指
･
B
1
(
注
)
煙

･
B
1
/
B
1

B
1
/
B
1

総
数

7
8

3
8
8

3
8
1

禁
煙

化
率

9
8
.
2
%

「
ひ

だ
」

で
＊

印
の

号
車

は
多

客
期

の
み

連
結

。
(
注

)
の

車
両

は
2
0
0
9
年

5
月

ま
で

⑤
号

車
か

ら
の

影
響

を
受

け
る

た
め

受
動

喫
煙

車
だ

っ
た

「
サ

ン
ラ

イ
ズ

出
雲

/
瀬

戸
」

は
東

海
と

西
日

本
の

共
同

運
行

、
①

～
⑦

号
車

と
⑧

～
⑭

号
車

は
同

じ
編

成
。

 
 
実

際
の

車
両

保
有

数
＝

運
行

本
数

の
比

率
は

２
対

３
だ

が
、

本
表

で
は

便
宜

的
に

運
行

比
率

を
１

対
１

（
７

両
ず

つ
）

と
し

て
禁

煙
化

率
を

計
算

 
 
④

⑪
号

車
は

喫
煙

個
室

と
禁

煙
個

室
の

エ
ア

コ
ン

は
独

立
し

て
お

り
、

受
動

喫
煙

な
し

と
し

て
計

算
 
 
⑤

⑫
号

車
の

指
定

席
（

ノ
ビ

ノ
ビ

座
席

）
で

は
、

⑥
⑬

号
車

デ
ッ

キ
の

喫
煙

コ
ー

ナ
ー

か
ら

の
煙

が
空

調
装

置
を

介
し

て
各

座
席

の
ス

ポ
ッ

ト
空

調
か

ら
吹

き
出

す
形

で
の

受
動

喫
煙

が
発

生
し

て
い

る
。

 
 
た

だ
し

上
の

表
で

は
、

過
年

度
の

表
と

の
整

合
性

を
考

慮
し

、
受

動
喫

煙
な

し
の

ま
ま

と
し

て
あ

る
。

 
 
（

半
沢

が
2
0
0
9
年

に
乗

車
し

た
際

、
ス

ポ
ッ

ト
空

調
か

ら
タ

バ
コ

臭
い

空
気

が
吹

き
出

す
の

が
、

誰
か

が
⑤

⑥
号

車
間

を
通

り
抜

け
連

結
部

の
自

動
ド

ア
が

開
く

タ
イ

ミ
ン

グ
と

ほ
ぼ

連
動

し
て

い
る

の
を

確
認

。
 
 
 
 
た

だ
し

Ｊ
Ｒ

東
海

と
Ｊ

Ｒ
西

日
本

は
い

ず
れ

も
、

半
沢

か
ら

の
指

摘
に

対
し

、
連

結
部

の
自

動
ド

ア
は

通
常

は
閉

ま
っ

て
い

る
と

し
て

、
こ

う
し

た
受

動
喫

煙
発

生
の

可
能

性
を

否
定

し
て

い
る

）

禁
煙

化
の

動
き

2
0
0
6
年

３
月

1
8
日

：
全

車
両

の
デ

ッ
キ

の
灰

皿
を

撤
去

2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

：
「

あ
さ

ぎ
り

」
「

ふ
じ

か
わ

」
「

伊
那

路
」

「
ム

ー
ン

ラ
イ

ト
な

が
ら

」
を

全
車

禁
煙

化
。

「
し

な
の

」
⑥

号
車

を
禁

煙
化

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

東
海

」
を

廃
止

2
0
0
9
年

３
月

1
4
日

：
「

ひ
だ

」
の

号
数

・
基

本
編

成
・

車
両

運
用

が
全

面
的

に
変

更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

南
紀

」
全

列
車

に
グ

リ
ー

ン
車

を
連

結
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

ム
ー

ン
ラ

イ
ト

な
が

ら
」

廃
止

（
運

転
を

継
続

す
る

臨
時

列
車

に
は

Ｊ
Ｒ

東
日

本
の

車
両

を
使

用
）

の
た

め
本

表
か

ら
削

除
2
0
0
9
年

６
月

１
日

：
「

サ
ン

ラ
イ

ズ
出

雲
・

瀬
戸

」
を

除
く

全
列

車
を

完
全

禁
煙

化
2
0
1
0
年

３
月

1
3
日

改
正

で
は

変
更

な
し

訂
正

 
 
2
0
0
8
0
6
 
 
：

「
あ

さ
ぎ

り
1
,
5
,
4
,
8
号

」
は

小
田

急
電

鉄
の

車
両

で
運

行
す

る
た

め
、

運
行

本
数

を
J
R
3
7
1
系

使
用

分
の

値
（

４
本

）
に

訂
正

運
行

車
両

総
数

8
5
系

D
C

3
7
3
系

E
C

編
成

（
丸

数
字

は
号

車
番

号
）

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

割
合

運
行

本
数

編
成

車
両

総
数

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

車
両

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

車
両

総
数

Ｊ
Ｒ

東
海

特
急

の
編

成
表

（
２

０
１
０

年
３

月
１

３
日

現
在

）
列

車
名

（
車

両
愛

称
）

主
な

運
転

区
間

（
左

側
が

①
号

車
方

）
車

両
形

式



2
0
0
5
年

1
2
月

1
0
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
9
年

３
月

1
4
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
6
年

３
月

1
8
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
8
年

３
月

1
5
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
1
0
年

３
月

1
3
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点

作
成

：
大

和
浩

、
本

多
融

、
安

藤
肇

（
産

業
医

科
大

学
健

康
開

発
科

学
研

究
室

）
2
0
1
0
年

２
月

更
新

：
半

沢
一

宣
（

交
通

権
学

会
）

（
『

Ｊ
Ｒ

時
刻

表
』

2
0
1
0
年

３
月

号
に

基
づ

き
修

正
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

は
る

か
3
,
5
,
4
,
6
号

1
0
0
.
0
%

4
9

9
3
6

3
6

G
指

指
指

自
自

指
指

指
は

る
か

（
上

記
以

外
）

1
0
0
.
0
%

5
6

6
6

3
3
6

3
3
6

G
指

指
指

自
自

く
ろ

し
お

新
宮

･
白

浜
･
紀

伊
田

辺
～

新
大

阪
･
京

都
3
8
1
系

E
C

1
0
0
.
0
%

1
4

9
9

1
2
6

1
2
6

G
自

自
指

指
指

指
指

指
ス

ー
パ

ー
く

ろ
し

お
新

宮
･
白

浜
･
和

歌
山

～
新

大
阪

･
京

都
3
8
1
系

E
C

1
0
0
.
0
%

1
2

9
9

1
0
8

1
0
8

G
自

自
指

指
指

指
指

指
オ

ー
シ

ャ
ン

ア
ロ

ー
新

宮
～

新
大

阪
･
京

都
2
8
3
系

E
C

1
0
0
.
0
%

6
6

6
3
6

3
6

G
自

自
|
ｻ
ﾛ
ﾝ

指
指

指
し

ら
さ

ぎ
1
～

1
6
号

富
山

･
和

倉
温

泉
･
金

沢
～

名
古

屋
1
0
0
.
0
%

1
6

8
8

1
2
8

1
2
8

G
指

指
自

自
自

指
指

し
ら

さ
ぎ

5
1
～

6
6
号

金
沢

～
米

原
1
0
0
.
0
%

1
6

5
5

8
0

8
0

G
指

指
自

自
お

は
よ

う
（

お
や

す
み

）
エ

ク
ス

プ
レ

ス
福

井
･
金

沢
～

富
山

･
泊

6
8
1
/
6
8
3
E
C

1
0
0
.
0
%

3
3

3
9

9
自

自
自

雷
鳥

3
3
,
8
号

大
阪

～
金

沢
4
8
5
系

E
C

1
0
0
.
0
%

2
9

9
1
8

1
8

G
指

指
指

自
自

び
わ

こ
エ

ク
ス

プ
レ

ス
大

阪
～

米
原

1
0
0
.
0
%

2
9

9
1
8

1
8

G
指

指
指

自
自

自
自

自
サ

ン
ダ

ー
バ

ー
ド

 
5
,
7
,
9
,
1
3
,
1
5
,
2
1
,
3
5
,
4
1
,
4
3
号

サ
ン

ダ
ー

バ
ー

ド
4
,
6
,
1
4
,
2
6
,
3
2
,
3
4
,
3
6
,
4
0
,
4
4
号

1
0
0
.
0
%

1
8

9
9

1
6
2

1
6
2

G
指

指
指

自
自

自
指

指

サ
ン

ダ
ー

バ
ー

ド
1
9
,
2
9
,
3
7
,
1
2
,
2
0
,
2
8
号

1
0
0
.
0
%

6
6

6
3
6

3
6

G
指

指
指

自
自

サ
ン

ダ
ー

バ
ー

ド
 
1
,
3
,
1
1
,
1
7
,
2
3
,
2
5
,
2
7
,
3
1
,
3
9
,
4
5
号

サ
ン

ダ
ー

バ
ー

ド
2
,
1
0
,
1
6
,
1
8
,
2
2
,
2
4
,
3
0
,
3
8
,
4
2
,
4
6
号

大
阪

～
富

山
･
魚

津
6
8
3
系

E
C

1
0
0
.
0
%

2
0

9
9

1
8
0

1
8
0

G
指

指
指

自
自

自
指

指

は
く

た
か

（
下

記
以

外
）

福
井

･
金

沢
･
和

倉
温

泉
～

越
後

湯
沢

1
0
0
.
0
%

1
1

9
9

9
9

9
9

G
指

指
指

自
自

自
指

指
は

く
た

か
7
,
2
3
,
2
,
1
0
号

金
沢

～
越

後
湯

沢
1
0
0
.
0
%

2
6

6
1
2

1
2

G
指

指
指

自
自

き
の

さ
き

/
は

し
だ

て
/
た

ん
ば

＋
ま

い
づ

る
1
0
0
.
0
%

1
4

7
7

9
8

9
8

G
指

自
自

指
指

自
き

の
さ

き
/
文

殊
1
0
0
.
0
%

3
4

4
1
2

1
2

G
指

自
自

き
の

さ
き

/
は

し
だ

て
/
た

ん
ば

/
文

殊
1
0
0
.
0
%

1
0

4
4

4
0

4
0

G
･
指

指
自

自
北

近
畿

2
,
4
,
5
,
7
,
1
4
,
1
5
,
1
6
,
1
9
号

1
0
0
.
0
%

8
7

7
5
6

5
6

G
指

自
自

指
指

自
北

近
畿

1
7
号

1
0
0
.
0
%

1
4

4
4

4
G

指
自

自
北

近
畿

 
1
,
3
,
9
,
1
1
,
1
3
,
2
1
号

北
近

畿
6
,
8
,
1
0
,
1
2
,
1
8
,
2
0
号

1
0
0
.
0
%

1
2

4
4

4
8

4
8

G
･
指

指
自

自

は
ま

か
ぜ

鳥
取

･
浜

坂
･
香

住
～

大
阪

1
8
1
系

D
C

1
0
0
.
0
%

6
4

4
2
4

2
4

指
G

自
自

ス
ー

パ
ー

い
な

ば
岡

山
～

鳥
取

1
8
7
系

D
C

1
0
0
.
0
%

1
2

2
2

2
4

2
4

指
自

や
く

も
6
,
2
5
号

3
8
1
系

E
C

1
0
0
.
0
%

2
6

6
1
2

1
2

指
指

指
G

自
自

や
く

も
(
上

記
以

外
、

ゆ
っ

た
り

や
く

も
)

3
8
1
系

E
C
改

1
0
0
.
0
%

2
8

6
6

1
6
8

1
6
8

G
指

指
指

自
自

ス
ー

パ
ー

お
き

新
山

口
～

米
子

･
鳥

取
1
0
0
.
0
%

6
2

2
1
2

1
2

指
自

ス
ー

パ
ー

ま
つ

か
ぜ

（
2
号

以
外

）
益

田
･
米

子
～

鳥
取

1
0
0
.
0
%

1
3

2
2

2
6

2
6

指
自

ス
ー

パ
ー

ま
つ

か
ぜ

2
号

米
子

～
鳥

取
1
0
0
.
0
%

1
4

4
4

4
指

自
自

自
き

た
ぐ

に
（

夜
行

急
行

）
大

阪
～

新
潟

5
8
3
系

E
C

4
0
.
0
%

2
1
0

4
2
0

8
自

自
自

自
煙
･
B
･
煙

G
A

煙
･
B
･
煙

B
Ｂ

ト
ワ

イ
ラ

イ
ト

エ
ク

ス
プ

レ
ス

（
寝

台
）

大
阪

～
札

幌
2
4
系

P
C

2
2
.
2
%

1
9

2
9

2
S
A
2
･
S
A
1
S
A
2
･
S
A
1

食
サ

ロ
ン

B
2
･
B
1

B
2
･
B
1

B
2

Ｂ
Ｂ

サ
ン

ラ
イ

ズ
出

雲
/
瀬

戸
(
寝

台
)
(
注

)
出

雲
市

／
高

松
～

東
京

2
8
5
系

E
C

7
8
.
6
%

2
7

5
.
5

1
4

1
1

B
1
/
B
1

B
1
/
B
1

B
1
･
サ

ロ
ン

A
1
A
1
/
B
2
B
2

指
･
B
1
(
注

)
煙

･
B
1
/
B
1

B
1
/
B
1

総
数

3
0
9

1
9
5
5

1
9
3
3

禁
煙
化
率

9
8
.
9
%

「
タ

ン
ゴ

デ
ィ

ス
カ

バ
リ

ー
」

「
タ

ン
ゴ

エ
ク

ス
プ

ロ
ー

ラ
ー

」
「

ス
ー

パ
ー

は
く

と
」

は
第

三
セ

ク
タ

ー
鉄

道
の

表
に

掲
載

注
 
 
「

は
く

た
か

」
は

Ｊ
Ｒ

西
日

本
と

北
越

急
行

の
共

同
運

行
。

実
際

の
車

両
保

有
数

＝
運

行
本

数
の

比
率

は
５

対
３

だ
が

、
本

表
で

は
便

宜
的

に
運

行
比

率
を

１
対

１
（

９
両

編
成

＝
1
1
本

ず
つ

、
６

両
編

成
＝

２
本

ず
つ

）
と

し
て

禁
煙

化
率

を
計

算
 
 
 
 
「

サ
ン

ラ
イ

ズ
出

雲
/
瀬

戸
」

は
東

海
と

西
日

本
の

共
同

運
行

、
①

～
⑦

号
車

と
⑧

～
⑭

号
車

は
同

じ
編

成
。

実
際

の
車

両
保

有
数

＝
運

行
本

数
の

比
率

は
２

対
３

だ
が

、
本

表
で

は
便

宜
的

に
運

行
比

率
を

１
対

１
（

７
両

ず
つ

）
と

し
て

禁
煙

化
率

を
計

算
 
 
 
 
（

特
記

す
べ

き
事

項
が

多
い

た
め

、
詳

細
は

Ｊ
Ｒ

東
海

の
表

の
欄

外
注

記
を

参
照

）

禁
煙

化
の

動
き

2
0
0
6
年

３
月

1
8
日

：
「

ス
ー

パ
ー

や
く

も
」

は
す

べ
て

「
や

く
も

」
に

改
称

2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

：
全

車
禁

煙
化

「
き

の
さ

き
」

「
は

し
だ

て
」

「
た

ん
ば

」
「

ま
い

づ
る

」
「

文
殊

」
「

北
近

畿
」

「
タ

ン
ゴ

デ
ィ

ス
カ

バ
リ

ー
」

「
タ

ン
ゴ

エ
ク

ス
プ

ロ
ー

ラ
ー

」
「

お
は

よ
う

（
お

や
す

み
）

エ
ク

ス
プ

レ
ス

」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
喫

煙
コ

ー
ナ

ー
使

用
停

止
「

は
る

か
」

「
ス

ー
パ

ー
い

な
ば

」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

サ
ン

ダ
ー

バ
ー

ド
」

「
は

く
た

か
」

「
雷

鳥
」

の
⑧

号
車

、
 
「
し

ら
さ

ぎ
」

の
②

号
車

、
「

き
た

ぐ
に

」
の

③
号

車
が

そ
れ

ぞ
れ

禁
煙

化
、

「
き

た
ぐ

に
」

を
除

き
喫

煙
コ

ー
ナ

ー
以

外
の

デ
ッ

キ
灰

皿
は

撤
去

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

ト
ワ

イ
ラ

イ
ト

エ
ク

ス
プ

レ
ス

」
の

④
号

車
（

サ
ロ

ン
カ

ー
）

と
⑦

号
車

（
ミ

ニ
サ

ロ
ン

）
が

禁
煙

化
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

や
く

も
」

の
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
編

成
（

ゆ
っ

た
り

や
く

も
）

は
④

号
車

の
喫

煙
室

以
外

が
全

席
禁

煙
化

（
2
0
0
7
年

４
月

３
日

よ
り

新
型

車
両

の
運

行
開

始
、

以
降

順
次

運
転

本
数

を
拡

大
）

2
0
0
8
年

３
月

1
5
日

：
「

銀
河

」
「

な
は

＋
あ

か
つ

き
」

廃
止

。
「

日
本

海
」

は
１

往
復

に
削

減
、

存
続

分
に

は
Ｊ

Ｒ
東

日
本

の
車

両
を

使
用

2
0
0
9
年

６
月

１
日

：
寝

台
を

除
き

完
全

禁
煙

化
。

「
き

た
ぐ

に
」

で
は

今
後

も
デ

ッ
キ

・
洗

面
所

で
喫

煙
で

き
る

⑤
⑧

号
車

以
外

の
灰

皿
を

す
べ

て
撤

去
、

た
だ

し
⑦

号
車

喫
煙

室
区

画
の

一
部

の
灰

皿
の

み
禁

煙
シ

ー
ル

を
貼

っ
た

だ
け

で
使

用
可

能
な

状
態

の
ま

ま
存

置
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

サ
ン

ダ
ー

バ
ー

ド
」

２
往

復
に

新
型

車
両

投
入

。
今

後
増

備
の

う
え

同
数

の
「

雷
鳥

」
用

4
8
5
系

を
順

次
代

替
廃

車
の

予
定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

は
く

た
か

」
１

往
復

増
発

。
増

発
分

に
は

「
サ

ン
ダ

ー
バ

ー
ド

」
か

ら
転

用
の

Ｊ
Ｒ

西
日

本
の

車
両

を
使

用
。

車
両

保
有

数
＝

運
行

本
数

の
比

率
が

５
対

３
と

な
る

。
禁

煙
化

率
の

計
算

方
に

つ
い

て
は

上
の

注
記

を
参

照
2
0
0
9
年

1
0
月

１
日

：
4
8
5
系

「
雷

鳥
」

の
一

部
を

6
8
3
系

「
サ

ン
ダ

ー
バ

ー
ド

」
化

2
0
1
0
年

３
月

1
3
日

：
「

は
る

か
」

の
９

両
編

成
で

運
転

す
る

列
車

を
削

減
、

お
よ

び
一

部
の

列
車

を
臨

時
列

車
化

（
当

分
の

間
毎

日
運

転
の

た
め

引
き

続
き

運
行

本
数

に
算

入
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
8
5
系

「
雷

鳥
」

を
１

往
復

だ
け

６
両

編
成

に
変

更
（

多
客

期
を

除
く

）
の

う
え

残
し

他
は

6
8
1
・

6
8
3
系

「
サ

ン
ダ

ー
バ

ー
ド

」
化

、
6
8
1
・

6
8
3
系

「
サ

ン
ダ

ー
バ

ー
ド

」
の

一
部

を
６

両
編

成
に

変
更

（
週

末
お

よ
び

多
客

期
を

除
く

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

お
は

よ
う

エ
ク

ス
プ

レ
ス

」
の

う
ち

七
尾

～
金

沢
間

の
列

車
を

廃
止

、
「

能
登

」
（

夜
行

急
行

）
臨

時
列

車
化

の
た

め
本

表
か

ら
削

除
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

ス
ー

パ
ー

ま
つ

か
ぜ

２
号

」
を

４
両

編
成

に
増

結

訂
正

 
 
「

ト
ワ

イ
ラ

イ
ト

エ
ク

ス
プ

レ
ス

」
は

週
に

４
往

復
（

７
日

で
８

本
）

運
行

し
て

い
る

が
、

便
宜

的
に

１
日

あ
た

り
の

運
行

本
数

を
１

本
（

0
.
5
往

復
）

と
し

て
計

算
 
 
 
 
 
 
2
0
0
8
0
3
1
5
：

「
き

た
ぐ

に
」

で
は

②
③

④
⑤

⑧
⑨

号
車

の
デ

ッ
キ

・
洗

面
所

と
②

③
④

号
車

の
座

席
ま

わ
り

に
灰

皿
が

使
用

可
能

な
状

態
で

存
置

さ
れ

て
い

る
た

め
、

隣
接

車
両

も
含

め
て

禁
煙

車
両

で
あ

っ
て

も
受

動
喫

煙
あ

り
と

し
た

 
 
 
 
 
 
2
0
0
9
0
3
1
4
：

「
は

る
か

」
6
両

編
成

の
運

行
本

数
を

5
5
本

と
誤

記
し

て
い

た
の

を
5
4
本

に
修

正
、

 
「

能
登

」
⑥

号
車

の
ラ

ウ
ン

ジ
が

漏
れ

て
い

た
の

を
追

加

Ｊ
Ｒ
西
日
本
特
急
の
編
成
表
（
２
０

１
０
年
３
月
１
３
日
現
在
）

1
8
3
系

E
C

城
崎

温
泉

～
京

都
(
き

の
さ

き
)

天
橋

立
～

京
都

(
は

し
だ

て
)

福
知

山
～

京
都

(
た

ん
ば

)
東

舞
鶴

～
京

都
(
ま

い
づ

る
)

天
橋

立
～

新
大

阪
(
文

殊
)

城
崎

温
泉

･
豊

岡
･
福

知
山

～
新

大
阪

(
北

近
畿

)

6
8
3
系

E
C

1
8
7
系

D
C

運
行

車
両

総
数

大
阪

～
金

沢
･
和

倉
温

泉
･
富

山
･
魚

津
6
8
1
/
6
8
3
E
C

出
雲

市
～

岡
山

6
8
1
系

E
C

2
8
1
系

E
C

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

割
合

列
車

名
（

車
両

愛
称

）
主

な
運

転
区

間
（

左
側

が
①

号
車

方
）

車
両

形
式

米
原

･
草

津
･
京

都
～

関
西

空
港

編
成

（
丸

数
字

は
号

車
番

号
）

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

車
両

総
数

運
行

本
数

編
成

車
両

総
数

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

車
両



2
0
0
5
年
1
2
月
1
0
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
7
年
３
月
1
8
日
の
ダ
イ
ヤ
改
正
に
お
け
る
変
更
点

2
0
0
9
年
３
月
1
4
日
の

ダ
イ

ヤ
改

正
に

お
け

る
変

更
点

2
0
0
6
年
３
月
1
8
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
8
年
３
月
1
5
日
の
ダ
イ
ヤ
改
正
に
お
け
る
変
更
点

2
0
1
0
年
３
月
1
3
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点

作
成

：
大

和
浩

、
本

多
融

、
安

藤
肇

（
産

業
医

科
大

学
健

康
開

発
科

学
研

究
室

）
2
0
1
0
年

２
月

更
新

：
半

沢
一

宣
（

交
通

権
学

会
）

（
『

Ｊ
Ｒ

時
刻

表
』

2
0
1
0
年

３
月

号
に

基
づ

き
修

正
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

し
お

か
ぜ

＋
い

し
づ

ち
7
5
.
0
%

9
8

6
7
2

5
4

指
室

･
自

自
自

室
･
自

(
注

)
指

指
指

･
G

し
お

か
ぜ

＋
い

し
づ

ち
8
5
.
7
%

1
6

7
6

1
1
2

9
6

指
＊

自
自

室
･
自

(
注

)
指

指
指

･
G

い
し

づ
ち

3
,
3
2
,
3
6
号

8
0
.
0
%

3
5

4
1
5

1
2

自
室

･
自

(
注

)
指

指
指

･
G

し
お
か

ぜ
2
号

、
ミ

ッ
ド

ナ
イ

ト
E
X
P
松

山
6
6
.
7
%

2
3

2
6

4
指

室
･
自

自
し

お
か

ぜ
9
,
2
1
,
1
0
,
2
2
号

ア
＋
い

し
づ

ち
1
3
,
2
5
,
1
0
,
2
2
号

ア
5
7
.
1
%

4
7

4
2
8

1
6

G
･
指

指
自

室
･
自

室
･
指

＊
指

･
自

室
･
自

宇
和

海
7
,
1
7
,
2
3
,
4
,
1
8
,
2
4
号

ア
7
5
.
0
%

6
4

3
2
4

1
8

G
･
指

自
自

室
･
自

宇
和

海
2
5
号

ア
3
3
.
3
%

1
3

1
3

1
指

･
自

室
･
自

室
･
自

い
し
づ

ち
4
号

、
ミ

ッ
ド

ナ
イ

ト
E
X
P
高

松
伊

予
西
条
～
高
松

2
0
0
0
+
N
2
0
0
0

8
0
.
0
%

2
5

4
1
0

8
自

自
指

･
室

自
自

い
し

づ
ち

1
,
3
4
号

宇
和

島
･
松
山
～
高
松

1
0
0
.
0
%

2
4

4
8

8
指

自
自

自
宇
和
海
1
,
5
,
1
1
,
1
3
,
1
5
,
1
9
,
6
,
8
,
1
2
,
1
6
,
2
0
,
2
2
,
2
6
号

1
0
0
.
0
%

1
3

4
4

5
2

5
2

指
自

自
自

宇
和

海
2
1
,
2
7
,
1
0
,
1
4
号

1
0
0
.
0
%

4
3

3
1
2

1
2

指
･
自

自
自

宇
和

海
3
,
9
,
1
0
,
1
4
号

1
0
0
.
0
%

4
2

2
8

8
指

･
自

＊
自

南
風
1
7
,
4
,
2
8
号

＋
し

ま
ん

と
7
,
2
,
8
号

8
0
.
0
%

3
5

4
1
5

1
2

G
･
指

指
･
自

室
･
自

＊
＊

指
･
自

自
南

風
2
6
号

＋
し

ま
ん

と
6
号

1
0
0
.
0
%

1
5

5
5

5
指

･
自

自
＊

＊
指

自
自

南
風

1
号

＋
し

ま
ん

と
3
号

8
3
.
3
%

1
6

5
6

5
G
･
指

指
･
自

室
･
自

＊
＊

指
自

自
南

風
2
5
ア

,
2
0
号

＋
し

ま
ん

と
9
,
4
号

2
0
0
0
+
N
2
0
0
0

6
6
.
7
%

2
6

4
1
2

8
G
･
指

指
･
自

室
･
自

＊
＊

指
･
室

自
自

南
風

9
,
8
号

N
2
0
0
0
系
D
C

6
6
.
7
%

2
3

2
6

4
指

･
室

自
自

南
風

3
ア

,
5
,
1
1
,
1
3
,
1
9
,
2
1
号

南
風

2
ア

,
1
0
,
1
2
,
1
6
,
1
8
,
2
4
ア

号
し

ま
ん

と
1
,
1
0
号

2
0
0
0
系
D
C

(
高
知
車
)

6
6
.
7
%

1
4

3
2

4
2

2
8

G
･
指

指
･
自

室
･
自

南
風

1
5
,
1
4
号

1
0
0
.
0
%

2
3

3
6

6
指

自
自

南
風
2
7
号

、
し

ま
ん

と
5
号

、
あ

し
ず

り
1
号

1
0
0
.
0
%

3
2

2
6

6
指

･
自

自
南
風
7
,
2
3
,
6
,
2
2
号

ア
＋

う
ず

し
お

9
,
2
5
,
6
,
2
2
号

中
村

･
高
知
･
徳
島
～
岡
山

2
0
0
0
+
N
2
0
0
0

6
6
.
7
%

4
3

2
1
2

8
G
･
指

指
自

室
･
自

＊
指

･
室

自
自

う
ず
し
お
1
,
1
5
,
1
9
,
2
1
,
2
3
,
3
1
,
2
,
1
0
,
1
6
,
2
6
,
2
8
,
3
0
号

6
6
.
7
%

1
2

3
2

3
6

2
4

指
･
自

･
室

自
自

う
ず

し
お

2
3
,
3
0
号

6
6
.
7
%

2
3

2
6

4
指

･
自

･
室

自
自

う
ず

し
お

3
,
4
号

N
2
0
0
0
+
2
0
0
0

8
0
.
0
%

2
5

4
1
0

8
指

･
自

･
室

自
自

自
自

う
ず

し
お

7
,
1
3
,
1
4
,
2
0
号

N
2
0
0
0
系
D
C

5
0
.
0
%

4
2

1
8

4
指

･
自

･
室

自
う

ず
し

お
1
1
,
1
7
,
2
9
,
1
2
,
1
8
,
2
4
号

2
0
0
0
系
D
C

1
0
0
.
0
%

6
2

2
1
2

1
2

指
･
自

自
う

ず
し

お
5
号

1
0
0
.
0
%

1
2

2
2

2
指

･
自

※
自

う
ず

し
お

3
2
号

、
剣

山
5
,
7
,
6
,
8
号

1
0
0
.
0
%

5
2

2
1
0

1
0

指
･
自

※
自

う
ず

し
お

8
号

徳
島
～
高
松

1
0
0
.
0
%

1
2

2
2

2
指

自
剣

山
1
1
,
1
3
,
2
,
1
0
号

徳
島

～
穴
吹
･
阿
波
池
田

1
0
0
.
0
%

4
3

3
1
2

1
2

自
自

自

う
ず

し
お

2
7
号

む
ろ

と
ホ

ー
ム

エ
ク

ス
プ

レ
ス

阿
南

剣
山

1
,
3
,
9
,
4
,
1
2
号

徳
島
～
高
松

海
部

･
牟
岐
～
徳
島

阿
南
～
徳
島

海
部

･
牟

岐
･
徳
島
～
阿
波
池
田

1
8
5
系
D
C

1
0
0
.
0
%

1
3

2
2

2
6

2
6

指
･
自

自

総
数

1
4
8

5
8
4

4
7
5

禁
煙

化
率

8
1
.
3
%

＊
の
号
車
は
多
客

期
の

み
連

結
（

※
は

「
ゆ

う
ゆ

う
ア

ン
パ

ン
マ

ン
カ

ー
」

（
指
定
席
＆
プ
レ
イ
ル
ー
ム
・
禁
煙
）
、
主
に
学
校
休
み
期
間
に
連
結
）

「
南
風
7
,
2
3
,
6
,
2
2
号

」
の

①
～

④
号

車
は

土
佐

く
ろ

し
お

鉄
道

（
第

三
セ

ク
タ
ー
）
の
受
け
持
ち
の
た
め
、
禁
煙
化
率
の
計
算
に
は
「
う
ず
し
お
」
の
３
両
（
⑥
～
⑧
号
車
）
の
み
算
入

8
0
0
0
系
E
C
「
し

お
か

ぜ
」

な
ど

の
⑤

号
車

の
喫

煙
ル

ー
ム

は
現

在
順

次
設

置
中

だ
が
、
上
表
で
は
近
い
将
来
全
編
成
へ
の
喫
煙
ル
ー
ム
設
置
が
完
了
し
た
時
点
で
の
禁
煙
化
率
を
算
出
し
た

禁
煙
化
の
動
き

2
0
0
6
年
３
月
以
前

：
「

い
し

づ
ち

7
,
9
,
1
9
,
2
1
,
3
1
,
3
3
,
2
,
6
,
1
6
,
1
8
,
2
8
,
3
0
号

」
の
②
号
車
に
は
喫
煙
ル
ー
ム
あ
り
（
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
改
造
に
伴
い
順
次
設
置
中
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
喫

煙
室

の
あ

る
車

両
は

受
動

喫
煙

車
両

、
か

つ
③

号
車

の
喫
煙
車
両
の
隣
な
の
で
②
号
車
は
全
て
受
動
喫
煙
車
両
と
し
て
計
算

2
0
0
6
年
３
月
1
8
日

：
「

し
お

か
ぜ

1
,
2
号

」
「

い
し

づ
ち

9
,
1
1
,
1
5
,
1
7
,
2
1
,
2
3
,
2
7
,
2
9
,
3
3
,
6
,
8
,
1
2
,
1
4
,
1
8
,
2
0
,
2
4
,
2
6
,
3
0
号
」
の
②
号
車
に
喫
煙
室
あ
り
。
③
号
車
は
禁
煙
で
あ
り
、
②
号
車
は
い
ず
れ

に
し

ろ
受

動
喫

煙
車

両
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

い
し

づ
ち

3
,
3
2
号

」
は

③
号

車
が

禁
煙

化
さ

れ
た

が
④
号
車
（
喫
煙
）
の
隣
で
あ
る
た
め
喫
煙
車
→
受
動
喫
煙
車
。
②
号
車
禁
煙
車
両
に
喫
煙
室
が
で
き
、
受
動
喫
煙
車
で
あ
る
こ

と
は

変
わ

ら
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

ミ
ッ

ド
ナ

イ
ト

E
X
P
松

山
」

の
③

号
車

：
喫

煙
→

禁
煙

。
②
号
車
：
禁
煙
車
に
喫
煙
室
を
作
っ
た
た
め
受
動
喫
煙
車

2
0
0
6
年
６
月
ご
ろ

：
8
0
0
0
系

E
C
使

用
の

「
い

し
づ

ち
」

の
③

号
車

は
禁

煙
化

さ
れ
た
が
、
こ
の
表
で
は
0
6
0
3
1
8
時
点
の
計
算
を
お
こ
な
う

2
0
0
6
年
６
月
3
0
日

：
「

南
風

7
,
2
3
,
6
,
2
2
号

」
（

ア
ン

パ
ン

マ
ン

列
車

４
両

編
成
、
土
佐
く
ろ
し
お
鉄
道
保
有
車
両
）
の
④
号
車
に
喫
煙
室
を
設
置
、
全
席
禁
煙
化

2
0
0
6
年
８
月
１
日

：
「

南
風

3
,
2
5
,
2
,
2
4
号

」
（

ア
ン

パ
ン

マ
ン

列
車

３
両

編
成
）
の
③
号
車
に
喫
煙
室
を
設
置
、
全
席
禁
煙
化

2
0
0
7
年
３
月
1
8
日

：
8
0
0
0
系

E
C
使

用
の

「
い

し
づ

ち
」

「
し

お
か

ぜ
」

「
ミ

ッ
ド
ナ
イ
ト
E
X
P
松
山
」
の
全
て
の
②
号
車
に
喫
煙
室
を
設
置
。
③
号
車
は
禁
煙
車
両
と
な
っ
た
が
喫
煙
で
き
る
④
号
車
の
隣

で
あ

り
受

動
喫

煙
車

両
2
0
0
7
年
1
0
月
１

日
：

土
佐

く
ろ

し
お

鉄
道

の
宿

毛
に

発
着

し
て

い
た

「
南

風
」

「
し
ま
ん
と
」
「
あ
し
ず
り
」
の
大
部
分
が
中
村
発
着
と
な
る

2
0
0
8
年
３
月
1
5
日

：
「

サ
ン

ラ
イ

ズ
瀬

戸
」

を
除

く
全

列
車

で
全

席
禁

煙
化

、
合
わ
せ
て
デ
ッ
キ
の
灰
皿
を
全
て
撤
去
。
2
0
0
0
系
D
C
（
グ
リ
ー
ン
席
付
き
３
両
編
成
）
を
使
用
す
る
「
南
風
」
「
し
ま
ん
と

」
の

③
号

車
に

喫
煙

室
を

設
置

。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

ホ
ー

ム
エ

ク
ス

プ
レ

ス
阿

南
」

運
転

開
始

（
毎

日
運

転
の
臨
時
列
車
扱
い
）

2
0
0
8
年
６
月
ご
ろ

以
降

：
ア

ン
パ

ン
マ

ン
列

車
で

運
転

す
る

「
し

お
か

ぜ
」

「
い
し
づ
ち
」
「
宇
和
海
」
の
④
⑤
⑧
号
車
（
岡
山
･
高
松
向
き
先
頭
車
）
に
順
次
喫
煙
室
設
置
。
「
宇
和
海
2
5
号
」
で
は
②
③

号
車

が
喫

煙
室

設
置

車
両

に
該

当
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『

Ｊ
Ｒ

時
刻

表
』

で
は

喫
煙

室
設

置
号

車
は

④
⑧

号
車
（
宇
和
海
2
5
号
で
は
②
号
車
）
の
み
と
案
内
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
⑤
号
車
（
宇
和
海
2
5
号
で
は
③
号
車
）
に
充
当

さ
れ

る
車

両
に

も
設

置
さ

れ
て

い
る

（
2
0
0
9
年

１
月

に
半

沢
が

実
車

確
認

）
2
0
0
9
年
３
月
２
日

：
8
0
0
0
系

E
C
「

し
お

か
ぜ

」
「

い
し

づ
ち

」
の

⑤
号

車
に

喫
煙
ル
ー
ム
設
置
開
始
（
現
在
順
次
設
置
中
。
日
付
は
『
Ｊ
Ｒ
電
車
編
成
表
2
0
0
9
夏
号
』
（
交
通
新
聞
社
）
p
.
1
9
4
に
よ
る
）

2
0
0
9
年
３
月
1
4
日

：
「

い
し

づ
ち

3
,
3
2
号

」
を

5
両

編
成

に
変

更
、

「
あ

し
ず
り
5
1
号
」
新
設
（
毎
日
運
転
の
臨
時
列
車
扱
い
）
、
「
ホ
ー
ム
エ
ク
ス
プ
レ
ス
阿
南
」
定
期
化

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
2
0
0
0
系

D
C
を

使
用

す
る

「
う

ず
し

お
」

「
南

風
9
,
8
号

」
「
し
ま
ん
と
9
,
4
号
」
「
あ
し
ず
り
5
1
号
」
「
い
し
づ
ち
4
号
」
「
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
E
X
P
高
松
」
の
徳
島
・
高
知
向
き
先
頭
車

に
喫

煙
室

設
置

2
0
1
0
年
３
月
1
3
日

：
8
0
0
0
系

E
C
「

い
し

づ
ち

7
,
9
,
1
1
,
1
9
,
2
1
,
2
3
,
3
1
,
3
3
,
2
,
6
,
8
,
1
6
,
1
8
,
2
0
,
2
8
,
3
0
号
」
の
②
号
車
（
喫
煙
室
あ
り
）
を
多
客
時
の
み
連
結
に
変
更
、
「
あ
し
ず
り
5
1
号
」
廃
止

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

宇
和

海
」

の
う

ち
T
S
E
編

成
を

使
用

す
る

一
部

の
列

車
と
「
う
ず
し
お
5
･
8
号
」
で
、
平
日
の
編
成
を
2
両
に
変
更
（
週
末
は
引
き
続
き
３
両
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｊ
Ｒ

四
国
特
急
の
編
成
表
（
２
０
１
０

年
３

月
１

３
日

現
在

）

2
0
0
0
系
D
C

(
松
山
車
)

列
車

名
（
車
両

愛
称

、
ア

＝
ア

ン
パ

ン
マ

ン
列

車
）

主
な
運
転
区
間

（
左

側
が
①
号
車
方
）

車
両
形
式

2
0
0
0
系
D
C

(
松
山
車
)

宇
和

島
～

岡
山
(
し
お
か
ぜ
)

松
山

～
高
松
(
い
し
づ
ち
)

宇
和

島
～
松
山
(
宇
和
海
)

編
成

（
丸

数
字

は
号

車
番

号
）

受
動
喫
煙

ゼ
ロ
車
両
総
数

宇
和
島
～
松
山

2
0
0
0
系
D
C

(
T
S
E
編
成
)

8
0
0
0
系
E
C

受
動
喫
煙

ゼ
ロ
車
両

運
行
車
両

総
数

高
知

～
岡
山
(
南
風
)

高
知

～
高
松
(
し
ま
ん
と
)

中
村

～
高
知
(
あ
し
ず
り
)

2
0
0
0
系
D
C

(
高
松
車
)

2
0
0
0
系
D
C

(
高
知
車
＋

高
松
車
)

編
成
車
両

総
数

運
行
本
数

中
村

･
高

知
ほ
か
～
岡
山
(
南
風
)

中
村

･
高

知
～
高
松
(
し
ま
ん
と
)

受
動
喫
煙

ゼ
ロ
割
合

松
山

～
岡
山
(
し
お
か
ぜ
)

松
山

～
高
松
(
い
し
づ
ち
)

松
山

～
伊

予
西
条
(
ﾐ
ｯ
ﾄ
ﾞ
ﾅ
ｲ
ﾄ
)

N
2
0
0
0
系
D
C

徳
島
～
高
松

1
8
5
系
D
C

徳
島

～
高
松
(
う
ず
し
お
)

徳
島

～
阿
波
池
田
(
剣
山
)

1
8
5
系
D
C



2
0
0
5
年

1
2
月

1
0
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
9
年

３
月

1
4
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
6
年

３
月

1
8
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
8
年

３
月

1
5
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
1
0
年

３
月

1
3
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点

作
成

：
大

和
浩

、
本

多
融

、
安

藤
肇

（
産

業
医

科
大

学
健

康
開

発
科

学
研

究
室

）
2
0
1
0
年

２
月

更
新

：
半

沢
一

宣
（

交
通

権
学

会
）

（
『

Ｊ
Ｒ

時
刻

表
』

2
0
1
0
年

３
月

号
に

基
づ

き
修

正
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

リ
レ

ー
つ

ば
め

3
,
5
,
2
1
,
3
0
,
3
2
,
3
6
号

1
0
0
.
0
%

6
1
1

1
1

6
6

6
6

G
･
G
個

指
指

指
自

自
自

G
･
自

自
自

自
リ

レ
ー

つ
ば

め
1
0
0
.
0
%

5
8

7
7

4
0
6

4
0
6

G
･
G
個

指
指

指
自

自
自

リ
レ

ー
つ

ば
め

6
7
号

1
0
0
.
0
%

1
8

8
8

8
G
･
指

指
指

自
G
･
自

自
自

自
有

明
4
,
6
号

1
0
0
.
0
%

2
1
1

1
1

2
2

2
2

G
･
G
個

指
指

指
自

自
自

G
･
自

自
自

自
有

明
1
9
号

1
0
0
.
0
%

1
8

8
8

8
G
･
指

指
自

自
G
･
自

自
自

自
有

明
1
7
,
2
3
,
2
5
,
2
9
,
2
号

1
0
0
.
0
%

5
7

7
3
5

3
5

G
･
G
個

指
指

指
自

自
自

有
明

1
,
5
,
1
3
,
2
7
,
8
,
1
6
,
2
0
,
2
8
号

1
0
0
.
0
%

8
6

6
4
8

4
8

G
･
G
個

指
自

自
自

自
有

明
3
,
7
,
9
,
1
1
,
1
5
,
2
1
号

有
明

1
0
,
1
2
,
1
4
,
1
8
,
2
2
,
2
4
,
2
6
,
3
0
号

1
0
0
.
0
%

1
4

4
4

5
6

5
6

G
･
指

自
自

自

か
い

お
う

3
,
4
号

1
0
0
.
0
%

2
6

6
1
2

1
2

G
自

自
自

自
自

か
い

お
う

1
,
2
号

1
0
0
.
0
%

2
4

4
8

8
G
･
自

自
自

自
き

ら
め

き
1
号

1
0
0
.
0
%

1
1
2

1
2

1
2

1
2

⑦
G
|
自

⑧
自

|
自

⑨
自

|
自

⑩
自

|
自

⑪
G
|
自

⑫
自

|
自

⑬
自

|
自

⑭
自

|
自

⑮
G
|
自

⑯
自

|
自

⑰
自

|
自

⑱
自

|
自

き
ら

め
き

8
号

1
0
0
.
0
%

1
8

8
8

8
⑦

G
|
自

⑧
自

|
自

⑨
自

|
自

⑩
自

|
自

⑪
G
|
自

⑫
自

|
自

⑬
自

|
自

⑭
自

|
自

き
ら

め
き

3
,
1
4
号

1
0
0
.
0
%

2
4

4
8

8
G
|
自

自
|
自

自
|
自

自
|
自

き
ら

め
き

1
2
号

8
8
3
系

E
C

1
0
0
.
0
%

1
7

7
7

7
G
･
自

自
自

自
自

自
自

き
ら

め
き

4
,
1
0
号

1
0
0
.
0
%

2
7

7
1
4

1
4

G
･
G
個

自
自

自
自

自
自

き
ら

め
き

5
,
7
,
2
号

1
0
0
.
0
%

3
6

6
1
8

1
8

G
･
G
個

自
自

自
自

自
き

ら
め

き
6
号

1
0
0
.
0
%

1
4

4
4

4
G
･
自

自
自

自
ソ

ニ
ッ

ク
8
8
3
系

E
C

1
0
0
.
0
%

4
0

7
7

2
8
0

2
8
0

G
･
指

指
指

自
自

自
自

ソ
ニ

ッ
ク

（
白

い
ソ

ニ
ッ

ク
）

8
8
5
系

E
C

1
0
0
.
0
%

2
4

6
6

1
4
4

1
4
4

G
･
指

指
指

自
自

自
に

ち
り

ん
シ

ー
ガ

イ
ア

1
0
0
.
0
%

2
5

5
1
0

1
0

G
|
指

指
|
自

自
|
自

自
|
自

自
|
指

ド
リ

ー
ム

に
ち

り
ん

1
0
0
.
0
%

2
5

5
1
0

1
0

G
|
指

指
|
自

自
|
自

自
|
自

自
|
指

に
ち

り
ん

1
3
,
1
9
,
8
,
1
4
号

宮
崎

空
港

･
南

宮
崎

～
別

府
1
0
0
.
0
%

4
5

5
2
0

2
0

G
|
指

指
|
自

自
|
自

自
|
自

自
|
指

ひ
ゅ

う
が

5
,
2
,
4
号

宮
崎

空
港

･
宮

崎
～

延
岡

1
0
0
.
0
%

3
5

5
1
5

1
5

G
|
自

自
|
自

自
|
自

自
|
自

自
|
指

に
ち

り
ん

 
3
,
9
,
1
5
,
1
7
,
1
0
1
号

に
ち

り
ん

4
,
1
0
,
1
2
,
2
6
,
1
0
2
号

宮
崎

空
港

･
南

宮
崎

～
大

分
･
別

府
大

分
～

中
津

1
0
0
.
0
%

1
0

5
5

5
0

5
0

G
･
指

指
自

自
自

き
り

し
ま

 
1
,
7
,
9
,
1
1
,
1
5
号

き
り

し
ま

2
,
4
,
1
2
,
1
4
,
1
6
号

鹿
児

島
中

央
～

宮
崎

1
0
0
.
0
%

1
0

5
5

5
0

5
0

G
･
指

指
自

自
自

に
ち

り
ん

1
,
5
,
1
1
,
2
1
,
2
3
,
2
5
号

に
ち

り
ん

2
,
6
,
1
6
,
1
8
,
2
2
,
2
4
号

宮
崎

空
港

･
南

宮
崎

･
宮

崎
～

大
分

･
別

府
1
0
0
.
0
%

1
2

3
3

3
6

3
6

指
･
自

自
自

ひ
ゅ

う
が

1
,
3
,
6
号

宮
崎

空
港

･
宮

崎
～

延
岡

1
0
0
.
0
%

3
3

3
9

9
自

自
自

き
り

し
ま

3
,
5
,
1
3
,
8
1
,
8
3
,
8
5
,
8
7
,
8
9
,
9
1
号

き
り

し
ま

6
,
8
,
1
0
,
8
2
,
8
4
,
8
6
,
8
8
,
9
0
,
9
2
号

鹿
児

島
中

央
～

国
分

･
霧

島
神

宮
･
宮

崎
1
0
0
.
0
%

1
8

3
3

5
4

5
4

指
･
自

自
自

は
や

と
の

風
鹿

児
島

中
央

～
吉

松
1
4
7
系

D
C

1
0
0
.
0
%

4
2

2
8

8
指

自
九

州
横

断
特

急
別

府
･
大

分
～

熊
本

･
人

吉
1
0
0
.
0
%

8
2

2
1
6

1
6

指
自

く
ま

が
わ

人
吉

～
熊

本
1
0
0
.
0
%

5
2

2
1
0

1
0

指
自

ゆ
ふ

い
ん

の
森

3
･
4
号

別
府

～
博

多
7
1
系

D
C

1
0
0
.
0
%

2
4

4
8

8
指

指
･
B
u
f

指
指

ゆ
ふ

い
ん

の
森

1
･
2
･
5
･
6
号

由
布

院
～

博
多

7
2
系

D
C

1
0
0
.
0
%

4
4

4
1
6

1
6

指
指

B
u
f
･
指

指
ゆ

ふ
D
X

1
8
3
系

D
C

1
0
0
.
0
%

3
4

4
1
2

1
2

指
自

自
指

ゆ
ふ

1
8
5
系

D
C

1
0
0
.
0
%

3
3

3
9

9
指

指
･
自

自
か

も
め

（
白

い
か

も
め

）
長

崎
･
佐

賀
ほ

か
～

博
多

8
8
5
系

E
C

1
0
0
.
0
%

3
7

6
6

2
2
2

2
2
2

G
|
指

指
指

自
自

自
か

も
め

1
,
1
0
3
,
1
0
8
,
2
0
2
号

1
0
0
.
0
%

4
4

4
1
6

1
6

G
|
指

自
|
自

自
|
自

自
|
自

自
|
自

か
も

め
＋

ハ
ウ

ス
テ

ン
ボ

ス
＋

み
ど

り
1
0
0
.
0
%

4
1
3

1
3

5
2

5
2

G
|
指

自
|
自

自
|
自

自
|
自

自
|
自

G
|
指

指
|
指

指
|
自

自
|
自

G
|
指

指
|
指

自
|
自

自
|
自

か
も

め
＋

み
ど

り
1
0
0
.
0
%

6
1
3

1
3

7
8

7
8

G
|
指

指
|
指

指
|
指

自
|
自

自
|
自

G
|
指

指
|
指

指
|
自

自
|
自

G
|
指

指
|
指

自
|
自

自
|
自

か
も

め
＋

み
ど

り
1
0
0
.
0
%

9
9

9
8
1

8
1

G
|
指

指
|
指

指
|
指

自
|
自

自
|
自

G
|
指

指
|
指

自
|
自

自
|
自

ハ
ウ

ス
テ

ン
ボ

ス
＋

み
ど

り
1
0
0
.
0
%

4
8

8
3
2

3
2

G
|
指

指
|
指

指
|
自

自
|
自

G
|
指

指
|
指

自
|
自

自
|
自

み
ど

り
2
5
,
3
1
,
6
,
2
4
号

1
0
0
.
0
%

4
8

8
3
2

3
2

G
|
指

指
|
指

指
|
自

自
|
自

G
|
指

指
|
指

自
|
自

自
|
自

み
ど

り
1
8
号

1
0
0
.
0
%

1
4

4
4

4
⑪

G
|
指

⑫
指

|
指

⑬
自

|
自

⑭
自

|
自

み
ど

り
2
7
,
3
2
号

1
0
0
.
0
%

2
4

4
8

8
⑪

G
|
指

⑫
指

|
指

⑬
自

|
自

⑭
自

|
自

⑮
G
|
自

⑯
自

|
自

⑰
自

|
自

⑱
自

|
自

み
ど

り
2
9
,
4
号

1
0
0
.
0
%

2
5

5
1
0

1
0

⑪
G
|
指

⑫
指

|
指

⑬
自

|
自

⑭
自

|
自

⑮
自

|
自

総
数

3
4
0

2
0
3
2

2
0
3
2

禁
煙
化
率

1
0
0
.
0
%

「
ゆ

ふ
い

ん
の

森
」

の
B
u
f
=
ビ

ュ
ッ

フ
ェ

7
8
3
系

E
C
で

は
全

車
両

で
乗

降
口

が
車

両
の

中
央

に
あ

り
、

客
室

が
２

室
に

分
か

れ
て

い
る

た
め

、
喫

煙
車

の
隣

の
車

両
で

は
半

室
の

み
受

動
喫

煙
あ

り
と

し
た

（
空

調
系

統
も

１
室

単
位

）

禁
煙

化
の

動
き

訂
正

 
 
「

ゆ
ふ

」
は

1
8
3
系

D
C
「

ゆ
ふ

D
X
」

編
成

と
1
8
5
系

D
C
編

成
の

２
編

成
で

毎
日

３
往

復
を

運
行

し
て

い
る

た
め

、
2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

：
全

車
禁

煙
化

「
リ

レ
ー

つ
ば

め
」

「
有

明
」

「
か

い
お

う
」

「
き

ら
め

き
」

「
ソ

ニ
ッ

ク
」

「
か

も
め

」
「

み
ど

り
」

「
ハ

ウ
ス

テ
ン

ボ
ス

」
 
 
 
 
 
 
そ

れ
ぞ

れ
の

編
成

の
運

行
回

数
を

３
本

（
1
.
5
往

復
）

ず
つ

と
し

て
計

算
し

た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
喫

煙
室

以
外

全
席

禁
煙

化
「

九
州

横
断

特
急

」
「

く
ま

が
わ

」
「

ゆ
ふ

い
ん

の
森

」
「

ゆ
ふ

D
X
」

「
ゆ

ふ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
8
3
系

E
C
（

ハ
イ

パ
ー

サ
ル

ー
ン

）
使

用
の

「
か

も
め

」
と

一
部

の
「

み
ど

り
」

を
５

両
編

成
に

増
結

2
0
0
8
年

７
月

1
9
日

：
8
8
3
系

「
ソ

ニ
ッ

ク
」

は
増

結
の

う
え

す
べ

て
７

両
編

成
に

統
一

、
8
8
5
系

「
白

い
ソ

ニ
ッ

ク
」

と
共

に
運

行
本

数
変

更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

き
ら

め
き

6
号

」
は

「
白

い
ソ

ニ
ッ

ク
」

に
車

両
変

更
2
0
0
9
年

３
月

1
4
日

：
九

州
内

の
す

べ
て

の
特

急
列

車
で

全
席

禁
煙

化
＆

喫
煙

コ
ー

ナ
ー

廃
止

、
「

は
や

ぶ
さ

＋
富

士
」

（
後

の
東

京
～

九
州

直
通

寝
台

列
車

）
廃

止
と

相
ま

っ
て

禁
煙

化
率

1
0
0
％

を
達

成
2
0
0
9
年

1
0
月

1
0
日

：
「

海
幸

山
幸

」
運

転
開

始
（

週
末

中
心

に
運

転
す

る
臨

時
列

車
の

た
め

本
表

に
は

掲
載

せ
ず

）
2
0
1
0
年

３
月

1
3
日

改
正

で
は

変
更

な
し

Ｊ
Ｒ

九
州

特
急
の

編
成

表
（

２
０

１
０

年
３

月
１
３
日
現
在
）

列
車

名
（

車
両

愛
称

）
主

な
運

転
区

間
（

左
側

が
①

号
車

方
）

新
八

代
～

熊
本

･
博

多
･
門

司
港

7
8
7
系

E
C

車
両

形
式

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

車
両

総
数

佐
伯

･
大

分
･
中

津
～

博
多

7
8
7
系

E
C

宮
崎

空
港

･
南

宮
崎

～
博

多

1
8
5
系

D
C

博
多

～
小

倉
･
門

司
港

7
8
3
系

E
C

7
8
7
系

E
C

長
崎

･
佐

賀
ほ

か
～

博
多

(
か

も
め

)
佐

世
保

～
博

多
(
み

ど
り

)
ハ

ウ
ス

テ
ン

ボ
ス

～
博

多
(
ﾊ
ｳ
ｽ
ﾃ
ﾝ
ﾎ
ﾞ
ｽ
)

7
8
3
系

E
C

編
成

（
丸

数
字

は
号

車
番

号
）

博
多

～
直

方

肥
後

大
津

･
熊

本
ほ

か
～

博
多

･
小

倉
･
門

司
港

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

車
両

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

割
合

運
行

車
両

総
数

7
8
7
系

E
C

運
行

本
数

編
成

車
両

総
数

別
府

･
大

分
～

博
多

7
8
3
系

E
C

4
8
5
系

E
C

4
8
5
系

E
C



2
0
0
5
年

1
2
月

1
0
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正
に
お
け
る
変
更
点

2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
0
9
年
３
月
1
4
日
の
ダ
イ
ヤ
改
正
に
お
け
る
変
更
点

2
0
0
6
年

３
月

1
8
日

の
ダ

イ
ヤ
改
正
に
お
け
る
変
更
点

2
0
0
8
年

３
月

1
5
日

の
ダ

イ
ヤ

改
正

に
お

け
る

変
更

点
2
0
1
0
年
３
月
1
3
日
の
ダ
イ
ヤ
改
正
に
お
け
る
変
更
点

作
成
：
大
和
浩
、
本
多
融
、
安
藤
肇
（
産
業
医
科
大
学
健
康
開
発
科
学
研
究
室
）

2
0
1
0
年
２
月
更
新
：
半
沢
一
宣
（
交
通
権
学
会
）

（
『
Ｊ
Ｒ
時
刻
表
』
2
0
1
0
年
３
月
号
に
基
づ
き
修
正
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
1
0
0
.
0
%

1
1

9
9

9
9

9
9

G
指

指
指

自
自

自
指

指
1
0
0
.
0
%

2
6

6
1
2

1
2

G
指

指
指

自
自

タ
ン

ゴ
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
1
～
4
号

豊
岡
･
宮
津
･
東
舞

鶴
ほ

か
～

京
都

K
T
R
8
0
0
0
形

D
C

1
0
0
.
0
%

4
4

4
1
6

1
6

自
指
|
ｻ
ﾛ
ﾝ

＊
＊

ｻ
ﾛ
ﾝ
|
指

自
タ

ン
ゴ
エ
ク
ス
プ
ロ
ー
ラ
ー
1
～
4
号

豊
岡
･
宮
津
･
福

知
山

～
新

大
阪

K
T
R
0
0
1
形

D
C

1
0
0
.
0
%

4
3

3
1
2

1
2

指
自

指
智

頭
急

行
ス
ー
パ
ー
は
く
と

倉
吉
･
鳥
取
～

京
都

H
O
T
7
0
0
0
系

D
C

1
0
0
.
0
%

1
4

5
5

7
0

7
0

自
自

指
指
･
G

指
土

佐
く

ろ
し

お
鉄

道
南

風
7
,
2
3
,
6
,
2
2
号
(
ｱ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ﾝ
ﾏ
ﾝ
列
車
)

宿
毛
･
高
知

～
岡

山
2
0
0
0
系

D
C

7
5
.
0
%

4
4

3
1
6

1
2

G
･
指

指
自

室
･
自

「
は

く
た

か
」

は
Ｊ

Ｒ
西

日
本
と
北
越
急
行
の
共
同
運
行
。
実
際
の
車
両
保
有
数
＝

運
行

本
数

の
比

率
は

５
対

３
だ

が
、

本
表

で
は

便
宜

的
に

運
行

比
率

を
１

対
１

（
９

両
編

成
＝

1
1
本

ず
つ
、
６
両
編
成
＝
２
本
ず
つ
）
と
し
て
禁
煙
化
率
を
計
算

「
タ

ン
ゴ

デ
ィ

ス
カ

バ
リ

ー
1
～
4
号
」
の
③
④
号
車
は
多
客
期
の
み
連
結

禁
煙

化
の

動
き

2
0
0
6
年

６
月

3
0
日

：
「

南
風
7
,
2
3
,
6
,
2
2
号
」
の
④
号
車
に
喫
煙
室
を
設
置
、
全
席
禁

煙
化

2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

：
全

車
禁
煙
化
「
タ
ン
ゴ
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
」
「
タ
ン
ゴ
エ
ク

ス
プ

ロ
ー

ラ
ー

」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
喫

煙
コ

ー
ナ
ー
使
用
停
止
「
タ
ン
ゴ
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

は
く

た
か
」
の
⑧
号
車
を
禁
煙
化

2
0
0
8
年

６
月

１
日

：
「

ス
ー

パ
ー
は
く
と
」
①
⑤
号
車
に
喫
煙
室
を
設
置
の
う
え
全

席
禁

煙
化

2
0
0
9
年

６
月

１
日

：
「

は
く

た
か
」
と
「
ス
ー
パ
ー
は
く
と
」
が
完
全
禁
煙
化
（
「

ス
ー

パ
ー

は
く

と
」

の
喫

煙
ル

ー
ム

は
使

用
停

止
）

修
正

記
録

2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

：
「

タ
ン
ゴ
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
6
4
号
」
と
「
タ
ン
ゴ
エ
ク
ス
プ
ロ

ー
ラ

ー
」

は
使

用
車

両
を

入
れ

替
え

た
2
0
0
8
年

３
月

1
5
日

：
「

タ
ン
ゴ
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
１
～
４
号
」
の
①
～
④
号
車
の

車
両

の
向

き
が

逆
に

な
る

2
0
0
9
年

６
月

１
日

：
「

は
く

た
か
」
１
往
復
増
発
。
増
発
分
に
は
「
サ
ン
ダ
ー
バ
ー

ド
」

か
ら

転
用

の
Ｊ

Ｒ
西

日
本

の
車

両
を

使
用

。
車

両
保

有
数

＝
運

行
本

数
の

比
率

が
５

対
３

と
な

る
。
た
だ
し
本
表
で
は
便
宜
的
に
運
行
本
数
の
比
率
を
１
対
１
と
し
て
禁
煙
化
率
を
計
算

2
0
1
0
年

３
月

1
3
日

：
「

タ
ン
ゴ
エ
ク
ス
プ
ロ
ー
ラ
ー
」
「
タ
ン
ゴ
デ
ィ
ス
カ
バ
リ

ー
」

の
一

部
列

車
で

運
転

区
間

を
変

更
、

「
南

風
6
,
2
3
号

」
を

宿
毛

発
着

に
延

長

訂
正

 
 
2
0
0
8
0
9
0
5
：

「
タ

ン
ゴ
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
6
4
号
」
を
削
除
（
『
Ｊ
Ｒ
時
刻

表
』

巻
末

の
「

編
成

表
」

に
記

載
さ

れ
て

い
な

い
た

め
←

Ｊ
Ｒ

線
に

乗
り

入
れ

な
い

関
係

か
）

第
三
セ
ク
タ
ー

特
急

の
編

成
表

（
２

０
１
０
年
３
月
１
３
日
現
在
）

編
成
（
丸
数
字
は
号
車
番
号
）

北
越

急
行

会
社

名
列
車
名
（
車
両
愛
称
）

主
な
運

転
区

間
（
左
側
が
①

号
車

方
）

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

車
両

北
近

畿
タ

ン
ゴ

鉄
道

運
行

車
両

総
数

受
動
喫
煙

ゼ
ロ
車
両
総
数

車
両

形
式

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

割
合

運
行

本
数

編
成

車
両

総
数

は
く
た
か

福
井
･
金
沢
･
和
倉
温

泉
～

越
後

湯
沢

6
8
1
/
6
8
3
系

E
C



資料７－１ 大手私鉄有料特急列車の禁煙化率の変遷

作成  2010年１月・半沢一宣（交通権学会）

上記以外の私鉄では、有料特急列車に喫煙できる車両を連結していたケースは確認されていない。

2010年のうち近畿日本鉄道の数値は、同社が最新の在籍車両数を公表していないため、同社が2009年度事業
計画で発表していた26両（22600系2両×11本＝22両および16600系2両×2本＝４両、いずれも喫煙ルーム付）
が計画通り新造され、同数の旧型車（12200系・16000系）が廃車されたと仮定した車両数での禁煙化率を算
出したもの。（同社以外では在籍車両数の変動は無し）

資料『鉄道ファン』各年９月号（2006年のみ10月号）付録「大手私鉄車両配置表」ほか

（各年４月１日現在の在籍車両数ベースで算出）

このグラフは、各社で有料特急列車として運用される車両について、受動喫煙のない清浄な空気の車両とし
て運転される車両数が、在籍車両総数に対してどのくらいの割合で存在するかを示したものである。

近畿日本鉄道では、汎用型特急車両を使用する６両編成以上の列車において、禁煙化率が変わるケースがあ
る。具体的には、
１．４両固定編成の④号車は、４両単独で運転されるときには受動喫煙のない清浄な空気の車両だが、
    ６両以上に増結して運転されるときは喫煙車である⑤号車からの影響を受け受動喫煙が発生する
２．８両または10両編成に増結して運転される列車では、⑦～⑩号車は常に禁煙車とされるため、
    通常は喫煙車として運転される車両が受動喫煙のない清浄な空気の車両となる
    （この場合、増結車では事前に空調装置の清掃作業を実施）
などである。
このため、上の数値は運行車両数ベースで算出した禁煙化率（ＪＲの表の作成で用いた計算方法での算出
値）とは異なっている点に注意されたい。

その他の鉄道会社では、在籍車両数ベースで算出した禁煙化率（上の数値）と運行車両数ベースで算出した
禁煙化率（ＪＲの表の作成で用いた計算方法での値）とは、完全に一致する。

南海電気鉄道では、「こうや・りんかん」のうち８両編成で運転される列車の一部で31000系と11000系を併
結した場合に限り、④⑤号車間の通り抜けができるため、④号車で受動喫煙が発生する。ただし、この併結
パターンが生じるのは不定期（平均３日に１日）のため、ここでは考慮していない。

京成電鉄は、2010年７月予定の成田新高速鉄道（成田スカイアクセス）開業時に投入する新型「スカイライ
ナー」では車内完全禁煙とすることを発表している。
（引き続き現行AE100系で運転する列車を完全禁煙とするかどうかは未発表）
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資
料

７
－

２

作
成

 
 
２

０
１

０
年

１
月

・
半

沢
一

宣
（

交
通

権
学

会
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
け

ご
ん

、
き

ぬ
ス

ペ
ー

シ
ア

日
光

、
ス

ペ
ー

シ
ア

き
ぬ

が
わ

1
0
0
系

（
ス

ペ
ー

シ
ア

）
東

武
日

光
･
鬼

怒
川

温
泉

～
浅

草
東

武
日

光
･
鬼

怒
川

温
泉

～
Ｊ

Ｒ
新

宿
指

指
指

指
指

個

（
参

考
）

日
光

、
き

ぬ
が

わ
Ｊ

Ｒ
東

日
本

4
8
5
系

東
武

日
光

･
鬼

怒
川

温
泉

～
Ｊ

Ｒ
新

宿
指

指
指

指
指

指
し

も
つ

け
、

き
り

ふ
り

3
5
0
系

東
武

宇
都

宮
･
東

武
日

光
～

浅
草

指
指

指
指

き
り

ふ
り

（
土

曜
・

休
日

運
休

）
ゆ

の
さ

と
、

尾
瀬

夜
行

、
ス

ノ
ー

パ
ル

3
0
0
系

南
栗

橋
～

浅
草

会
津

高
原

尾
瀬

口
ほ

か
～

浅
草

指
指

指
指

指
指

注
１

り
ょ

う
も

う
2
0
0
･
2
5
0
系

赤
城

･
太

田
･
伊

勢
崎

･
葛

生
～

浅
草

指
指

指
指

指
指

Ｔ
Ｊ

ラ
イ

ナ
ー

5
0
0
9
0
系

池
袋

～
森

林
公

園
･
小

川
町

定
定

定
定

定
定

定
定

定
定

注
２

西
武

鉄
道

ち
ち

ぶ
、

む
さ

し
、

ド
ー

ム
小

江
戸

1
0
0
0
0
系

(
ニ

ュ
ー

レ
ッ

ド
ア

ロ
ー

)
西

武
秩

父
･
飯

能
･
西

武
球

場
前

～
池

袋
西

武
新

宿
～

本
川

越
指

指
指

指
指

指
指

秩
父

鉄
道

秩
父

路
（

急
行

）
6
0
0
0
系

羽
生

･
熊

谷
～

影
森

･
三

峰
口

自
自

自
ス

カ
イ

ラ
イ

ナ
ー

成
田

空
港

～
京

成
上

野
指

指
指

指
指

指
指

指
注

３
モ

ー
ニ

ン
グ

ラ
イ

ナ
ー

定
定

定
定

定
定

定
定

注
４

イ
ブ

ニ
ン

グ
ラ

イ
ナ

ー
定

定
定

指
定

定
定

定
注

５
メ

ト
ロ

さ
が

み
、

メ
ト

ロ
ホ

ー
ム

ウ
ェ

イ
メ

ト
ロ

は
こ

ね
、

ベ
イ

リ
ゾ

ー
ト

6
0
0
0
0
形

(
M
S
E
)

本
厚

木
･
唐

木
田

～
大

手
町

･
北

千
住

箱
根

湯
本

～
北

千
住

、
本

厚
木

～
新

木
場

指
指

指
指

指
指

指
指

指
指

注
６

は
こ

ね
5
0
0
0
0
形

(
V
S
E
)

箱
根

湯
本

～
新

宿
指

指
個

指
指

指
指

指
指

指
は

こ
ね

＋
え

の
し

ま
、

さ
が

み
、

ホ
ー

ム
ウ

ェ
イ

3
0
0
0
0
形

(
E
X
E
)

指
指

指
指

指
指

指
指

指
指

注
７

は
こ

ね
、

さ
が

み
、

え
の

し
ま

、
ホ

ー
ム

ウ
ェ

イ
1
0
0
0
0
形

(
H
i
S
E
)

指
指

指
指

指
指

指
指

指
指

指
は

こ
ね

、
さ

が
み

、
え

の
し

ま
、

ホ
ー

ム
ウ

ェ
イ

7
0
0
0
形

(
L
S
E
)

指
指

指
指

指
指

指
指

指
指

指
あ

さ
ぎ

り
、

は
こ

ね
、

ホ
ー

ム
ウ

ェ
イ

2
0
0
0
0
形

(
R
S
E
)

Ｊ
Ｒ

沼
津

･
箱

根
湯

本
～

新
宿

指
指

Ｇ
/
指

Ｇ
/
個

指
指

指
注

８
（

参
考

）
あ

さ
ぎ

り
Ｊ

Ｒ
東

海
3
7
1
系

Ｊ
Ｒ

沼
津

～
新

宿
指

指
Ｇ

/
指

Ｇ
/
指

指
指

指
注

９
京

浜
急

行
電

鉄
ウ

イ
ン

グ
2
1
0
0
形

三
崎

口
･
京

急
久

里
浜

～
品

川
定

定
定

定
定

定
定

定
注

1
0

富
士

急
行

フ
ジ

サ
ン

特
急

2
2
0
0
系

大
月

～
河

口
湖

ラ
･
定

自
･
個

自
注

1
1

ゆ
け

む
り

（
Ａ

特
急

）
1
0
0
0
系

湯
田

中
～

須
坂

～
長

野
自

自
自

自
そ

の
他

の
特

急
（

Ｂ
特

急
）

2
0
0
0
系

湯
田

中
･
信

州
中

野
･
須

坂
～

長
野

自
自

自
伊

豆
急

行
リ

ゾ
ー

ト
踊

り
子

（
土

曜
・

休
日

運
転

）
2
1
0
0
系

伊
豆

急
下

田
･
伊

豆
高

原
～

東
京

指
指

指
指

Ｇ
指

指
指

注
1
2

秋
田

内
陸

縦
貫

鉄
道

も
り

よ
し

（
急

行
）

Ａ
Ｎ

8
9
0
0
形

角
館

～
阿

仁
合

･
鷹

巣
自

自
注

1
3

し
な

の
鉄

道
し

な
の

サ
ン

ラ
イ

ズ
1
6
9
系

小
諸

～
長

野
自

自
自

自
自

自
自

自
自

注
1
4

灰
色

の
網

か
け

＝
増

結
車

（
連

結
し

な
い

列
車

あ
り

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黄
色

の
網

か
け

＝
2
0
0
6
年

1
0
月

１
日

以
降

に
「

受
動

喫
煙

の
な

い
清

浄
な

空
気

の
車

両
」

と
な

っ
た

車
両

注
1
3
 
 
秋

田
内

陸
縦

貫
鉄

道
は

2
0
0
3
年

1
2
月

1
5
日

に
全

列
車

完
全

禁
煙

化
注

1
4
 
 
し

な
の

鉄
道

は
1
9
9
7
年

1
0
月

１
日

の
開

業
時

か
ら

全
列

車
完

全
禁

煙

2
0
0
6
年

1
0
月

１
日

 
 
西

武
鉄

道
が

「
ニ

ュ
ー

レ
ッ

ド
ア

ロ
ー

」
を

完
全

禁
煙

化

記
事

長
野

電
鉄

編
成

（
丸

数
字

は
号

車
番

号
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指

＝
指

定
席

 
 
 
 
自

＝
自

由
席

 
 
 
 
Ｇ

＝
グ

リ
ー

ン
車

相
当

車
両

 
 
 
 
定

＝
定

員
制

 
 
 
 
個

＝
個

室
（

セ
ミ

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト

等
を

含
む

）

東
武

鉄
道

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
赤

字
＝

座
席

で
喫

煙
で

き
る

車
両

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
黄

色
の

下
線

付
き

斜
字

＝
喫

煙
コ

ー
ナ

ー
ま

た
は

喫
煙

室
が

あ
る

禁
煙

車

京
成

電
鉄

記
号

の
説

明
 
 
 
 
黒

字
＝

受
動

喫
煙

の
な

い
清

浄
な

空
気

の
車

両
 
 
 
 
ピ

ン
ク

の
斜

字
＝

受
動

喫
煙

が
発

生
し

て
い

る
禁

煙
車

箱
根

湯
本

･
小

田
原

･
片

瀬
江

ノ
島

～
新

宿

Ａ
Ｅ

1
0
0
系

小
田

急
電

鉄

＊
箱

根
湯

本
～

小
田

原
間

は
箱

根
登

山
鉄

道
に

乗
り

入
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小

田
急

「
Ｖ

Ｓ
Ｅ

」
③

⑧
号

車
の

喫
煙

ブ
ー

ス
は

観
光

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

置
き

場
に

転
用

。
伊

豆
急

行
「

リ
ゾ

ー
ト

踊
り

子
」

（
ア

ル
フ

ァ
・

リ
ゾ

ー
ト

２
１

編
成

）
②

③
④

⑥
⑦

号
車

の
喫

煙
室

は
施

錠
・

閉
鎖

そ
の

１
 
 
関

東
・

甲
信

の
私

鉄
と

第
三

セ
ク

タ
ー

鉄
道

列
車

名
（

斜
字

は
季

節
・

臨
時

列
車

）
主

な
運

転
区

間
（

左
側

が
①

号
車

方
）

会
社

名
車

両
形

式
（

車
両

愛
称

）

2
0
0
7
年

３
月

1
8
日

 
 
東

武
鉄

道
、

小
田

急
電

鉄
、

伊
豆

急
行

が
全

特
急

列
車

を
完

全
禁

煙
化

（
相

互
乗

り
入

れ
相

手
の

Ｊ
Ｒ

で
の

禁
煙

拡
大

に
連

動
）

注
1
2
 
 
⑤

号
車

は
ロ

イ
ヤ

ル
ボ

ッ
ク

ス
（

Ｊ
Ｒ

線
内

で
は

グ
リ

ー
ン

車
扱

い
）

禁
煙

化
の

進
行

状
況

注
１

 
 
「

尾
瀬

夜
行

」
と

「
ス

ノ
ー

パ
ル

」
は

会
津

高
原

尾
瀬

口
～

新
藤

原
間

は
野

岩
（

や
が

ん
）

鉄
道

に
乗

り
入

れ
、

⑥
号

車
は

女
性

専
用

車
注

２
 
 
夕

方
～

夜
間

の
下

り
の

み
運

転
。

ふ
じ

み
野

～
森

林
公

園
・

小
川

町
間

は
特

別
料

金
不

要
の

自
由

席

注
８

 
 
③

④
号

車
は

２
階

建
て

。
③

④
号

車
の

２
階

は
ス

ー
パ

ー
シ

ー
ト

（
Ｊ

Ｒ
線

内
で

は
グ

リ
ー

ン
車

扱
い

）
、

③
号

車
の

１
階

は
横

３
列

の
普

通
席

、
④

号
車

の
１

階
は

サ
ル

ー
ン

シ
ー

ト
（

セ
ミ

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト

）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ラ

＝
ラ

ウ
ン

ジ
 
 
 
 
煙

＝
喫

煙
コ

ー
ナ

ー
 
 
 
 
室

＝
喫

煙
室

注
７

 
 
編

成
分

割
時

に
は

①
～

⑥
号

車
が

「
は

こ
ね

」
、

⑦
～

⑩
号

車
が

「
え

の
し

ま
」

。
1
0
両

全
車

を
「

は
こ

ね
」

と
し

て
運

転
す

る
列

車
で

は
、

⑦
～

⑩
号

車
は

小
田

原
～

新
宿

間
の

み
連

結

注
９

 
 
③

④
号

車
は

２
階

建
て

。
２

階
は

ス
ー

パ
ー

シ
ー

ト
（

Ｊ
Ｒ

線
内

で
は

グ
リ

ー
ン

車
扱

い
）

、
１

階
は

横
３

列
の

普
通

席

注
３

 
 
船

橋
駅

で
は

乗
降

口
が

、
下

り
列

車
は

⑧
号

車
、

上
り

列
車

は
②

号
車

（
①

号
車

寄
り

）
の

各
１

ヶ
所

の
み

に
限

定
さ

れ
て

い
る

た
め

、
乗

降
時

に
受

動
喫

煙
が

発
生

し
て

い
る

注
４

 
 
朝

の
上

り
の

み
運

転
。

八
千

代
台

駅
で

は
、

平
日

の
一

部
列

車
と

土
休

日
の

全
列

車
で

、
乗

降
口

が
②

号
車

（
①

号
車

寄
り

）
の

１
ヶ

所
の

み
に

限
定

さ
れ

て
い

る
た

め
、

乗
降

時
に

受
動

喫
煙

が
発

生
し

て
い

る
注

５
 
 
夕

方
以

降
の

下
り

の
み

運
転

。
日

暮
里

駅
（

⑥
～

⑧
号

車
の

号
車

指
定

ラ
イ

ナ
ー

券
所

持
者

の
み

）
と

青
砥

駅
で

は
、

乗
降

口
が

⑧
号

車
の

１
ヶ

所
の

み
に

限
定

さ
れ

て
い

る
た

め
、

乗
降

時
に

受
動

喫
煙

が
発

生
し

て
い

る
注

６
 
 
「

メ
ト

ロ
は

こ
ね

」
は

土
曜

・
休

日
運

転
、

代
々

木
上

原
～

大
手

町
・

北
千

住
間

は
東

京
メ

ト
ロ

千
代

田
線

に
乗

り
入

れ
。

 
 
 
 
 
 
「

ベ
イ

リ
ゾ

ー
ト

」
は

指
定

日
（

年
間

3
0
日

程
度

）
運

転
の

臨
時

列
車

、
代

々
木

上
原

～
新

木
場

間
は

東
京

メ
ト

ロ
千

代
田

～
有

楽
町

線
に

乗
り

入
れ

私
鉄
有
料
特
急

列
車

の
編

成
表

（
Ｊ

Ｒ
に

乗
り

入
れ

な
い

第
三

セ
ク

タ
ー
鉄

道
の

有
料

列
車

を
含

む
）

２
０

１
０

年
４

月
１

日
現

在

注
1
1
 
 
逆

向
き

の
編

成
も

あ
り

注
1
0
 
 
平

日
の

夕
方

～
夜

間
の

下
り

の
み

運
転

。
上

大
岡

～
三

崎
口

間
は

特
別

料
金

不
要

の
自

由
席

成
田

空
港

･
京

成
成

田
～

京
成

上
野



資
料

７
－

２

作
成

 
 
２

０
１

０
年

１
月

・
半

沢
一

宣
（

交
通

権
学

会
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
1
6
0
1
0
系

自
指

自
1
4
7
6
0
系

・
1
0
0
3
0
系

ほ
か

自
指

自
指

ミ
ュ

ー
ス

カ
イ

（
全

車
特

別
車

）
2
0
0
0
系

中
部

国
際

空
港

～
名

鉄
岐

阜
･
新

鵜
沼

指
指

指
指

指
指

指
指

2
2
0
0
系

指
指

自
自

自
自

自
自

1
7
0
0
+
2
3
0
0
系

指
指

自
自

自
自

自
自

パ
ノ

ラ
マ

S
u
p
e
r
（

一
部

特
別

車
）

1
0
0
0
系

指
指

自
自

自
自

自
自

ア
ー

バ
ン

ラ
イ

ナ
ー

n
e
x
t

2
1
0
2
0
系

Ｇ
指

指
･煙

指
指

煙
･指

ア
ー

バ
ン

ラ
イ

ナ
ー

p
l
u
s

2
1
0
0
0
系

Ｇ
指

指
･煙

指
指

･煙
指

指
煙

･指
伊

勢
志

摩
ラ

イ
ナ

ー
2
3
0
0
0
系

指
指

指
指

個
Ｇ

注
1
7

ビ
ス

タ
Ｅ

Ｘ
3
0
0
0
0
系

指
指

|
指

指
|
指

指
注

1
8

Ａ
Ｃ

Ｅ
（

４
両

編
成

）
指

指
指

指
Ａ

Ｃ
Ｅ

（
２

両
編

成
・

増
結

用
）

指
指

Ａ
ｃ

ｅ
（

４
両

編
成

）
室

･
指

指
指

指
Ａ

ｃ
ｅ

（
２

両
編

成
・

増
結

用
）

室
･
指

指
（

一
般

車
（

A
C
E
､
ビ

ス
タ

E
X
を

含
む

）
1
0
両

編
成

）
指

指
指

指
指

指
指

指
指

指
（

一
般

車
（

A
C
E
､
ビ

ス
タ

E
X
を

含
む

）
８

両
編

成
）

指
指

指
指

指
指

指
指

（
一

般
車

（
A
C
E
､
ビ

ス
タ

E
X
を

含
む

）
６

両
編

成
）

指
指

指
指

指
指

（
一

般
車

４
両

編
成

）
指

指
指

指
（

一
般

車
２

両
編

成
・

主
に

増
結

用
）

指
指

さ
く

ら
ラ

イ
ナ

ー
2
6
0
0
0
系

指
指

指
指

指
指

指
指

注
2
0

Ａ
ｃ

ｅ
1
6
6
0
0
系

指
指

･
室

（
一

般
車

（
Ａ

Ｃ
Ｅ

を
含

む
）

８
両

編
成

）
指

指
指

指
指

指
指

指
（

一
般

車
（

Ａ
Ｃ

Ｅ
を

含
む

）
６

両
編

成
）

指
指

指
指

指
指

（
一

般
車

（
Ａ

Ｃ
Ｅ

を
含

む
）

４
両

編
成

）
指

指
指

指
（

一
般

車
（

Ａ
Ｃ

Ｅ
を

含
む

）
２

両
編

成
）

指
指

サ
ザ

ン
（

全
車

指
定

席
、

平
日

の
朝

晩
の

み
運

転
）

1
0
0
0
0
系

指
指

指
指

指
指

指
指

サ
ザ

ン
（

一
部

指
定

席
）

1
0
0
0
0
系

＋
7
0
0
0
系

指
指

指
指

自
自

自
自

注
2
1

ラ
ピ

ー
ト

5
0
0
0
0
系

関
西

空
港

～
難

波
指

指
指

指
Ｇ

Ｇ
注

2
2

こ
う

や
、

り
ん

か
ん

3
1
0
0
0
系

、
3
0
0
0
0
系

極
楽

橋
･
橋

本
～

難
波

指
指

指
指

り
ん

か
ん

1
1
0
0
0
系

橋
本

～
難

波
指

指
指

指

 
 
 
 
 
 
た

だ
し

、
各

車
両

間
の

連
結

部
に

自
動

ド
ア

が
設

置
さ

れ
て

い
る

た
め

、
６

両
編

成
の

④
⑤

号
車

お
よ

び
８

両
編

成
の

④
⑥

⑦
号

車
で

受
動

喫
煙

が
発

生
し

て
い

る
か

ど
う

か
は

微
妙

2
0
1
0
年

（
日

付
未

定
）

 
 
近

畿
日

本
鉄

道
が

1
6
6
0
0
系

「
Ａ

ｃ
ｅ

」
運

転
開

始
（

全
席

禁
煙

・
喫

煙
室

設
置

）
。

今
後

、
1
6
6
0
0
系

を
増

備
し

た
分

と
同

数
の

一
般

車
（

1
6
0
0
0
系

）
を

代
替

廃
車

の
予

定

2
0
0
8
年

６
月

2
9
日

（
2
8
日

限
り

）
 
 
名

古
屋

鉄
道

が
1
6
0
0
系

の
全

車
特

別
車

編
成

と
し

て
の

使
用

を
廃

止
（

同
年

1
2
月

2
7
日

か
ら

1
7
0
0
系

に
形

式
変

更
の

う
え

一
部

特
別

車
編

成
と

し
て

運
転

再
開

）

2
2
6
0
0
系

注
1
9

名
古

屋
～

難
波

名
古

屋
～

鳥
羽

･
賢

島
賢

島
･
鳥

羽
～

難
波

賢
島

･
鳥

羽
～

京
都

奈
良

～
難

波
奈

良
～

京
都

橿
原

神
宮

前
～

京
都

名
古

屋
･
奈

良
～

難
波

名
古

屋
～

鳥
羽

･
賢

島

注
1
5

電
鉄

富
山

･
立

山
～

宇
奈

月
温

泉

近
畿

日
本

鉄
道

（
標

準
軌

区
間

）

注
1
6

編
成

（
丸

数
字

は
号

車
番

号
）

注
2
3

禁
煙

化
の

進
行

状
況

注
1
6
 
 
①

号
車

は
デ

ラ
ッ

ク
ス

シ
ー

ト
。

喫
煙

コ
ー

ナ
ー

と
通

路
と

の
間

に
は

エ
ア

カ
ー

テ
ン

が
設

置
さ

れ
て

い
る

が
、

た
ば

こ
煙

は
エ

ア
カ

ー
テ

ン
を

通
り

抜
け

て
禁

煙
の

客
室

内
ま

で
拡

散
し

て
い

る
（

半
沢

が
実

際
に

乗
車

し
た

際
に

確
認

）

注
1
7
 
 
⑤

号
車

は
サ

ロ
ン

席
（

ボ
ッ

ク
ス

シ
ー

ト
）

、
⑥

号
車

は
デ

ラ
ッ

ク
ス

シ
ー

ト

注
2
2
 
 
⑤

⑥
号

車
は

ス
ー

パ
ー

シ
ー

ト
。

デ
ッ

キ
の

灰
皿

が
撤

去
さ

れ
完

全
禁

煙
と

な
っ

た
時

期
は

未
確

認
注

2
3
 
 
3
1
0
0
0
系

・
3
0
0
0
0
系

・
1
1
0
0
0
系

の
う

ち
２

本
を

併
結

し
た

８
両

編
成

で
運

転
す

る
列

車
あ

り
。

こ
の

う
ち

1
1
0
0
0
系

＋
3
1
0
0
0
系

の
組

み
合

わ
せ

の
場

合
の

み
、

④
⑤

号
車

間
の

通
り

抜
け

が
で

き
る

た
め

、
④

号
車

で
受

動
喫

煙
が

発
生

す
る

 
 
 
 
 
 
（

④
⑤

号
車

間
の

貫
通

路
内

が
強

烈
に

タ
バ

コ
臭

い
こ

と
を

、
半

沢
が

実
際

に
乗

車
し

た
際

に
確

認
）

和
歌

山
港

･
和

歌
山

市
～

難
波

注
1
5
 
 
一

般
車

（
自

由
席

）
は

料
金

不
要

、
⑥

⑦
号

車
間

の
通

り
抜

け
は

不
可

富
山

地
方

鉄
道

南
海

電
気

鉄
道

記
事

注
2
1
 
 
自

由
席

は
特

急
料

金
不

要
、

④
⑤

号
車

間
の

通
り

抜
け

は
不

可
（

中
間

運
転

台
部

分
を

車
掌

室
と

し
て

使
用

す
る

た
め

、
貫

通
路

は
締

切
扱

い
）

2
0
0
9
年

４
月

１
日

 
 
近

畿
日

本
鉄

道
が

2
2
6
0
0
系

「
Ａ

ｃ
ｅ

」
運

転
開

始
（

全
席

禁
煙

・
喫

煙
室

設
置

）
。

今
後

、
2
2
6
0
0
系

を
増

備
し

た
分

と
同

数
の

一
般

車
（

1
2
2
0
0
系

な
ど

）
を

代
替

廃
車

の
予

定

注
1
9
 
 
2
0
0
9
年

４
月

１
日

運
転

開
始

。
喫

煙
室

は
乗

務
員

室
寄

り
デ

ッ
キ

に
設

置
さ

れ
て

お
り

、
運

転
士

な
ど

の
受

動
喫

煙
が

懸
念

さ
れ

る
注

1
8
 
 
②

③
号

車
（

２
階

建
て

車
両

）
の

乗
降

口
は

車
両

中
央

に
あ

り
。

こ
こ

を
境

に
空

調
系

統
も

独
立

し
て

い
る

た
め

、
②

号
車

で
は

①
号

車
側

の
半

室
で

の
み

受
動

喫
煙

が
発

生
し

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る

2
0
0
7
年

９
月

４
日

 
 
近

畿
日

本
鉄

道
「

ア
ー

バ
ン

ラ
イ

ナ
ー

n
e
x
t
/
p
l
u
s
」

①
号

車
の

喫
煙

コ
ー

ナ
ー

を
廃

止
（

車
内

販
売

準
備

室
に

転
用

）

う
な

づ
き

、
ア

ル
ペ

ン

近
畿

日
本

鉄
道

 
 
１

．
標

準
軌

区
間

の
各

列
車

と
「

さ
く

ら
ラ

イ
ナ

ー
」

で
は

、
喫

煙
車

に
隣

接
す

る
禁

煙
車

で
は

（
連

結
部

に
自

動
ド

ア
が

設
置

さ
れ

て
い

る
関

係
で

）
受

動
喫

煙
な

し
と

し
て

い
た

が
、

実
車

調
査

の
結

果
、

受
動

喫
煙

あ
り

に
変

更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２

．
標

準
軌

区
間

の
一

般
車

特
急

で
は

、
増

結
パ

タ
ー

ン
に

よ
っ

て
③

⑦
⑨

号
車

が
喫

煙
車

と
な

る
場

合
が

あ
る

と
し

て
い

た
が

、
2
0
0
7
年

３
月

ご
ろ

か
ら

禁
煙

車
と

し
て

運
用

さ
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

近
畿

日
本

鉄
道

株
式

会
社

営
業

企
画

部
・

発
行

『
近

鉄
時

刻
表

』
2
0
0
6
年

号
p
.
1
6
と

2
0
0
7
年

号
p
.
1
8
の

比
較

、
お

よ
び

同
社

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
よ

る
）

2
0
0
8
年

1
2
月

2
7
日

（
2
6
日

限
り

）
 
 
名

古
屋

鉄
道

が
1
0
0
0
系

の
全

車
特

別
車

編
成

を
廃

止

2
0
0
8
年

版
以

降
の

変
化

南
海

電
気

鉄
道

 
 
「

サ
ザ

ン
」

の
②

④
⑥

⑧
号

車
と

「
こ

う
や

」
「

り
ん

か
ん

」
の

②
号

車
で

は
受

動
喫

煙
が

発
生

し
な

い
と

し
て

い
た

が
、

近
畿

日
本

鉄
道

と
同

様
、

実
車

調
査

の
結

果
、

受
動

喫
煙

あ
り

に
変

更

2
0
0
7
年

版
か

ら
訂

正
し

た
事

項
富

山
地

方
鉄

道
 
 
富

山
～

立
山

間
の

「
立

山
」

を
、

2
0
0
7
年

に
運

転
実

績
が

な
か

っ
た

た
め

削
除

注
2
0
 
 
④

⑤
号

車
間

の
通

り
抜

け
は

不
可

主
な

運
転

区
間

（
左

側
が

①
号

車
方

）

1
2
2
0
0
系

ほ
か

2
2
0
0
0
系

（
愛

称
な

し
・

一
部

特
別

車
）

車
両

形
式

（
車

両
愛

称
）

会
社

名
列

車
名

（
名

古
屋

鉄
道

と
近

畿
日

本
鉄

道
は

車
両

愛
称

を
記

載
）

そ
の

２
 
 
北

陸
・

東
海

・
関

西
の

私
鉄

阿
倍

野
橋

～
吉

野
近

畿
日

本
鉄

道
（

狭
軌

区
間

）
1
6
4
0
0
系

(
A
C
E
)

1
6
0
0
0
系

私
鉄
有
料
特
急

列
車

の
編

成
表

（
Ｊ

Ｒ
に

乗
り

入
れ

な
い

第
三

セ
ク

タ
ー
鉄

道
の

有
料

列
車

を
含

む
）

２
０

１
０

年
４

月
１

日
現

在

名
古

屋
鉄

道
豊

橋
～

名
鉄

岐
阜

･
新

鵜
沼

中
部

国
際

空
港

･
河

和
～

名
鉄

岐
阜

･
新

鵜
沼

西
尾

～
名

鉄
名

古
屋

、
河

和
～

佐
屋



資
料

７
－

３
2
0
1
0
年

１
月

作
成

・
半

沢
一

宣
（

交
通

権
学

会
）

京
成

電
鉄

京
成

電
鉄

は
、

2
0
1
0
年

７
月

予
定

の
成

田
新

高
速

鉄
道

（
成

田
ス

カ
イ

ア
ク

セ
ス

）
開

業
時

に
投

入
す

る
新

型
「

ス
カ

イ
ラ

イ
ナ

ー
」

で
は

車
内

完
全

禁
煙

と
す

る
こ

と
を

発
表

し
て

い
る

。

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

ス
カ

イ
ラ

イ
ナ

ー
A
E
1
0
0
系

8
7

5
6

4
2
8

5
0
.
0
%

指
指

指
指

指
指

指
指

近
畿

日
本

鉄
道

「
狭

軌
区

間
」

は
南

大
阪

線
～

吉
野

線
（

あ
べ

の
橋

～
吉

野
）

を
、

「
標

準
軌

区
間

」
は

そ
れ

以
外

の
線

区
を

指
す

。

①
②

③
④

⑤
⑥

ア
ー

バ
ン

ラ
イ

ナ
ー

n
e
x
t

2
1
0
2
0
系

6
2

1
2

2
4

3
3
.
3
%

Ｇ
指

指
･
煙

指
指

煙
･
指

ア
ー

バ
ン

ラ
イ

ナ
ー

p
l
u
s

6
1
1

6
6

2
2
2

3
3
.
3
%

Ｇ
指

指
･
煙

指
指

煙
･
指

増
結

ユ
ニ

ッ
ト

（
注

１
）

2
3

6
0

0
0
.
0
%

指
･
煙

指
伊

勢
志

摩
ラ

イ
ナ

ー
2
3
0
0
0
系

6
6

3
6

1
6

1
6
.
7
%

指
指

指
指

個
Ｇ

ビ
ス

タ
Ｅ

Ｘ
（

注
２

）
3
0
0
0
0
系

4
1
5

6
0

2
.
5

3
7
.
5

6
2
.
5
%

指
指

|
指

指
|
指

指
Ａ

Ｃ
Ｅ

（
注

２
）

4
1
5

6
0

2
3
0

5
0
.
0
%

指
指

指
指

Ａ
Ｃ

Ｅ
（

増
結

用
・

注
２

）
2

1
3

2
6

0
0

0
.
0
%

指
指

Ａ
ｃ

ｅ
（

注
２

）
2
2
6
0
0
系

4
2

8
3

6
7
5
.
0
%

室
･
指

指
指

指
Ａ

ｃ
ｅ

（
増

結
用

・
注

２
）

2
2
6
5
0
系

2
1
2

2
4

1
1
2

5
0
.
0
%

室
･
指

指
そ

の
他

（
注

２
）

4
2
7

1
0
8

2
5
4

5
0
.
0
%

指
指

指
指

そ
の

他
（

増
結

用
・

注
２

）
2

6
1
2

0
0

0
.
0
%

指
指

標
準

軌
区

間
合

計
4
1
8

1
7
1
.
5

4
1
.
0
%

さ
く

ら
ラ

イ
ナ

ー
2
6
0
0
0
系

4
2

8
1

2
2
5
.
0
%

指
指

指
指

Ａ
Ｃ

Ｅ
（

注
３

）
1
6
4
0
0
系

2
2

4
0

0
0
.
0
%

指
指

Ａ
ｃ

ｅ
（

注
３

）
1
6
6
0
0
系

2
2

4
1

2
5
0
.
0
%

指
指

･
室

4
1

4
0

0
0
.
0
%

指
指

指
指

2
3

6
0

0
0
.
0
%

指
指

狭
軌

区
間

合
計

2
6

4
1
5
.
4
%

近
鉄

全
体

で
の

値
4
4
4

1
7
5
.
5

3
9
.
5
%

注
１

：
「

ア
ー

バ
ン

ラ
イ

ナ
ー

p
l
u
s
」

の
増

結
ユ

ニ
ッ

ト
は

、
基

本
６

両
編

成
の

②
③

号
車

間
に

③
④

号
車

と
し

て
連

結
。

こ
の

場
合

、
基

本
編

成
の

③
～

⑥
号

車
は

号
車

番
号

が
⑤

～
⑧

号
車

に
変

更
と

な
る

。
注

２
：

こ
れ

ら
の

車
両

は
、

相
互

に
連

結
し

て
最

大
1
0
両

編
成

で
運

転
さ

れ
る

。
こ

の
場

合
、

喫
煙

可
能

な
車

両
は

編
成

両
数

に
か

か
わ

ら
ず

、
①

号
車

と
⑤

号
車

の
２

両
で

あ
る

。
 
 
 
 
 
 
こ

の
関

係
で

、
６

両
編

成
以

上
の

列
車

で
は

④
号

車
が

受
動

喫
煙

車
と

な
っ

た
り

、
⑦

～
⑩

号
車

と
し

て
連

結
さ

れ
る

場
合

は
す

べ
て

受
動

喫
煙

の
な

い
清

浄
な

空
気

の
車

両
と

な
っ

た
り

す
る

点
に

注
意

。
注

３
：

こ
れ

ら
の

車
両

は
、

相
互

に
連

結
し

て
最

大
８

両
編

成
で

運
転

さ
れ

る
。

こ
の

と
き

1
6
6
0
0
系

が
③

～
⑧

号
車

と
し

て
連

結
さ

れ
る

場
合

に
は

、
奇

数
号

車
は

隣
の

車
両

が
喫

煙
車

両
だ

と
受

動
喫

煙
が

発
生

す
る

。
 
 
 
 
 
 
た

だ
し

、
こ

の
併

結
パ

タ
ー

ン
が

生
じ

る
の

は
不

定
期

の
た

め
、

上
表

の
計

算
で

は
考

慮
し

て
い

な
い

。

南
海

電
気

鉄
道

①
②

③
④

⑤
⑥

ラ
ピ

ー
ト

5
0
0
0
0
系

6
6

3
6

6
3
6

1
0
0
.
0
%

指
指

指
指

Ｇ
Ｇ

サ
ザ

ン
1
0
0
0
0
系

4
7

2
8

1
7

2
5
.
0
%

指
指

指
指

3
0
0
0
0
系

4
2

8
2

4
5
0
.
0
%

指
指

指
指

3
1
0
0
0
系

4
1

4
2

2
5
0
.
0
%

指
指

指
指

り
ん

か
ん

（
注

）
1
1
0
0
0
系

4
1

4
2

2
5
0
.
0
%

指
指

指
指

合
計

8
0

5
1

6
3
.
8
%

注
：

「
こ

う
や

・
り

ん
か

ん
」

の
う

ち
８

両
編

成
で

運
転

さ
れ

る
列

車
の

一
部

で
は

、
3
1
0
0
0
系

と
1
1
0
0
0
系

を
併

結
し

た
場

合
に

限
り

④
⑤

号
車

間
の

通
り

抜
け

が
で

き
る

た
め

、
④

号
車

で
は

⑤
号

車
か

ら
の

影
響

を
受

け
 
 
 
 
受

動
喫

煙
が

発
生

す
る

。
た

だ
し

、
こ

の
併

結
パ

タ
ー

ン
が

生
じ

る
の

は
不

定
期

（
平

均
３

日
に

１
日

）
の

た
め

、
上

表
の

計
算

で
は

考
慮

し
て

い
な

い
。

私
鉄

有
料

特
急

車
両

の
禁

煙
化

率
算

出
表

2
0
0
9
年

４
月

１
日

以
降

の
変

更
点

形
式

中
の

受
動

喫
煙

ゼ
ロ

車
両

総
数

在
籍

編
成

数
編

成
（

丸
数

字
は

号
車

番
号

）

在
籍

編
成

数
編

成
両

数
受

動
喫

煙
ゼ

ロ
割

合
（

禁
煙

化
率

）

編
成

（
丸

数
字

は
号

車
番

号
）

１
編

成
中

の
受

動
喫

煙
ゼ

ロ
車

両
数

在
籍

車
両

総
数

そ
の

他
（

注
３

）

列
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平成 21 年 11 月 5 日 

厚生労働大臣 長妻 昭 様 

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全衛生課長 鈴木幸夫 様 

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室室長 亀澤典子 様 

職場における受動喫煙防止対策に関する検討会座長 相澤好治 様         

厚生労働省健康局生活衛生課生活衛生課長   松岡正樹 様 

 

建物内を全面禁煙化とする法案制定、および、 

微小粒子状物質（PM2.5）に基づく室内環境基準の設定のお願い 
 

 12 学会禁煙推進学術ネットワーク 
        日本癌学会 日本口腔衛生学会 日本口腔外科学会 
        日本公衆衛生学会 日本呼吸器学会 日本産科婦人科学会 
        日本循環器学会  日本歯周病学会 日本小児科学会 
        日本心臓病学会   日本肺癌学会 日本麻酔科学会 
 

 

謹啓  

 貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 私ども禁煙推進学術ネットワークは、専門の異なる医師・歯科医師が学術的観点か

ら禁煙推進のための社会貢献活動を行なうために 2006 年に事業として始め、現在 12

の学会が参加して、これまでに JR の禁煙化要望、禁煙治療の保険適用、医・歯学部

と大学病院の敷地内禁煙導入の推進などの活動を行なってきました。 

 喫煙する本人だけでなく、その周囲で生活する非喫煙者においても受動喫煙が多く

の臓器のがんや循環器疾患、呼吸器疾患など様々な疾病及び健康障害の原因となって

いることは科学的に明らかです。平成 17（2005）年 2月に発効した「たばこの規制に

関する世界保健機関枠組条約（FCTC）」においても、第 8 条「たばこの煙にさらされ

ることからの保護」のガイドラインでは建物内を全面禁煙とする立法上の措置を締約

国に求めています。すでに、海外ではアイルランド（2004 年）、イタリア（2005 年）、

ウルグアイ（2006 年）、イギリス（2007 年）、フランス（2008 年）が相次いで屋内を

全面禁煙とする法律を制定しており、さらに、そのような国や地域の心筋梗塞の発症

数がその直後の 1年間で 17％減少したことが報告されています１）２）。 

 わが国でも平成21年3月に厚生労働省健康局生活習慣病対策室から発表された「受

動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書」において医療機関や官公庁など公共

性の高い施設における建物内禁煙の方針が示されましたが、一般の職場や公共交通機

関にまでは踏み込まれておりません。また、飲食店などのサービス産業における受動

喫煙対策はほとんど進んでいない状況なので、顧客の受動喫煙曝露はもちろん、長時

間拘束される従業員の曝露は特に甚大であります（注釈１参照）。既に、FCTC ガイド

ラインや健康局報告書でも指摘されているように、たばこ煙への曝露には閾値がない

資料８ 



ことから、わが国においても諸外国と同じように公共施設や公共交通機関、サービス

産業も含む全ての職場を全面禁煙とする法案の検討をお願いいたします。 

 一般環境や室内の空気環境の評価方法についても、世界保健機関（WHO）をはじめ

世界の諸外国では直径 2.5μm 以下の微小粒子状物質（PM2.5）の測定がおこなわれて

おります。その基準値は疫学的に人体に影響が認められない濃度として、年間曝露濃

度は 10μg/m3以下、24 時間曝露濃度は 25μg/m3以下とする厳しい基準が設けられて

います３）。平成 21 年 9 月、わが国でも環境省より「微小粒子状物質に係る環境基準

について」が告示され、新たな環境基準では PM2.5の濃度を「１年平均値が 15μg/m3

以下であり、かつ、１日平均値が 35μg/m3以下であること」としています。 

 PM2.5 は主として化石燃料の燃焼に由来するものですが、喫煙でもほぼ同じサイズ

の粒子が発生します。特に、屋内のような閉鎖空間で喫煙した場合、PM2.5 の濃度は

上記の環境基準の数十倍に達することが各国の調査結果から判明しております４）。 

 わが国の建物内の粉じん濃度に関する基準は、労働安全衛生法および建築物におけ

る衛生的環境の確保に関する法律（通称：ビル衛生管理法）で定められていますが、

昭和 40 年代に定められた測定法と基準値、つまり、「直径がおおむね 10μm 以下の吸

入性粉じん濃度（PM2.5 よりも粒径が大きい PM10 に相当）として 0.15mg/m3以下とす

ること」が現在でも使用されています。WHO や諸外国で標準的に行われている測定法

と異なるため単純な比較は出来ませんが、WHO の基準値に比べて非常に甘い基準とな

っています（注釈２参照）。 

 世界 32 ヶ国の室内の空気環境を比較した調査結果では、建物内が全面禁煙となっ

ている国々の室内の PM2.5の濃度は 8～22μg/m3であり、WHO の基準値や環境省が今回

告示した基準値をほぼ満足するレベルですが、喫煙が容認されている国々ではその数

倍、最大 22 倍も高かったことが示されています４）。つまり、屋内で喫煙が容認され

ている限り、PM2.5を安全なレベルに維持することが出来ないことは明白です。 

 

 わが国においても室内の空気環境の評価方法として、世界で標準的に用いられてい

る微小粒子状物質（PM2.5）の測定を採用すること、WHO が示す評価基準値を採用する

こと、その基準を満足するために建物内を 100％禁煙とする行政上の措置をとること

を要望いたします。 

 

謹白 

 

お問合わせ先：禁煙推進学術ネットワーク 委員長：藤原久義 

〒660-0828 兵庫県尼崎市東大物町１丁目１番１号 

兵庫県立尼崎病院院長室内 

電話：06-6482-1521、FAX：06-6482-7430 



【注釈 1】たばこの煙は粉じん計で測定することが可能です。図１は喫煙区域と禁煙区域

の設定があるファミリーレストランで測定された粉じん濃度です５）。たばこの煙が喫煙区

域から禁煙区域に拡散し、店内全体を汚染していることが分かります。区域を分けただけ

の対策では受動喫煙を防止することはできません。また、このような劣悪な環境で働く従

業員は、勤務時間を通して高い濃度の受動喫煙の曝露を受けることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    図１．喫煙区域と禁煙区域の設定があるレストランの受動喫煙 

 

【注釈 2】わが国の屋内の空気環境の評価は、事務所衛生基準規則により直径が約 10μm 以

下の粒子を測定しており、その基準値として 0.15mg/m3が採用されております。この値は昭和

40 年代の大気汚染の年間平均濃度の基準値 0.1mg/m3と 24 時間曝露の基準値 0.2mg/m3の中間

値として決められたものであり、人体への影響に基づいて設定された基準値ではありません。

一方、化石燃料の燃焼から発生し、大気汚染の原因として問題となっている微小粒子状物質

（PM2.5）は、直径が 2.5μｍの粒子を 50％の割合で分離できる分粒装置を用いて小さい粒子

のみを分離して測定したものであり、その濃度と人体への影響の程度が明らかにされており

ます。 

 なお、数μm の大きな粒子を含む空気を測定した場合、PM2.5の測定値は 10μm までの粒子

を測定するわが国の測定結果よりも小さい値になります。しかし、喫煙により発生する粒子

状物質はその直径が 0.1〜0.2μm であるため、図２に示すように両者はほぼ同じ値となりま

す５）。その場合、わが国の浮遊粉じんの基準値（うす青線）である 0.15mg/m3は 150μg/m3に

11 月に  



 

 図２．喫茶店の喫煙席（喫煙室）の中央の PM2.5濃度（青線）と 

わが国で採用されている直径 10μm までの粒子濃度（赤線）の比較 

 

 さらに、本来、喫煙によって発生する微小粒子状物質には 69 種類以上の発がん性物質が含

まれていること、そしてタバコ煙のガス状成分には一酸化炭素、アンモニア、二酸化硫黄、

ジメチルニトロソアミン、ホルムアルデヒド、青酸ガス、アクロレインなど多くの有害物質

が含まれていることから「閾値」はなく、許容される曝露濃度を設けるべきではありません。 

 

【参考文献】 

１） Lightwood JM, Glantz SA. Declines in acute myocardial infarction after smoke-free 

laws and individual risk attributable to secondhand smoke. Circulation. 

2009;120:1373-9.  

２） Meyers DG, Neuberger JS, He J. Cardiovascular effect of bans on smoking in public 

places. A systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2009; 54: 1249-55. 

３） WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and 

sulfur dioxide. Global update 2005 Summary of risk assessment  

  http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf 

４） Hyland A, et al. A 32-country comparison of tobacco smoke derived particle levels 

in indoor public places. Tobacco Control. 2008; 17: 159-165. 

５） 厚生労働省科学研究費補助金「わが国の今後の喫煙対策と受動喫煙対策の方向性とその

推進に関する研究」（平成 20～22 年度） 

  http://www.tobacco-control.jp/SHS-hospitality-workers.htm 



平成 22 年＊月＊＊日 

厚生労働大臣 長妻 昭 様 

文部科学大臣 川端 達夫様 

厚生労働省医政局長 阿曽沼 慎司 様 

文部科学省中央教育審議会会長 三村 明夫 様 

医・歯学部 学長、学部長、病院長様 
 
全国の医・歯学部を敷地内全面禁煙とする施設基準の設定のお願い（案） 
 

 12 学会禁煙推進学術ネットワーク 
        日本癌学会 日本口腔衛生学会 日本口腔外科学会 
        日本公衆衛生学会 日本呼吸器学会 日本産科婦人科学会 
        日本循環器学会  日本歯周病学会 日本小児科学会 
        日本心臓病学会   日本肺癌学会 日本麻酔科学会 
 
謹啓  

 貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 私ども禁煙推進学術ネットワークは、専門の異なる 12 の医・歯学会が参加し、学

術的観点から禁煙推進のための社会貢献活動を行ってきました。これまでに JR の全

面禁煙化や禁煙治療の保険適用、サービス産業を含む全ての職場を全面禁煙とする立

法措置に関する要望書の提出をおこなってきました。また、過去４年間にわたって、

医・歯学部と大学病院の敷地内禁煙の導入状況のモニタリングを行ない、各施設にフ

ィードバックを行ってきました。 

 大学病院が敷地内禁煙であることは、喫煙する患者さんが入院や通院によって禁煙

するきっかけとなります。また、ニコチンパッチや内服薬を用いた禁煙治療が保険適

用されるための必要条件でもあります（添付資料１）。 

 現在までに 8割の大学病院で敷地内禁煙が導入されています（添付資料２）。 

 一方で、残念なことに「喫煙場所を残す施設」が散見されるようになりました。そ

のような施設が心配している「隠れ喫煙による火事」や「患者さんとのトラブル」は、

すでに敷地内禁煙を導入した多くの先行事例により杞憂であったことが証明されて

います。また、医療従事者のタバコ離れにも有効です（添付資料３）。 

 さらに、平成 22 年 3 月 25 日に厚生労働省健康局長から通知された「受動喫煙防止

対策について」では、「少なくとも官公庁や医療施設においては、全面禁煙とするこ

とが望ましい」ことが示されました。 

 敷地内禁煙とすることを各施設の判断に任せるのではなく、大学病院とその母体で

ある医・歯学部を敷地内全面禁煙とすることを施設基準として取り上げて頂きたく、また、

各施設におかれましても積極的に敷地内禁煙に取り組まれますよう、本要望書を提出

いたします。 

謹白 

 

お問合わせ先：禁煙推進学術ネットワーク 委員長：藤原久義 

〒660-0828 兵庫県尼崎市東大物町１丁目１番１号 

兵庫県立尼崎病院院長室内 

電話：06-6482-1521、FAX：06-6482-7430 

資料９ 



【添付資料１】 

「禁煙治療標準手順書」より医療保険適用の施設基準を抜粋 

・ 禁煙治療を行っている旨を医療機関内に掲示していること 

・ 禁煙治療の経験を有する医師が 1名以上勤務していること 

・ 禁煙治療に係る専任の看護職員を 1名以上配置していること 

・ 呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること 

・ 医療機関の構内が禁煙であること 

 

【添付資料２】 

全国の医・歯学部および大学病院の敷地内禁煙導入状況の推移（次頁） 

 

【添付資料３】 

敷地内禁煙が導入された産業医科大学の喫煙率の変化 

   導入前（敷地内に喫煙場所あり）の喫煙率 19% 

   

   

   敷地内禁煙の導入 1 年後の喫煙率 16%に低下 

      



平成 22 年*月**日 

西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本）  

 代表取締役社長 佐々木隆之 様 
 

ＪＲ西日本の東海道・山陽新幹線と寝台列車の全面禁煙化と 
ホームを含む駅構内全面禁煙化の再度のお願い 

 
 禁煙推進学術ネットワーク 

          日本癌学会、 日本口腔衛生学会、 日本口腔外科学会 

          日本公衆衛生学会、 日本呼吸器学会、 日本産科婦人科学会 

          日本循環器学会、  日本歯周病学会、 日本小児科学会 

          日本心臓病学会、  日本肺癌学会、 日本麻酔科学会 
 

謹啓 

 御社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、2004 年 5 月、2005 年 2 月、2006 年 9 月、2008 年 7 月と４回にわたり、受動喫煙対策の

改善に関する標記要望書を送らせていただきました。JR 西日本では 2009 年 6 月に寝台列車を除

く、全ての喫煙車両と喫煙室の廃止による全面禁煙化を実行していただきまして誠にありがとう

ございました。現在、JR 西日本の禁煙化率（＝１日の運行車両総数に対する受動喫煙のない清浄

な空気の車両の割合）は 98.9％となっております。 

喫煙と受動喫煙による健康障害を防止するための国際条約である「たばこの規制に関する世界保

健機関枠組条約」では、2010 年 2 月までに公共の輸送機関の全面禁煙化を求めています。また、

2010 年 2 月 25 日に厚生労働省健康局長より通知された「受動喫煙防止対策について」（健発 0225

第 2 号）でも公共交通機関の全面禁煙、および、屋外であっても子どもが利用する空間では受動

喫煙防止対策を求めています。 

 私どもは、さらなる受動喫煙防止の観点から、以下の４点について厚生労働省科学研究「わが

国の今後の喫煙対策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究」に基づく根拠データを添

えて要望いたします。 

要望１：東海道・山陽新幹線を全面禁煙とすること  

要望２：寝台列車を全面禁煙とすること 

要望３：新幹線と在来線のホームを含む駅構内を全面禁煙とすること 

要望４：ホームの喫煙室を廃止すること 

 なお、この要望への回答は書面にて、平成 22 年*月**日までに禁煙推進学術ネットワーク宛に

返信用封筒で返送をお願い致します。 

 また、回答については従来通り禁煙推進学術ネットワークのホームページに掲載する予定です。 

                               謹白 

 
  （ご回答先） 〒660-0828 兵庫県尼崎市東大物町 1丁目１− １  

               兵庫県立尼崎病院 院長 藤原 久義 宛 

               禁煙推進学術ネットワーク委員長 

               ホームページ：http://tobacco-control-research-net.jp/ 

資料１０ 



要望１：東海道・山陽新幹線の喫煙車両と喫煙室の廃止について 

 新幹線「のぞみ」700 系の喫煙車両、禁煙車両および各デッキの 4 カ所で同時に粉じん濃

度を測定した結果を示します。喫煙車両内のタバコ煙はエアコンを通じてデッキへ、さらに

禁煙車両のデッキ、禁煙車両内を汚染していることが認められました（図１）。喫煙車両が連

結されている限り、隣接する禁煙車両における受動喫煙は解消されません。特に、レールス

ターは車両編成の真ん中に２つの喫煙車両があるため、8 両中 6 両の車両で受動喫煙が発生

しています。自由席車両は受動喫煙のない席が選択できない状態です。 

 また、車掌や車内販売に携わる乗務員が喫煙車両で曝露される受動喫煙は非常に高い濃度

となること、隣接する禁煙車両も含めると乗務時間の 8 割に相当する長時間の受動喫煙に曝

されていることも分かっています（図２）。 

 

    

図１．喫煙車両と隣接する禁煙車両の汚染   図２．乗務員の受動喫煙曝露濃度 

 

 2007 年に東海道・山陽新幹線に導入された「のぞみ」N700 系には喫煙室が設置されていま

す。しかし、図３に示すように喫煙室からはタバコ煙が漏れており、受動喫煙（＝２次喫煙: 

Second-hand smoke）を防止する対策としては不十分であることが証明されています。 

 

図３．N700 系新幹線、喫煙室からデッキ、客席に拡散するタバコ煙 

 

 さらに、喫煙後の口腔粘膜や洋服・髪の毛に付着したタバコ煙粒子からは、数時間にわた

って有害なガス状成分が発生します。特に、N700 系新幹線の喫煙室のように排気風量が不足



する場合には喫煙室内のタバコ煙濃度は非常に高い濃度となるため、大量の粒子状物質（ヤ

ニ）が付着し、この現象が顕著となります。図４にシックハウス症候群の原因物質として知

られている TVOC の濃度が、喫煙後の呼気に高い濃度で含まれていることを証明した実験結果

を示します。喫煙者の呼気や洋服から発生するタバコ臭には TVOC 以外にも有害なガス状成分

が多く含まれていることから３次喫煙（Third-hand smoke）と定義されるようになりました。

３次喫煙は気管支喘息や化学物質過敏症の発作を誘発し、臭いに敏感な妊婦では気分不良の

原因となります。また、多くの非喫煙者ではそのような発作を起こさないまでも、３次喫煙

による不愉快な思いが旅行の間中続くことになります。 

 新幹線の禁煙車両と喫煙室を廃止し、全車両の完全禁煙化を要望します。 

 

図４．喫煙後の呼気に含まれるガス状物質 

 

要望２：寝台列車を全面禁煙とすること  

 寝台列車「サンライズ出雲・瀬戸」「トワイライトエクスプレス」「きたぐに」には、現在

も多くの喫煙車両が連結されており、乗客と乗務員の受動喫煙の原因となっております。寝

台列車の個室で喫煙した場合でも、廊下に漏れ出て車両全体がタバコ臭くなっています。特

に、「サンライズ出雲・瀬戸」の 6・13 号車のデッキには喫煙コーナーがあり、高い濃度の受

動喫煙の原因となっています（図５）。食堂車やラウンジカーに移動するには、受動喫煙が発

生する喫煙車両や喫煙コーナーがあるデッキを通らねばなりません。また、食堂車が禁煙化

されていないことも重大な問題です。 

 さらに、「サンライズ出雲・瀬戸」の 6・13 号車のデッキのタバコ煙は、乗客や乗務員が 5・

6（12・13）号車間を通り抜け連結部の自動ド

アが開く際に 5（12）号車側に流れ出し、空調

装置を経由して 5（12）号車のノビノビ座席各

席のスポット空調から吹き出しています。 

 非喫煙者も利用する寝台列車を全面禁煙と

することを要望します。 

 

 

         図５．「サンライズ出雲・瀬戸」 6・13 号車デッキの喫煙コーナー 



要望３：ホームを含む駅構内の全面禁煙化 

 図６は東海道新幹線の７号車（禁煙車両）に乗車するために並んだ場合に、ホームの喫煙

コーナーが原因となって発生する受動喫煙の曝露濃度を評価する測定風景（写真の赤丸部分

に測定器）およびその結果です。屋外とはいえ、喫煙コーナーの風下側では高い濃度の受動

喫煙が発生しています。 

 これまでに、首都圏、JR 西日本の主要 251 駅、JR 東海の在来線の全駅が全面禁煙となって

いますが、JR 西日本が管轄する新幹線ホームと主要 251 駅以外のホームは禁煙化されていま

せん。 

 駅ホームは、気管支喘息や化学物質過敏症の人、子どもや妊婦などタバコの煙に対する弱

者も利用します。また、「受動喫煙防止対策について」（健発 0225 第 2 号、平成 22 年 2 月 25

日）でも「子どもがの利用が想定される公共的な空間」は受動喫煙防止対策を行うべき場所

であることが取り上げられています。 

 JR西日本においても新幹線と在来線の全駅のホームを禁煙化とすることを要望いたします。 

 

       

 図６．新幹線、禁煙車両の前に並んだ場合の受動喫煙曝露濃度（赤い丸は粉じん計を示す） 

 



要望４：新幹線ホームの喫煙室の廃止について 

 JR 東日本の新幹線ホームの喫煙室は排気風量が不足しているため、内部のタバコ煙は非常

に高い濃度で、劣悪な空気環境になっていることが確認されました（図７）。グラフの縦軸の

一目盛りは厚労省の喫煙室の基準値（0.15mg/m3）としています。この喫煙室は、その基準値

の 30 倍を超える高い濃度でした。このような喫煙室を利用した喫煙者の洋服や髪の毛にはタ

バコから発生する大量の粒子状成分（ヤニ）が付着し、車内に持ち込まれ、先に述べた３次

喫煙の原因となります。 

 ３次喫煙の原因となる喫煙室を作らないこと、また、現在使用されている喫煙室は内部を

清掃の上、禁煙の待合室として使用目的を変更することを要望いたします。 

 

  

        

   図７．東京駅 東北・上越新幹線ホームの喫煙室とその内部のタバコ煙濃度 

 

 



平成 22 年*月**日 

北海道旅客鉄道株式会社（ＪＲ北海道）  

 代表取締役社長 中島尚俊 様 
 

ＪＲ北海道 北斗星の寝台車の禁煙化と 
ホームを含む駅構内全面禁煙化の再度のお願い 

 
 禁煙推進学術ネットワーク 

          日本癌学会、 日本口腔衛生学会、 日本口腔外科学会 

          日本公衆衛生学会、 日本呼吸器学会、 日本産科婦人科学会 

          日本循環器学会、  日本歯周病学会、 日本小児科学会 

          日本心臓病学会、  日本肺癌学会、 日本麻酔科学会 
 

謹啓 

 御社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、2004 年 5 月、2005 年 2 月、2006 年 9 月、2008 年 7 月と４回にわたり、受動喫煙対策の

改善に関する標記要望書を送らせていただきました。JR 北海道では 2006 年 3 月に寝台列車を除

く、全ての喫煙車両と喫煙室の廃止による全面禁煙化を実行していただきまして誠にありがとう

ございました。現在、JR 北海道の禁煙化率（＝１日の運行車両総数に対する受動喫煙のない清浄

な空気の車両の割合）は 98.7％となっております。 

 喫煙と受動喫煙による健康障害を防止するための国際条約である「たばこの規制に関する世界

保健機関枠組条約」では、2010 年 2 月までに公共の輸送機関の全面禁煙化を求めています。また、

2010 年 2 月 25 日に厚生労働省健康局長より通知された「受動喫煙防止対策について」（健発 0225

第 2 号）でも公共交通機関の全面禁煙、および、屋外であっても子どもが利用する空間では受動

喫煙防止対策を求めています。 

 私どもは、さらなる受動喫煙防止の観点から、以下の３点について厚生労働省科学研究「わが

国の今後の喫煙対策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究」に基づく根拠データを添

えて要望いたします。 

要望１：寝台車を全面禁煙とすること  

要望２：ホームを全面禁煙とすること 

要望３：駅の喫煙室を廃止すること 

 なお、この要望への回答は書面にて、平成 22 年*月**日までに禁煙推進学術ネットワーク宛に

返信用封筒で返送をお願い致します。 

 また、回答については従来通り禁煙推進学術ネットワークのホームページに掲載する予定です。 

                               謹白 

 
  （ご回答先） 〒660-0828 兵庫県尼崎市東大物町 1丁目１− １  

               兵庫県立尼崎病院 院長 藤原 久義 宛 

               禁煙推進学術ネットワーク委員長 

               ホームページ：http://tobacco-control-research-net.jp/ 

                                  



平成 22 年*月**日 

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）  

代表取締役社長  清野 智 様         
 

ＪＲ東日本の寝台車の禁煙化と 
ホームを含む駅構内全面禁煙化の再度のお願い 

 
 禁煙推進学術ネットワーク 

          日本癌学会、 日本口腔衛生学会、 日本口腔外科学会 

          日本公衆衛生学会、 日本呼吸器学会、 日本産科婦人科学会 

          日本循環器学会、  日本歯周病学会、 日本小児科学会 

          日本心臓病学会、  日本肺癌学会、 日本麻酔科学会 
 

謹啓 

 御社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、2004 年 5 月、2005 年 2 月、2006 年 9 月、2008 年 7 月と４回にわたり、受動喫煙対策の

改善に関する標記要望書を送らせていただきました。JR 東日本では 2007 年 3 月に全ての喫煙車

両と喫煙室の廃止による全面禁煙化を実行していただきまして誠にありがとうございました。現

在、JR 東日本の禁煙化率（＝１日の運行車両総数に対する受動喫煙のない清浄な空気の車両の割

合）は 99.1％となっております。 

 喫煙と受動喫煙による健康障害を防止するための国際条約である「たばこの規制に関する世界

保健機関枠組条約」では、2010 年 2 月までに公共の輸送機関の全面禁煙化を求めています。また、

2010 年 2 月 25 日に厚生労働省健康局長より通知された「受動喫煙防止対策について」（健発 0225

第 2 号）でも公共交通機関の全面禁煙、および、屋外であっても子どもが利用する空間では受動

喫煙防止対策を求めています。 

 私どもは、さらなる受動喫煙防止の観点から、以下の３点について厚生労働省科学研究「わが

国の今後の喫煙対策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究」に基づく根拠データを添

えて要望いたします。 

要望１：寝台列車を全面禁煙とすること  

要望２：新幹線と在来線のホームを含む駅構内を全面禁煙とすること 

要望３：駅ホームの喫煙室を廃止すること 

 なお、この要望への回答は書面にて、平成 22 年*月**日までに禁煙推進学術ネットワーク宛に

返信用封筒で返送をお願い致します。 

 また、回答については従来通り禁煙推進学術ネットワークのホームページに掲載する予定です。 

                               謹白 

 
  （ご回答先） 〒660-0828 兵庫県尼崎市東大物町 1丁目１− １  

               兵庫県立尼崎病院 院長 藤原 久義 宛 

               禁煙推進学術ネットワーク委員長 

               ホームページ：http://tobacco-control-research-net.jp/ 

                                  



2010 年*月**日 

東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海） 

 代表取締役社長 松本 正之 様          

新幹線と寝台列車の全面禁煙化と 

ホームを含む駅構内全面禁煙化の再度のお願い 
 

 禁煙推進学術ネットワーク 

          日本癌学会、 日本口腔衛生学会、 日本口腔外科学会 

          日本公衆衛生学会、 日本呼吸器学会、 日本産科婦人科学会 

          日本循環器学会、  日本歯周病学会、 日本小児科学会 

          日本心臓病学会、  日本肺癌学会、 日本麻酔科学会 

謹啓 

 御社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、2004 年 5 月、2005 年 2 月、2006 年 9 月、2008 年 7 月と 4 回にわたり、受動喫煙対策の

改善に関する標記要望書を送らせていただきました。貴社では 2009 年 3 月に在来線ホームの全面

禁煙化、同年 6 月より寝台列車「サンライズ出雲・瀬戸」を除く在来線特急の全車両の禁煙化を

実行していただきまして誠にありがとうございました。 

喫煙と受動喫煙による健康障害を防止するための国際条約である「たばこの規制に関する世界保

健機関枠組条約」では、2010 年 2 月までに公共の輸送機関の全面禁煙化を求めています。また、

2010 年 2 月 25 日に厚生労働省健康局長より通知された「受動喫煙防止対策について」（健発 0225

第 2 号）でも公共交通機関の全面禁煙、および、屋外であっても子どもが利用する空間では受動

喫煙防止対策を求めています。 

 私どもは、さらなる受動喫煙防止の観点から、以下の 3 点について厚生労働省科学研究「わが

国の今後の喫煙対策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究」に基づく根拠データを添

えて要望いたします。 

要望１：新幹線および寝台列車の喫煙車両と喫煙室・喫煙コーナーを廃止すること 

要望２：新幹線ホームの喫煙コーナーを廃止すること 

要望３：新幹線ホームの喫煙室を廃止すること 

  なお、この要望への回答は書面にて、平成 22 年*月**日までに禁煙推進学術ネットワーク宛

に返信用封筒で返送をお願い致します。 

 また、回答については従来通り禁煙推進学術ネットワークのホームページに掲載する予定です。 

                               謹白 

  （ご回答先） 〒660-0828 兵庫県尼崎市東大物町 1丁目１− １  

               兵庫県立尼崎病院 院長 藤原 久義 宛 

               禁煙推進学術ネットワーク委員長 

               ホームページ：http://tobacco-control-research-net.jp/ 

 

 

 



平成 22 年*月**日 

四国旅客鉄道株式会社（ＪＲ四国）  

代表取締役社長  松田 清宏 様         

ＪＲ四国の車両の全面禁煙化と 
ホームを含む駅構内全面禁煙化の再度のお願い 

 
 禁煙推進学術ネットワーク 

          日本癌学会、 日本口腔衛生学会、 日本口腔外科学会 

          日本公衆衛生学会、 日本呼吸器学会、 日本産科婦人科学会 

          日本循環器学会、  日本歯周病学会、 日本小児科学会 

          日本心臓病学会、  日本肺癌学会、 日本麻酔科学会 

謹啓 

 御社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、2004 年 5 月、2005 年 2 月、2006 年 9 月、2008 年 7 月と４回にわたり、受動喫煙対策の

改善に関する標記要望書を送らせていただきました。その後、JR 北海道、JR 東日本、JR 東海、

JR 西日本、JR 九州では寝台列車を除く全ての在来線は全面禁煙となり、JR 四国は在来線の列車

内に喫煙室を残している唯一の会社となっております。列車内の喫煙室からはタバコの煙が漏れ

るため、受動喫煙が発生します。全面禁煙となった JR 他社の禁煙化率（＝１日の運行車両総数に

対する受動喫煙のない清浄な空気の車両の割合）は 98〜100%となっておりますが、JR 四国の禁煙

化率は 81.4%と低い水準にとどまっています。特に、「しおかぜ」「いしづち」「南風」「うずしお」

「しまんと」に喫煙室を設けたことによって受動喫煙の発生する列車が増え、禁煙化率は低下し

ております。 

 喫煙と受動喫煙による健康障害を防止するための国際条約である「たばこの規制に関する世界

保健機関枠組条約」では、2010 年 2 月までに公共の輸送機関の全面禁煙化を求めています。また、

2010 年 2 月 25 日に厚生労働省健康局長より通知された「受動喫煙防止対策について」（健発 0225

第 2 号）でも公共交通機関の全面禁煙、および、屋外であっても子どもが利用する空間では受動

喫煙防止対策を求めています。 

 私どもは、さらなる受動喫煙防止の観点から、以下の２点について厚生労働省科学研究「わが

国の今後の喫煙対策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究」に基づく根拠データを添

えて要望いたします。 

要望１：列車内の喫煙室を廃止し、全ての列車を全面禁煙とすること  

要望２：ホームを含む駅構内を全面禁煙とすること 

 なお、この要望への回答は書面にて、平成 22 年*月**日までに禁煙推進学術ネットワーク宛に

返信用封筒で返送をお願い致します。 

 また、回答については従来通り禁煙推進学術ネットワークのホームページに掲載する予定です。 

                               謹白 

  （ご回答先） 〒660-0828 兵庫県尼崎市東大物町 1丁目１− １  

               兵庫県立尼崎病院 院長 藤原 久義 宛 

               禁煙推進学術ネットワーク委員長 

               ホームページ：http://tobacco-control-research-net.jp/ 
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 御社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、2004 年 5 月、2005 年 2 月、2006 年 9 月、2008 年 7 月と４回にわたり、受動喫煙対策の
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えて要望いたします。 

要望１：九州～山陽新幹線の全面禁煙を堅持すること（＝喫煙室を設置しないこと） 

要望２：新幹線と在来線のホームを含む駅構内を全面禁煙とすること 

要望３：ホームの喫煙室を廃止すること 

 なお、この要望への回答は書面にて、平成 22 年*月**日までに禁煙推進学術ネットワーク宛に

返信用封筒で返送をお願い致します。 

 また、回答については従来通り禁煙推進学術ネットワークのホームページに掲載する予定です。 

                               謹白 
 
  （ご回答先） 〒660-0828 兵庫県尼崎市東大物町 1丁目１− １  

               兵庫県立尼崎病院 院長 藤原 久義 宛 

               禁煙推進学術ネットワーク委員長 

               ホームページ：http://tobacco-control-research-net.jp/ 
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アサヒ・コムトップへ ニューストップへ

有害微小物質、たばこの煙こもる店の
３分の１で基準超え

　たばこの煙が漂う飲食店や遊技場の３分の１以上で、健康被害を引き
起こすとされる微小粒子状物質「ＰＭ２．５」の濃度が、世界保健機関
（ＷＨＯ）の環境基準を超える危険性のあることが、厚生労働省研究班
の調べで分かった。１時間で基準の２倍以上吸い込みかねない店もあっ
た。班長の大和浩・産業医科大教授は「建物内の受動喫煙対策が必要」
としている。

　ＰＭ２．５は、直径が２．５マイクロメートル（マイクロ＝１００万
分の１）以下の微小粒子。肺の奥まで入り込み、肺がんや心筋梗塞（こ
うそく）などの原因になるとされる。ＷＨＯは０６年、大気１立方メー
トルあたり１日平均で２５マイクログラム以下とする環境基準を示し
た。

　厚労省研究班は今年１～３月、喫煙者のいる喫茶店や居酒屋、パチン
コ店など計２２店でＰＭ２．５の実態を調べた。混雑時に約４０分間測
定した結果、空気１立方メートルあたり平均７０～１２３０マイクログ
ラムのＰＭ２．５が漂っていた。

　３分の１を超える８店では、１時間いるだけでＷＨＯの環境基準を超
える計算になった。７０マイクログラムと最も低かった店では、誰もた
ばこを吸っていないときは４５マイクログラムと大幅に下がったとい
う。（長崎緑子）
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禁煙となった元「喫煙所」。「全面禁煙」の張り紙が
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【群馬】

市施設を全面禁煙　太田　国通知受け　市長のÒ一声Óで決定
2010年3月3日

　太田市は二日、庁舎や行政
センターなど百八十一あるす
べての市有施設を全面禁煙に
した。公共的な施設は原則全
面禁煙にするよう求める厚生
労働省の通知を受けた措置。
同省によると、庁舎を全面禁
煙にしている自治体は少なく
ないが「市有施設すべてとい
うのは聞いたことがない」
（健康局）としている。　
（加藤益丈）

　太田市の本庁舎（十二階建て）は昨年十月から、五、七、九、十一階は
禁煙とし、残りの階は喫煙場所を設けて分煙を図っていた。四月から全面
禁煙の実施を検討していたが、清水聖義市長が一日、幹部に翌日からの禁
煙を提案し、前倒し実施が決まった。

　本庁舎では二日午前、喫煙場所にあった灰皿付きのテーブルなどを撤
去。全面禁煙を知らせる張り紙を入り口などに張った。このため、喫煙す
る職員は休憩時間に自らの車の中で吸うなどして対応。初日とあって全面
禁煙を知らずにたばこに火を付けようとした来庁者もいたが、職員が注意
したという。

　清水市長は取材に対し、全面禁煙を決めた理由を「健康のため」と説明
した。一方で「長妻厚労相の言うことは聞かないと駄目。自治体は国の
『隷属機関』なんだから」などと発言。地方負担を残したまま子ども手当
の導入を決めるなどした国への反発があるとみられる。

　厚労省によると、研究機関が二〇〇八年に実施した調査で、庁舎が全面
禁煙の都道府県は十七あり、市町村も多い。また、同省は〇六年四月か
ら、屋外に喫煙場所を設けて庁舎内を全面禁煙とした。

◆県施設の喫煙所撤去　担当『今後検討する』

　県によると、公共施設の「全面禁煙」を求める厚生労働省からの通知文
書は一日に届いた。県関連の施設では、県立近代美術館（高崎市）と県立
歴史博物館（同）が全面禁煙をすでに実施。県庁は、庁舎内外に喫煙所を
設置している。文化施設のうち、ベイシア文化ホール（前橋市）や県立図
書館（同）などは屋外に灰皿を設置して喫煙を可能としている。

　県は「屋内や屋外の分煙スペースを撤去するか、が焦点になる。厚労省
の通知内容に沿って対応するかどうか、今後検討する」としている。　
（中根政人）
 

この記事を印刷する
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適合高専賃　適正審査で設置促進（3月3日）
減らそうÒ中１ギャップÓ　小学校に教科担任導入　伊勢崎市が新学期から全校に　（3月
2日）
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